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口絵写真 1

上田城跡本丸東虎口 (昭和 40年撮影)

上田城跡本丸東虎口 (平成 6年撮影)



口絵写真 2

明治 10年頃に撮影された古写真 (撮影者不明 :本丸東虎回、左奥に西櫓)

この写真はl)毎 野町に所在 した太行堂 (長谷川太行堂とも)が、明治 40年頃に製作した絵葉書に使用されたものである。
建造物の残存状況から、明治 10年頃に撮影されたものと考えられる。また、この写真はオランダから里帰 りしたボードイ
ンアルバム (長崎大学付属図書館所蔵)や明治天皇御巡幸写真|1占 (宮内庁所蔵)等にも所在が確認されており、上国城の古
写真として有名な 1′1気である。                              (資 料提供 :高田 徹氏〉

明治 40年頃に撮影 された古写真 (撮影者不明 :上 田城跡一帯 を北側か ら撮影 )

liの 写真と同じく、太行堂が製作した絵葉書「信州上田名勝 。上田町全景 (共二)ョ に使用された写真の ^部を拡大した

もの。おそらく太郎山頂から撮影したものだろう。「11田城址」という書き込みの ドが本丸で、西櫓や杉の巨木、近代の構

造物が確認できる。本丸左の自い部分は上円監獄署の塀で、内側の建物の配置や、二の丸の東虎口・北虎LIの状況もよく分

かる.城内に公会堂や陸 11競技場などができる前の状況が見てとれる貴重な写真であり、_二の丸の上果、堀、小泉山輪など

は少なくとも明治末期まではある程度原状を保っていたことも分かる。            (資 料提供 :高Ш徹氏〉



ごあいさつ

近年の戦国武将ブームのなかで、真田三代、とりわけ信繁 (幸村)は世代を超えて大勢の方々に愛
され、真田氏ゆかりの上田城跡は「一度は行ってみたい城」として全国的にも支持されるなど、上田
城跡をめぐ`る環境は以前とは大きく変わってきています。
上田城は、真田昌幸が天正 11年 (1583)に 築城を開始し、徳川の軍勢を相手に戦った三度の合戦

でも落城せず、近世城郭として輝かしい戦歴を誇る堅固な城郭です。
しかし、その後、昌幸 。信繁親子が関ヶ原合戦で西軍にくみし、西軍が敗北したことで上田城は徳

川氏に破却されてしまいます。現在、私たちが目にしている櫓や堀は、真田氏の次の藩主である仙石
氏 (仙石忠政)が寛永 3年 (1626)に 築き直したものであります。
その後 400年余の時が経過し、明治維新後の払い下げを経て、昭和9年には国史跡に指定されま
した。また、太平洋戦争などの危機のなかにあって、払い下げられた南北櫓が市民寄附により買い戻
されるなど、上田城跡は城下町上田のシンボルとして、市民に親しまれ、大切に受け継がれてきました。
上田市では、上田城跡を史跡としてふさわしい姿で後世に継承していくことを目的に、平成 2年度
に「史跡上田城跡整備基本計画」を策定いたしました。以来この計画に沿い、本丸東虎回櫓門及び二
の丸北虎口石垣の復元整備や尼ヶ淵崩落防止対策工事等を進めてまいりましたが、策定から20年余
が経過し、新幹線や高速道路の開通に伴う観光客の増加、懸案であった市民会館移転の具体化、本丸
隅櫓復元整備の機運の盛り上がりなど、城跡をめぐる周辺環境が変化し、それに対応した整備基本計
画の見直しと新たに保存管理計画の策定が必要となりました。
上田城跡では、明治の払い下げにより、かつて7棟あった本丸隅櫓のうち西櫓 1棟のみを残して解

体され、石垣や堀も一部撤去され、往時の姿をとどめていない箇所も多く見受けられます。これらを
史実に忠実な姿で復元整備していくことは史跡を整備するうえでの前提でありますが、一方で、上田
城跡は、桜の名所として、市民の憩いの場として、観光名所として長年親しまれてきた経過もありま
す。史跡としての価値を保ちながら、公園、観光拠点としての役割させる保存整備を今後進めていく
ことが我々に課せられた大きな課題であると考えています。
今回の保存管理計画策定及び整備基本計画改訂の作業では、史跡上田城跡整備実施検討委員会にお
いて、こうした観点をも踏まえ、議論を深めていただきました。上田城跡がよりよい姿で後世に受け
継がれていくための指針として、各方面で本書が活用されますことを期待しております。
最後に、本計画の策定及び改訂にあたり、精力的に御審議をいただいた検討委員の皆様をはじめ、
御指導、御助言を賜った文化庁、長野県教育委員会、そのほか関係の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成24年 3月

上田市教育委員会教育長 小 山 壽 一



例 言

1 本書は長野県上田市に所在する史跡上田城跡に係る「史跡上田城跡保存管理計画書」及び「史跡
上田城跡整備基本計画書 〈改訂版〉」である。なお、「史跡上田城跡整備基本計画書 (改訂版〉」は
平成 2年度に策定した「史跡上田城跡整備基本計画書」を一部改訂したものである。

2 計画策定は、上田市 (事務局 :上田市教育委員会事務局文化振興課文化財保護係)が平成 22・
23年度に市単独事業として実施した。

3 整備基本計画の改訂業務は、平成 22年度に株式会社文化財保存計画協会に委託し、素案及び成
果品を平成 22・ 23年度にかけて委員会で検討した。また、保存管理計画は平成 22年度に策定準
備及び素案作成に着手し、平成 23年度に素案を委員会で検討し策定した。

4 計画策定にあたり、史跡上田城跡整備実施計画検討委員会において、素案の検討・審議を行った。
また、文化庁文化財部記念物課、長野県教育委員会文化財 。生涯学習課の助言を得た。

5 本書の執筆・作図・編集にあたっては事務局のほか、下記のとおり行った。
第 1～ 3章 事務局
第 4章   事務局及び株式会社文化財保存計画協会
資料編   事務局
(原稿検討及び校閲)史跡上田城跡整備実施計画検討委員会
(資料収集及び整理)事務局

6 本書が刊行されるまでには、多くの方々や諸機関の御理解と御協力を賜った。以下、御芳名を記
して深 く感謝の意を表したい。(順不同・敬称略)

石黒敬章、石崎康子、岩波峰子、大澤佳寿子、風間栄一、久住猛雄、塩入 肇、志波原智美、
下 育郎、下田研一、高田徹、中村啓太郎、平岡正宏、堀井亮彦、丸山瑛一、渡邊隆之
伊那市教育委員会、上田・城下町活性会、上田招魂社、岡山大学付属図書館、員田神社、
信州上田文化デザイン研究会、信州大学付属図書館、津山市教育委員会、長崎大学付属図書館、
長野県立歴史館、長野市教育委員会、日田市教育委員会、人吉市教育委員会、福岡市教育委員会、
松本市教育委員会、(財)松山記念館、横浜開港資料館
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第 1章 策定の目的と経過



第 1節 各計画策定までの沿革
櫓や石垣、土塁、堀などが現存する上田城跡は、本丸と二の丸の約 1lhaの範囲が史跡に指定さ
れています。真田昌幸が築城した上田城は、関ヶ原の敗戦により徳川方に破却されましたが、寛永 3

年 (1626)か ら仙石忠政が城の復興に着手し、本丸の七ッ櫓や櫓門などが再建され、続 く松平氏が幕
末までその姿を保ちました。明治維新後の払下げで、櫓や石垣等の建造物は一部を除いて解体・搬出
され、堀や櫓台、土塁も公共施設の建設や、公園造成等の土木工事で一部が失われてしまいました。
しかし、忠政が再建した西櫓が当時の姿のまま伝えられており、また、南櫓・北櫓も城外で貸座敷と
して使われたものの、本丸に移築復元されているなど、近世の城郭構造を維持している部分も少なく
ありません。
このように上田城跡は仙石氏 。松平氏在城時代の遺構を比較的良好に現代に伝えていますが、これ
は払下げ後、丸山平八郎直義が本丸を松平神社及び遊園地用地として寄付したことがきっかけとなり、
城跡一帯が神社や公園として現在まで利用されてきたことがその一因です。一方で上田監獄支署や伝
染病院、市公会堂、市民会館、市営陸上競技場、上田温泉電軌北東線などの公共施設が二の丸に相次
いで建設されましたが、そのたびに公益性と史跡保護のどちらを優先するかという課題と向き合って
きたといえます。
上田市では、平成 2年度に「史跡上田城跡整備基本計画 (以下「整備基本計画」)」 を策定しました。
それ以降、計画的に発掘調査を実施し、その成果に基づき、本丸東虎回櫓門の復元整備、二の丸北虎
国の復元整備、尼ヶ淵崖面の崩落防止工事 (石垣の解体修復等)を進めてきました。この整備基本計
画の策定以前には、上田市は「上田城跡環境整備委員会」を組織して調査研究報告書 (昭和 51年度)

をまとめ、次いで「上田城跡公園整備方針」(昭和 56年度)、 「上田城跡公園整備方針 (第二次)」 (昭

和 61年度)を策定し、発掘調査や尼ヶ淵散策道の整備を行ってきました。こうした状況を引き継 ぐ
形で策定した整備基本計画は、先に述べたような大型整備事業を長期的に実施していくための方針と
して定めたものです。しかし、策定から二十年余を経過し、また、市民会館の移転が具体的になるな
かで、当時、中 。長期整備目標とした事業のうち未実施の事業の再検討を行って、新たな視点を反映
して整備基本計画の改訂を図るべきという機運が高まっていました。
一方、「史跡上田城跡保存管理計画 (以下「保存管理計画」)」 については、「上田城跡公園整備方針」
において「保存管理に関する基本方針」を定めていますが、十分なものではありませんでした。また、
平成 13年度には策定に向けた検討をしましたが策定には至らず、これ以降、保存管理計画の策定は
具体化しませんでした。これは、史跡指定地のほとんどが既に公有化されていたことが理由であると

考えられます。現状変更については事案ごとに対応策を協議し、解決してきましたが、対応には一貫
性を欠りこともありました。
こうした経緯を踏まえ、史跡上田城跡整備実施計画検討委員会での審議並びに文化庁及び長野県教

育委員会の助言を得て、今回整備基本計画の改訂と保存管理計画の策定に取り組むことになりました。

第 2節 策定の目的
上田城跡は明治8年 (1875)に 正式に払下げ先が決まり、明治 12年以降、神社や公園等として利

-3-



れてきましたが、「遺構が旧規を保持していた」ことから、昭和 9年 12月 28日 に史跡に指定されま
した。現在、史跡とその周辺には、上田城跡公園、体育施設、市民会館、博物館、駐車場、芝生広場
等が所在し、市民の憩いの場として親しまれています。また、一帯にはスギやソメイヨシノをはじめ
とした多くの樹木があり、市街地にあっても良好な緑地帯を形成しています。その一方、史跡内には

近代以降の破壊を逃れた櫓、堀、石垣、土塁が良好な姿で保存されており、また、三の丸にも藩主居
館跡等の関連遺構が残り、近世の城郭構造を十分に理解できることが上田城跡の魅力です。
整備基本計画の改訂は、上田城跡の南側に位置するJT開発地に、上田市が「交流。文化施設 (仮称)」

の建設を予定し、史跡内に所在する市民会館と山本鼎記念館の移転と、その跡地整備が具体的になっ
たことから行なったものです。合わせて、整備基本計画で中 。長期整備目標とした事業のうち、櫓の

復元等の未実施の事業についても短期整備目標として改めて設定し、上田城跡の整備活用の推進を図
るものであります。
また、昭和 10年 4月 10日 に上田市は国から史跡の管理団体に指定され、保存のために必要な管

理を行ってきましたが、保存管理計画については長期間、不十分な状態でした。今回策定した保存管
理計画は、これらの経過や史跡の現状を踏まえて、上田城跡を将来にわたって適切に保存・管理し、
継承していくことを目的に、史跡の本質的価値を明確にし、保存管理の方針や方法、現状変更の取り
扱いについて定めました。さらに、整備活用の方針や周辺地域を含めた景観形成の方針も合わせて検
討し、史跡指定地の整備活用等を含めた目標を示しました。

第 3節 策定の経過
1 史跡上田城跡整備実施計画検討委員会の設置
整備基本計画の改定及び保存管理計画の策定にあたって、その審議及び検討機関となる「史跡上田

城跡整備実施計画検討委員会」の設置に関して以下の要項を定めました。

史跡上田城跡整備実施計画検討委員会設置要綱
平成 20年 12月 22日

(設置)

第 1条 史跡上田城跡整備基本計画に基づ く史跡上田城跡の整備を総合的かつ計画的に推進するた
めの計画 (以下「史跡上田城跡整備実施計画」という。)について検討するため、史跡上田城跡整
備実施計画検討委員会 (以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)

第 2条 委員会は、次に掲げる事項について、上田市教育委員会 (以下 (「教育委員会」という。)の
諮問に応じて調査審議をするものとする。
(1)史跡上田城跡整備実施計画に関すること。
(2)そ の他、史跡上田城跡の整備に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織等)

第 3条 委員会は、委員 12人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験がある者、関係団体の代表者及び公募による市民のうちから、教育委員会が委
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嘱する。
3 委員は、その諮問に係る審議が終了したと・きは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)

第 4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代
理する。
(会議)

第 5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、
意見を求めることができる。
(庶務)

第 6条 委員会の事務は、教育委員会事務局文化振興課において処理する。
(補則)

第 7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則

この要綱は、平成 20年 12月 22日から施行する。

2 計画策定の組織
上記要項に基づき、都市工学、建築学、考古学、造園学、歴史学等、計画策定に関連する分野の識

者及び市民代表の計 12名からなる委員会を設置し、文化庁文化財部記念物課調査官及び長野県教育
委員会文化財・生涯学習課指導主事の助言を得ながら、計画の審議・検討を行いました。
なお、整備基本計画は平成 22年度に株式会社文化財保存計画協会に委託して作成した計画案につ

いて、審議・検討を行いました。
委員会の構成は次のとおりです。

〈検討組織〉史跡上田城跡整備実施計画検討委員会 (順不同・敬称略)

委員長  渡邊 定夫 東京大学名誉教授 (都市工学)

副委員長 櫻井 松夫 上田市文化財保護審議委員会会長 (市民代表)

委員   浅倉 有子 上越教育大学大学院教授 (日本近世史)

委員   尾澤 英夫 上田・城下町活性会 (市民代表)

委員   久保美奈子 上田観光コンベンション協会 (市民代表)

委員   栗村 道子 公募委員 (市民代表)

委員   五味 盛重 元 (財)文化財建造物保存技術協会参与 (古建築・石垣)

委員   千田 嘉博 奈良大学文学部文化財学科教授 (城郭)

委員   平井 聖  前昭和女子大学学長 。東京工業大学名誉教授 (建築史)
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安井 啓子 上田中央地域協議会 (市民代表)

宮本長二郎 (独)国立文化財機構東京文化財研究所名誉研究員 (考古学)

吉田 博宣 京都大学名誉教授 (造園学)

内田 和伸 文化庁文化財部記念物課 (整備部門)文化財調査官
三宅 克広 文化庁文化財部記念物課 (史跡部門)文化財調査官
寺内 隆夫 長野県教育委員会文化財・生涯学習課指導主事

〈事務局〉
上田市教育委員会 文化振興課

上田市立博物館
公園緑地課
観光課

上田市都市建設部
上田市観光商工部

1‐
‐~~マ

史跡上田城跡整備実施計画検討委員会会議風景
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検討委員会③ 市教委やぐら下庁舎

委員長協議② 渡邊定夫事務所

検討委員会④ 市教委やぐら下庁舎

文化庁協議③ 上田城跡
市教委第二庁舎

文化庁協議④ 上田城跡
市教委第二庁舎

市教委やぐら下庁舎検討委員会⑤

県教委協議③ 市教委第二庁舎

文化庁協議⑤

渡邊定夫事務所委員長協議③

開催年月 日 会議名

平成器年3月 器 日

平成 23年 6月 9日

平成 23年 7月 2)日

平成23年 7月 21日

平成 23年 9月 8日

平成23年 10月 2)日

平成 23年 12月 9日

平成23年 12月 22日

平成2年 1月 ∞ 日

平成Z年3月 14日 検討委員会⑥

開催場所

市教委やぐら下庁舎

議事。出席者等
・整備基本計画の改訂素案 (第3欠原稿一植
計画、三の丸の景観維持と活用、整備プロ

グラム等)の検討
・保存管理計画の策定作業に着手する件に
ついて
。保存管理計画の内容及びスケジュールの
確認

・委員会④に提出する整備基本計画の改訂
素案 (最終原稿)について。保存管理計画(第 1次原稿)について

・整備基本計画の改訂素案 (最終原稿)の検
討 (検討終了)
。保存管理計画素案 (第 1次原稿)の検討

・整備基本計画 (改訂版)に係る内容確認と
現地指導 (文化庁 内田調査官、県教委 寺
内指導主事)

。保存管理計画素案の検討と現地指導 (文
化庁 三宅調査官、県教委 寺内指導主事)

・保存管理計画素案 (第2次原稿)の検討

・保存管理計画素案 (第3次原稿)の検討

。保存管理計画素案 (第3次原稿)を送付し、
していただく(～ 1/〔Ю)

・保存管理計画素案 (最終原稿)の承認

整備基本計画改訂版及び保存管理計画の
=コ人ヒ
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3 委員会等の開催状況
計画策定に関する委員会等の開催状況は次のとおりです。

開催年月 日 会議名 開催場所

平成22年 7月 12日

平成22年 7月 23日

平成22年 7月 26日

平成 22年 11月 4日

平成 22年 11月 4日

平成2年 12月 2日

平成22年 12月 16日

平成23年 1月 2)日

平成23年 2月 14日

平成23年 3月 11日

平成8年3月 24日

渡邊定夫事務所

議事。出席者等

。整備基本計画の改訂作業に着手する件に
ういて
。改訂内容及びスケジュールの確認

・整備基本計画の改訂に係る文化庁との協
容について

整備基本計画の改訂内容について(文化
三宅調査官・内田調査官、県教委 寺内指

導主事)

。庁内関係各課から整備基本計画の改訂に
ついて意見聴取 (博物館、公園緑地課、観
光課)

・整備基本計画の改訂に係る着手時の打ち
合わせ

・検討委員会②で検討する整備基本計画の
改訂素案 (第 1次原稿)の検討

・整備基本計画の改訂素案 (第 1次原稿一本
丸・二の丸の整備、管理便益施設の設置、動
線。歩道整備等)の検討

。委員会②での検討を受けて修正した改訂素
案 (第2次原稿)の検討

。文化庁協議②で提示する素案の検討

。文化庁協議事項について

・整備基本計画(改訂版)の概要について
・保存管理計画の策定とスケジュールについ
て (文化庁 三宅調査官・内田調査官、県教
委 寺内指導主事)

。委員会③に提出する整備基本計画の改訂
素案 (第3次原稿)について
。保存管理計画の策定とスケジュールについ
て

市教委やぐら下庁舎検討委員会①

県教委協議① 長野県庁

文化庁協議① 文化庁

庁舎市教委第庁内協議①

コンサル打合せ① 市教委第二庁舎

コンサル打合せ② 市教委第二庁舎

検討委員会② 市役所

コンサル打合せ③ 市教委第二庁舎

市教委第二庁舎コンサル打合せ④

県教委協議② 長野県庁

文化庁協議② 文化庁
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第 2章 史跡の概要



第 1節 指定の概要

l 指定告示及び指定説明
上田城跡は昭和 9年 (1934)12月 28日 に史跡に指定され、官報に告示されました (告示内容は

資料編 〈資料7〉 に掲載)。 指定の事由、説明等については以下のとおりです (原文のまま)。

指定ノ事由 保存要日、史跡の部第四二依ル (古城跡、城砦、防塁、古戦場、国郡庁跡其ノ他政治軍
事二関係深キ史跡)

保存ノ要件 公益上必要止ムヲ得ザル場合ノ他現状ノ変更ハ之ヲ許可セザルコトヲ要ス
指定地籍 民有地百六十四筆ノ内空側十一町二反三畝二歩五合八勺 外二右地域内二介在スル道路敷
指定説明 千曲河畔尼ヶ淵ノ河岸墓地ニアリ天正十一年員田昌幸ノ築キタル平城ニシテ同十三年徳川
家康ノ将大久保忠世鳥居元忠等之ヲ攻メテ抜クコト能ハス慶長五年昌幸幸村父子此城二籠リテ徳川秀
忠ノ西上ヲ遮り遂二秀忠ヲシテ関ヶ原戦二参加スルコト能ハサラシメタリ今三ノ丸区域ハ殆 卜奮形
ヲ変セルモ本丸ニノ丸ニハ土墨濠阻等アリ南面及東西虎口附近ニハ石垣ヲ存シ且本丸ノ西南隅櫓ハ猶
奮規ヲ存シ今徴古館二充用セラル

(指定説明)千曲川の河畔・尼ヶ淵の河岸段丘上にあり、天正 11年に真田昌幸が築いた平城で、同
13年 に徳川家康の家臣であった大久保忠世、鳥居元忠らがこれを攻めたが、落城させることができ
なかった。慶長 5年には昌幸 。幸村父子が籠城して徳川秀忠の西上を遮 り、ついに秀忠が関ヶ原合
戦に参戦することができなかった。今、三の丸区域はほとんど旧状を変えてしまったが、本丸と二
の丸には土塁や堀跡などが残 り、南面及び東西虎日付近には石垣があり、かつ本丸の西南隅櫓は未
だ旧規のままで今は徴古館として利用されている。

2 管理団体の指定
文化庁発行の目録によると、昭和 10年 (1935)4月 9日 に上田市が管理団体に指定されました。なお、
文化財保護法施行前は、官報での管理団体指定の告示はされていなかったようです。
3 指定の状況
(1)種別    史跡
(2)名称    上田城跡
(3)代表地番   上田市二の丸 6,260-1
(4)所在地   長野県上田市二の丸 (旧地名 長野県上田市大字上田字上田)

同       (旧 地名 長野県上田市大字上田字旧館)

同       (旧 地名 長野県上田市大字常磐城字城下)

同       (旧 地名 長野県上田市大字常磐城字城廻)

(5)指定等種別、年月日及び告示番号
昭和 9年 12月 28日 史跡指定 文部省告示 312号

(6)面積  ア 史跡指定面積                  111,586ゴ
(公有地 :97,314ゴ、神社地 :7,428だ、民有地 :6,844ゴ )

イ 都市計画公園決定面積 (昭和 40年 11月 24日指定)151,000ゴ
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ウ 公園管理面積
(7)指定地番及び範囲

資料編 〈資料7〉 及び第17図のとおり

181,0001ゴ

第 2節 上田市の概要
1 社会的環境
長野県東部に位置する上田市は、平成 18年 3月 6日 に旧上田市、小県郡丸子町、真田町、武石村
が新設合併して発足しました。面積は552kぷで、東御市、長和町、青木村及び坂城町と上田地域
広域連合を構成 し、長野市、松本市、須坂市、千曲市、立科町、群馬県嬬恋村とも接しています。
市役所は上田城跡の三の丸の地に所在 し、東経 138度 15分 8秒、北緯 36度 23分 55秒、標高
456.Omを 測 ります。北には菅平高原、南には美ヶ原高原等、2,000m級の山々に囲まれ、緩やかな
信鉢状の地形を形成しています。人口は 159,926人 (平成 23年 4月 1日現在)と 県下では長野市、
松本市に次ぐ規模であり、東信地域の中心都市となっています。かつては東山道や北国街道などが通
過し、古くから交通の要衝として発達してきましたが、近年、北陸新幹線や上信越自動車道が整備さ
れ、周辺地域との交通アクセスの利便性は飛躍的に向上しました。
上田市では観光をリーディング産業として位置づけており、中でも上田城跡は千本桜まつりをはじ
め四季を通じて多くの来訪者があり、また、真田氏発祥の地であることから多くの関連史跡が所在し
ています。また、信州の鎌倉と呼ばれる塩田地域には安楽寺八角二重塔 (国宝)や前山寺二重塔 (重

要文化財)、 中禅寺薬師堂 (重要文化財)な どの貴重な仏教建築が所在することなどから、こちらも
多くの観光客が訪れます。
その他の産業では、農業は日照時間が長 く気温の日較差が大きい気候を生かしたりんごなどの果樹

栽培が盛んです。工業では、電気、自動車部品、食品、機械、プラスチック等の工場が進出しており、
近年では、知識集約型産業の集積を目指して、先端技術や研究開発型企業の誘致が進められており、
学術研究都市の構築を目指しています。
2 自然的環境
(1)気象
上田城跡の位置する市街地付近は典型的な内陸性の気候で、夏には気温の日較差が大きく、日中の

気温に比べると夜間は比較的過ごしやすいのが特徴です。平成 21年の年間平均気温は 12.2°Cで、年
間平均降水量は890。 5皿でした。冬の降雪も少ないことから、年間を通じて過ごしやすい環境とい
えます。日照時間は年 2,000時 間以上あり、快晴の日は年間約 80日 に達します。なお、菅平や美ヶ
原高原には夏季の冷涼な気候を求めて避暑やスポーツ合宿等で多くの人が訪れます。菅平高原は冬期
の気温が-20°Cを下回ることもあり、全国でも有数の厳寒地帯です。
風は年間を通じて東や西からの風が多いことが特徴で、これは、南や北に山々が連なつている地形
の影響を受け、風が千曲川に沿って東西に吹き抜けるためと考えられます。
(2)地形 と地質
太郎山、独鈷山、殿城山など 1,200～ 1,300m級の山々に囲まれた上田盆地には、千曲川、神川、

産川、浦野川などが流れ、河岸段丘が発達しています。このほか、断層活動による段丘状の崖地形も
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第 1図 上田城跡の位置
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く標高の低い台地からも発見されていますが、集落跡は発見されていません。前期 (7,000～ 5,500

年前)も ほぼ同様ですが、真田地域の四日市遺跡では集落跡が発見されています。市内でも前期末か

ら中期 (5,500～ 4,500年前)に集落が増えていますが、長野県を含む中部高地は縄文時代中期に
なると人口が増え、見事な模様の縄文土器や土偶が出現するなど、縄文文化の栄華を極めました。市

内でも神川流域 (四 日市遺跡・八千原遺跡 。浦沖遺跡)や黄金沢扇状地 (八幡裏遺跡群)、 武石川か

ら依田川流域 (岩 ノロ遺跡 。中丸子遺跡ほか)で当時の大きな集落遺跡が発見されています。後期
(4,500～ 3,300年 前)の遺跡には、八千原遺跡、八幡裏遺跡群、丸子地域の深町遺跡、真田地域の
雁石遺跡がありますが、この頃になると集落の数が減り、人口も減ったことが推定されています。続
く晩期 (3,300～ 2,800年前)は浦野川流域の下前沖遺跡、上田原遺跡群、大日ノ木遺跡、雁石遺跡、
四日市遺跡等で遺構や遺物が見つかっていますが、隆盛を極めた縄文文化の面影は既になくなりつつ

あったようです。
(2)弥生時代
千曲川流域に稲作が伝えられた時期は明確ではありませんが、当時使われていた土器は上田原遺跡

群をはじめ市内各地から出土しています。弥生時代中期になると善光寺平や佐久平で大規模な集落が

営まれるようになりますが、上田盆地では後期後半になってようやく集落が出現したようです。集落
は河岸段丘上や自然堤防など、冠水しにくく、稲作に適した低湿地の近 くに場所が選ばれています。

浦野川流域 (琵琶塚遺跡ほか)や産川流域 (浦田遺跡ほか)が最も利用されており、千曲川右岸でも
下町田遺跡 (信州大学繊維学部遺跡)や秋和の宮原遺跡等、遺跡が分布しています。集落は数軒を単
位とする小規模なものがほとんどで、水田や墓域などが明らかになった例はなく、その実態は不明な

点も多いのが現状です。
(3)古墳時代
市内の古墳で最も古いものは、4世紀後半に築造された秋和大蔵京古墳 (方墳)です。上田地方の

古墳の形は5世紀後半まで方墳のままで、前方後円墳への変化が大きく遅れています。これは上田
地方が中央政権の影響下に置かれるのが他地域に比べて遅かったためと考えられています。東信地方
で唯一の前方後円墳である二子塚古墳は黄金沢川扇状地の扇央部に位置しており、6世紀前半から中
頃の築造と考えられています。ほかにも、帆立貝式の王子塚古墳、円墳の吉田原古墳、神川流域の新

屋古墳群、他田塚古墳や塚穴原一号墳をはじめとする下之郷古墳群などが知られ、市の史跡に指定さ

れています。
前期の集落には小規模なものが多く見られますが、後期になると大規模な集落が出現します。その

ごう
代表的な例が国分寺周辺遺跡群で、居館の

(4)律令期

(は り)

濠 とみられる方形の溝が発見されています。

大宝律令のもとで信濃国にも国府が設置され、中央から国司が派遣されました。国府の遺構は明ら
かではありませんが、「和名類衆抄」には筑摩郡 (松本市)に あったと記されています。信濃国分寺
跡は上田市に所在したことが明らかですが、国府と国分寺は近接して設置されるのが一般的であるこ

とから、国府が上田から9世紀頃に筑摩郡に移ったと考えられています。上田における国府の所在
地は、関連地名や条里的遺構の痕跡が残る染屋台や、信州大学繊維学部周辺が有力とされています。

東山道の経路については諸説あって、発掘調査でも道路遺構そのものは確認されていません。初期
の東山道は伊那郡から直線的に佐久方面へと抜けていたようですが、官道として整備された後は筑摩
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継ぐことになりました。
天正 10年、武田氏は織田信長によって滅ぼされ、その信長もわずか 3か月後の本能寺の変で命を

落としました。この動乱期に昌幸は巧みな外交戦術で生き残りを図りながらも小県郡の制圧に乗り出
し、築城と町づ くりを開始しました。上田城は従来の山城と異なり、領国統治に便利な平城でしたが、
南は尼ヶ淵の断崖に面し、北と西は矢出沢川に外堀の役目を果たさせるなど、天然の要害も兼ね備え
ていました。
築城開始から2年後の天正 13年、上州沼田の領有をめぐる紛争から上田城は徳川家康
けますが、これを撃退して真田一族と上田城の名は一躍有名となりました。昌幸は以後、
豊臣秀吉に臣従し、領国と城の整備に努めました。

の攻撃を受
うえすぎかげかつ
上杉景勝、

慶長 5年 (1600)に 起きた関ヶ原合戦では、昌幸と次男信繁 (幸村)親子は石田三成方に、長男
の信之は徳川家康方に属することとし、昌幸は中山道を西上する徳川秀忠の大軍を相手に上田城で籠
城 戦を行いました。秀忠は上田に数日間釘付けにされ、関ヶ原合戦に間に合わなかったことは有名
なエピソードです。
しかし、昌幸の健闘もむなしく合戦は徳川方が勝利し、上田城は徳川配下の諸将によって破壊され、

廃城同然で信之に引き渡されました。信之は城の修復は行わず、三の丸に屋敷を構えて藩政にあたり
ましたが、元和 8年 (1622)、 松代藩 (長野市松代町)に移封を命じられました。真田氏の上田在城
期間は39年間でした。
真田氏時代の上田城については、史料が乏しく不明な点が多いのですが、梯郭式の曲輪や、本丸、

二の丸の北東部に鬼門除けとして隅欠と呼ばれる切 り欠きを設ける点など、縄張りの基本的な部分
は仙石氏以降の上田城にも踏襲されていると推定されています。建造物については工事や発掘調査
で出土した瓦によって、本丸はもちろん二の丸や西側の小泉曲輪等にも瓦葺きの建造物が建てられ
ていた可能性があります。特に金箔を押した鯛瓦、鬼瓦、鳥会瓦や、伏見城、大坂城に起源のある
菊花紋軒丸瓦、五七桐紋鬼瓦の出土は、真田氏時代の上田城が石川数正の松本城、仙石秀久の小諸
城などとともに秀吉配下の城郭として整備されたことを示しています。
(2)仙石忠政による復興
仙石氏は美濃の土豪で、秀久の代に織田信長に仕え、信長の旗印であった永楽通宝紋を家紋としま
した。織田家にあっては羽柴 (豊臣)秀吉配下として活躍し、信長没後の天正 11年には淡路国州本
城主となり、同 13年には讃岐国を領有するに至りました。ところが、翌 14年の島津氏との合戦に
際して、秀吉の命に背いて敗戦し、所領を没収されて放逐されました。しかし、天正 18年の秀吉の
小田原攻めの折、秀久は家臣とともに参戦し、その戦功により先の罪を許され、信州佐久郡を与えられ、
小諸城主となりました。秀久は小諸城を整備し、慶長 5年の上田城攻撃と合戦後の破却にも加わっ
ています。また、伏見城内において大盗賊石川五右衛門を捕らえたという伝説も知られており、その

賞として秀吉より拝領した名器「千鳥の香炉」は明治 5年に皇室に献納されました。
元和 8年に小諸から入封した仙石忠政は、廃城同然となっていた上田城の復興を計画し、幕府の

許可を得て寛永 3年 (1626)に工事に着手しました。忠政は築城奉行を勤めた家臣原五郎右衛門に
宛てた直筆の覚書の中で、城普請の細部に至るまで細かく指示を与え全権を委ねています。工事は2
年後の寛永 5年に忠政が病床に臥すまで続けられ、その後、忠政の病死と重臣の抗争などの事情か
ら未完成に終わっています。
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現在見ることができる上田城の姿は、ほとんどがこの時に築かれたもので、本丸は7棟の重層隅
櫓と土塀、東西虎口に2棟の櫓門などが完成したものの、二の丸、三の丸は堀、土塁、虎口石垣な
どの普請 (土木工事)が完成しただけで、櫓や門を建てる作事 (建築工事)は手付かずに終わりまし
た。しかし、発掘調査の結果、二の丸の虎口にも櫓門の礎石が確認され、忠政は二の丸にも建物を建
てる予定だったことがうかがえます。
仙石氏時代の上田城は、寛永 18年、貞亨 3年 (1686)、 元禄 15年 (1702)の 3回にわたり改修

工事が行われた記録が確認されており、破損した石垣の修復、二の丸北虎口土橋の木桶を石桶に改修、
二の丸南西部に煙硝蔵を建設、本丸侍番所の建て直しなどが実施されました。仙石氏は忠政以降、
政俊、政明と三代 84年間にわたって上田を治め、塩田平の溜池の築造 。改修などによる農業振興と
上田縞 (紬)な どの産業育成に力を注ぎました。
(3)松平氏在城時代
宝永 3年 (1706)、 出石藩 (兵庫県豊岡市)に移封となった仙石氏に代わって、出石から松平忠周
が入封しました。この松平氏は三河以来の徳川氏の一族で、藤井松平氏と呼ばれます。藤井松平氏の

祖、信一は織田信長の近江国箕作城攻撃に家康の名代として徳川軍を率いて奮戦し、その武勲により、
織田信長から自身が着用していた革羽織 (重要文化財小文地桐紋付葦胴服 。上田市立博物館蔵)を拝
領しました。以後、藤井松平氏はこの胴服に用いられていた五三桐紋を家紋としました。
松平氏は、明治維新に至るまで七代、160年余にわたって上田藩を治め、譜代大名として幕府の要
職をたびたび務めています。特に六代忠優 (忠固)はペリー来航に始まる幕末の動乱期に二度老中に
なり、多難な国政にあたった人物です。松平氏時代は経済の発達や産業の振興にともない、上田独自
の文化が育まれ、幾多の人材を輩出しましたが、宝暦騒動に代表される一揆も多発しました。
上田城については、享保 17年 (1732)に 起きた千曲川の大洪水で、崩壊の危機に瀕した尼ヶ淵の
崖面に護岸用石垣を築いた以外は大規模な改修は行われず、仙石氏時代の姿が幕末まで維持されたよ

うです。幕府の許可を仰いだ石垣等の修復工事は享保 18～ 21年 (1733～ 36)、 寛延 3年 (1750)、

宝暦 7年 (1757)、 天明 8年 (1788)、 天保 14年 (1843)、 弘化 5年 (1848)、 安政 3年 (1856)、

万延元年 (1860)の 8回が記録に残っていますが、隅櫓に使用されていた瓦の刻印により、元文元
年 (1736)、 天明元年 (1781)、 天明 3年、文政 13年 (1830)等 にも屋根の補修が行われていたこ
とが分かります。
(4)明治以降の上田城
明治 4年 (1871)の廃藩置県に伴い、上田城は国 (兵部省)に接収され、東京鎮台第二分営が置
かれました。第二分営は旧藩主邸に本部を置き、上田城には調練場と火薬庫が設けられました。しか

し、明治 6年には第二分営が廃止され、明治 7年に本丸、二の丸の土地、建造物、樹木などの一切
が払い下げられることとなりました。建造物や石垣は次第に取り壊され、西櫓 1棟を除いた全ての建
造物と石垣の一部は解体され、桑畑などに変貌していきました。
明治 12年、城の面影が失われていくのを惜しんだ松平家旧臣や住民から松平神社創建の動きがあ
り、その趣旨に賛同した常盤城村在住の丸山平八郎直義は、所有していた本丸の土地を神社用地とし
て寄付し、松平氏の祖霊を祀った松平神社が創建されました。丸山氏は後に本丸上段と堀の一部も神
社附属の遊園地用地などとして寄付し、唯一残された西櫓についても旧藩主松平忠礼に献納していま

す。これにより上田城跡の中核部分は市街化などの破壊から免れ、現代に残されることになりました。
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なお、松平神社は太平洋戦争後、真田氏と仙石氏の歴代藩主等を合祀して上田神社となり、さらに員
田神社と改称して現在に至っています。
また、二の丸跡は刑務所、伝染病院、桑畑等として利用されましたが、大正時代に公園化の要望が

高まり、土地の公有化、刑務所等の移転、体育・遊戯施設等の建設が行われ、昭和初期に上田城址公
園として市民に開放されました。一方で昭和 9年 12月 28日 には、本丸、二の丸の大部分が史跡に
指定されています。
昭和 16年 (1941)、 市内で遊郭として使われていたかつての本丸隅櫓 2棟が東京の料亭に転売さ
れ、これを知った市民の間から2櫓を買戻し、城跡に移築復元しようという保存運動が起こりました。
当時の上田市長浅井敬吾を会長として上田城址保存会が結成され、市民の寄付金により二つの櫓は買
戻されました。移築復元工事は太平洋戦争さなかの昭和 18年から始められ、戦局悪化による中断を
はさんで、戦後の混乱まもない昭和 24年に、現在の南櫓、北櫓として完成をみました。この 2つの
櫓と寛永期から現存する西櫓は、昭和 34年 (1959)に 長野県宝に指定され、昭和 42年 と56～ 61
年の 2回にわたって保存修理工事が行われ、かつての姿をよみがえらせました。
大正末期から昭和 40年代にかけての上田城跡は、市街地に隣接した中核公園として各種の体育及
び文化施設や顕彰碑が建設され、催し物や市民の憩いの場として親しまれました。しかし、建造物は
ともかく、城跡自体が文化財だという認識が希薄だつたために、総合的な整備計画を策定しないまま、
都市公園として施設建設や整備が進められた結果、城跡の遺構と歴史的景観が損なわれ、史跡として
の価値を低下させる結果を招きました。
上田市はこれらの反省点を踏まえ、上田城跡を国民共有の文化財として長 く後世に継承し、史跡と
してふさわしい姿に整備していくために、昭和 63年度に「上田城跡公園整備計画研究委員会」を組
織し、文化庁と長野県教育委員会の指導、助言のもとに、専門の研究者らを招いて研究を重ね、その
答申をもとに『史跡上田城跡整備基本計画 (以下、整備基本計画)』 を平成 2年度に策定しました。
整備基本計画では、上田城跡の整備を短期、中期、長期の 3段階に分けて段階的に実施していくこ
ととし、城跡にふさわしくない施設の城外移転、計画的な発掘調査の実施、発掘結果と正確な史資料
に基づ く遺構の復元整備、城構えを踏まえた史跡範囲の拡大等を基本的な目標として定めています。
平成 3年以降、整備基本計画に沿って、発掘調査と整備事業が実施され、本丸東虎口櫓門の復元整
備や二の丸北虎回石垣の復元整備等を行い、尼ヶ淵に面した石垣や崖面の修復工事を実施してきまし
た (第 1表)。

〈 略 年 表 〉
天正 3年 (1575)長兄 。次兄の戦死により昌幸が真田家を継ぐ。
11年 (1583)昌 幸が上田城の築城に着手する。
12年 (1584)徳川家康が昌幸に沼田城を北条氏に明け渡すように命ずるが、昌幸は拒絶する。
13年 (1585)昌 幸が徳川氏から上杉景勝に転属。徳川軍が上田城を攻める (第一次上田合戦)。

上田城が一応の完成をみる。
14年 (1586)昌 幸、この頃に豊臣秀吉に臣属。昌幸の城下町整備に関する最古の文書 (願行寺

文書)が残る。
18年 (1590)秀吉による天下統一。信濃に配下の諸大名が配置され、築城普請が開始される。

上田城も大規模な整備を行ったものと推定される。
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文禄 4年 (1595)秀吉朱印状に「上田 さな田安房守居城」とあり、これが城郭名及び町名として
の「上田」の初出とみられる。

慶長 5年 (1600)関 ヶ原合戦に際し、昌幸・信繁父子上田城に籠城、徳川秀忠軍を退ける (第二次
上田合戦)。 合戦後、家康の命により諏訪頼水、依田信守、大井政成ら上田城番
として入り、上田城の堀を埋め、塀を破壊する。
昌幸 。信繁は高野山に配流。上田領は徳川方についた長子信之に与えられた (6

万 5千石)。

6年 (1601)こ の年の前半頃までに、徳川軍により上田城が破却される。
城の破却後、信之に上田領が引き渡され、8月 に領内の土地の宛行等を行った。
信之は城を復興せず、三の丸に居館を構え藩政にあたった。

8年 (1603)家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。
16年 (1611)昌 幸、高野山麓九度山で没する。

元和 元年 (1615)大坂夏の陣で信繁が戦死する。
一国一城令、武家諸法度により、城郭の新規構築は厳禁、修補も許可制となる。

元和 8年 (1622)信之が松代に移封され、上田には仙石忠政が小諸から入封する。
寛永 3年 (1626)忠政、上田城復興工事に着手する。

5年 (1628)忠政が没したため、城普請は中断。上田城復興工事は未完成のまま終了した。
8年 (1631)千曲川大洪水となり、尼ヶ淵の地形が変わり、水が涸れる。
18年 (1641)城内各所の石垣の修復が許可される。以降、小規模の石垣修復がたびたび行われ

た。
正保 4年 (1647)「上田城絵図 (いわゆる正保絵図)」、「信濃国絵図」とともに幕府に提出される。
貞享 3年 (1686)本丸内の大破した侍番所を建てなおす。煙硝蔵 (穴蔵)を二の丸西南隅に新設し、

櫓に保管していた煙硝 (火薬)を移す。二の丸北虎回土橋の内水道・両脇の石垣
修復工事が行われる。

元禄 15年 (1702)煙硝蔵を穴蔵から土蔵に変え、二の丸北虎口土橋下の本樋を石樋 (現存)に変える。
宝永 3年 (1706)仙石政明、但馬の出石 (豊岡市)に転封。出石から松平忠周が上田へ入封した。
享保 15年 (1730)三の丸藩主屋形が焼失する。

17年 (1732)千曲川の洪水により尼ヶ淵の崖下が大きく崩壊した。
18年 (1733)前年の洪水で破損した崖面の修復に合わせて、その前面に護岸用石垣の築造を

開始する (同 21年に完成)。

延享 元年 (1744)「小泉曲輪茶屋絵図」を作成する。
天明 8年 (1788)二の丸に新規に土蔵 (4棟 ?)が築造される。【博物館・山本鼎記念館付近】
寛政 元年 (1789)藩主邸全焼。翌年普請なる。
文化 13年 (1816)三の丸大手堀の堀浚いが行われる。【商工会議所付近】
天保 14年 (1843)二の丸に籾蔵として、土蔵 2棟を増築する。【博物館・山本鼎記念館付近】
弘化 4年 (1847)善光寺大地震で櫓が傾き、三十間堀の水が涸れる。
嘉永 元年 (1848)善光寺地震で崩れた石垣と傾いた櫓 (2基、具体的な位置は不明)を修復する。
安政 元年 (1854)小 泉曲輪に調練場を設置し、洋式操練稽古を開始する。
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慶応 3年 (1867)
明治 2年 (1869)

4`午|(1871)

5年 (1872)
7`年1(1874)
10年 (1877)
11年 (1878)
12年 (1879)

13イ年1(1880)
14年 (1881)
16年 (1883)

18`年:(1885)
27`年:(1894)

29ビ年1(1896)
40年 (1907)

大正元年 (1912)
6`年:(1917)

8年 (1919)
12二年:(1923)

14年 (1925)
昭和 2年 (1927)

3ビ午:(1928)

4年 (1929)
7年 (1932)
9年 (1934)

安政の東海地震。本丸西門脇の石垣崩壊、塀・櫓門などが傾 く。
大政奉還され、王政復古の大号令が発布される。
版籍奉還により、藩主松平忠礼は藩知事となる。
廃藩置県により上田藩は上田県となり、ついで長野県に統合される。上田に東京
鎮台第二分営が置かれ、上田城はその管轄下に置かれる。
旧藩主松平忠礼と弟忠厚の兄弟が私費でアメリカに留学。
前年の分営廃止に伴い、上田城跡の払下げが始まる。
本丸隅櫓 2棟が上田遊郭に移築され、貸座敷「金秋楼・高宝楼」として営業を開始。
二の丸三十間堀北側に招魂社を遷座する。【市民会館駐車場付近】

松平神社創立の許可が下りる。丸山平八郎直義氏が寄付した本丸南側を社地とす
る。【現在の員田神社】
本丸北側を松平神社付属の遊園地として保存をとの声があがる。
招魂社が本丸北側に移転新築される。
この頃、本丸跡に上田藩校文武学校の建物のうち、文学校 (明倫堂)が移築され
る。
上田監獄支署が二の丸に完成する。【博物館・山本鼎記念館付近】

本丸に演武場ができる。【南櫓西側付近】
二の丸武者溜 りに武徳殿ができる。【市民会館付近】
この頃、本丸跡が公園としての体裁が整 う。
本丸に上田藩校明倫堂の建物を移築 し、料亭 として使用する。
小泉曲輪に第一原蚕種製造所ができる。【市営体育館駐車場付近】
二の丸に伝染病院ができる (の ち上田市健康センター)。 【公園管理事務所資材倉庫・プ
ール事務室更衣室付近】

上田町が市制施行により上田市 となる。
上田招魂社が二の丸に遷座する。【現在の場所】
上田市公会堂を二の丸に設置する。【市民会館付近】
本丸に弓道場ができる。
二の丸橋竣工。二の丸堀跡を通る上田温泉電軌北東線が伊勢山まで開通する。
市営運動場を設置する (工事中に金箔瓦出土を伝える)。 小泉橋がしゅん工する。
長野刑務所上田出張所 (旧上田監獄支署)が史跡外に移転し、跡地はテニスコー
トと児童遊園地 (4年)になる。【博物館・山本章記念館付近】
陸上競技場、野球場、相撲場を二の丸百 間堀跡に設置する。【現在の場所】以上の

施設建設は昭和天皇御成婚記念事業 として行われる。
ちょっこかん

本丸に唯一残っていた櫓 (西櫓)を徴古館として一般公開する。
上田城築城 350年祭が挙行される。
時の鐘が大手 (現商工会議所)から二の丸橋北側に移築される。【現在の場所】
上田城跡 (本丸・二の丸)が文部省指定史跡となるc
武徳殿を二の丸招魂社東側に移転する。

-22-

12`年1(1937)



13年 (1938)
16`年1(1941)

17`年:(1942)
18`年:(1943)

上田遊郭の金秋楼・高宝楼が廃業する。
金秋楼・高宝楼として使用されていた 2棟の櫓が売却され、東京の料亭に転売さ
れる。
上田城址保存会が結成され、2棟の櫓を買戻し、城跡への移築再建を目指す。
金秋楼・萬宝楼を移築のため解体する。
武徳殿を日本陸軍駐屯所に改称する。
櫓再建工事の上棟式が挙行されるも、戦局悪化のため工事が中断する。
上田市公会堂を進駐軍にアサマダンスホールとして開放する。
上田城址保存会が再発足し、櫓再建工事が再開される。
日本陸軍駐屯所 (旧 武徳殿)を上田市屋内体育館とする。
2棟の櫓 (南櫓・北櫓)の再建工事がしゅん工する。
二の丸に動物園が復活する。【博物館南側付近】
3棟の櫓を上田市立博物館として公開する。
松平神社、真田氏と仙石氏も合祀して上田神社と改称する。
二の丸に市営プールができる。【現在の場所】

動物園のツキノワグマ (六ちゃん)が人気者になる。
本丸の 3棟の櫓が長野県宝に指定される。
二の丸に山本鼎記念館を開設する。【現在の場所】
上田神社が員田神社と改称する。
二の丸に市民会館が完成する。【現在の場所】
二の丸北東の上塁を崩して近接する堀を埋めた。【児童遊園地付近】

上田市屋内体育館を上田市総合展示館とする。
二の丸に市立博物館を新築する。【現在の場所】

南櫓・北櫓の屋根葺替ほかの修理工事を実施する。
児童遊園地を二の丸北虎口東側に移転する。【現在の場所】

市営プール東側にちびっこプールができる。【現在の場所】
二の丸堀跡を軌道敷とした上田交通 (旧上田温泉電軌)東北線が廃止となる。
「上田城跡環境整備委員会調査研究報告」を発行する。
本丸で料亭として使われていた明倫堂の建物を取り壊す。
招魂社西側にゲートボール場を開設する (現グラウンドゴルフ場)。 【現在の場所】
3棟の櫓の修復工事を開始する (62年に完了)。

二の丸堀電車軌道敷跡地を利用してけやき並木遊歩道が完成する。【現在の場所】
二の丸樹木屋敷跡に勤労青少年ホームができる。【現在の場所】
「上田城跡公園整備方針」を策定する。
上田城築城 400年祭が挙行される。
「上田城跡公園整備方針 (第二次)」 を策定する。
二の丸の上田市総合展示館 (旧武徳殿)を解体撤去する。【招魂社東側】

24年 (1949)

28年 (1953)

19年
20年
23年

29年
33年
34年
37年
38年

(1944)
(1945)
(1948)

(1954)
(1958)
(1959)
(1962)
(1963)

40`年:(1965)
42`年:(1967)

46年 (1971)
47年 (1972)
52年 (1977)
54年 (1979)

56`年1(1981)

57`年1(1982)
58`年:(1983)
61年 (1986)
63`年1(1988)
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(写真図版 ]〉 公園整備の経過

土地や建物の払い下げ開始 (明治 6年 ) 松平神社の創建 (明治 12年)

市道公園 1号線開設 (大正 15年) 二の丸北虎国の整備 (昭和 2年)

監獄跡地に庭球場設置 (昭和 2年) 監獄跡地に遊園地設置 (昭和 2年)
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北東線開通による二の丸橋の整備 (昭和 2年) 二の丸西虎口・小泉橋の整備 (昭和 2年)



徴古館開館に向けた西櫓の整備 (昭和 3年)

築城 350年記念祭 (昭和 7年 )

本丸東虎口に復元される南櫓・北櫓 (昭和 19年)

百間掘に陸上競技場設置 (昭和 3年)

百間掘に野球場設置 (昭和 3年)

上田遊廓に移設されていた櫓 (昭和 18年)
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解体中の公会堂 (昭和 37年 )
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城主 石高 入封・襲封年 移封・没年

さなだまさゆき

真田昌幸 安房守 9万 5千石 天正11年 (1583)築城

(沼田領を含む)

慶長5年 (1600)改易

のぶゆき

信之 伊豆守 〃 慶長5年入封 元和8年 (1622)松代移封

せんこくただまさ

仙石忠政 兵部大輔 6万石 元和8年小諸藩から入封 寛永5年 (1628)没

まさとし

政俊 越前守 〃 寛永5年襲封

弟。政勝に矢沢2千石を分知 (寛文9年)

延宝2年 (1674)没

まさあきら

政明 越前守 5万 8千石 寛文9年 (1669)襲封 宝永3年 (1706)出石移封

まつだいらただちか

松平忠周 伊賀守 5万 8千石 宝永3年出石藩から入封 享保13年 (1728)没

ただざね

忠愛 伊賀守 〃 享保13年襲封 宝暦8年 (1758)没

弟・忠容に塩崎 (長野市)5千石を分知 (享保15年)

ただより

忠順 伊賀守 5万 3千石 寛延2年 (1749)襲封 天明3年 (1783)没

ただまさ

忠済 伊賀守 〃 天明3年襲封 文政11年 (1828)没

たださと

忠学 伊賀守 〃 文化9年 (1812)襲封 嘉永4年 (1851)没

ただます
忠優

(忠固)

伊賀守 〃 天保元年 (1830)襲封 安政6年 (1859)没

ただなり

忠ネL 伊賀守 〃 安政6年襲封 明治2年 (1869)版籍奉還

第 1表 歴代上田城主

2 土地の利用状況等
(1)払下げ後の動向
史跡指定地の総面積は 111,586 rlfで、全体の約 86.5%に あたる96,569.8ゴ を公園用地として利

用しています。また、公有地は97,379。63ゴで公有化率は87.2%(平成 23年当初)と なります。
払下げ後の上田城跡は、本丸と堀を除いてほとんどが畑となっていたようです。還禄士族に対して、

授産のために土地を払下げたようですが、当時の土地所有の経過については不明な点が多く、果たし
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てこれらの人たちが土地を利用していたかどうかは明らかではありません。明治 18年 (1885)に 上
田監獄支署が二の丸東虎口北側に移転新築されますが、それまでは畑だったことが文書から知ること

ができます。また、前出のとおり、大正時代には西櫓周辺は桑畑となっていました。城内が畑になっ

ていたというのは、今では想像しにくいことですが、その後、二の丸は大正 13年 (1924)か ら昭和
3年 (1928)に かけて市が土地を買上げ、以降、公園としての体裁を整えていきました。

(2)本丸
本丸は明治 40年頃には既に「上田公園」という名称で呼ばれており、上の台は桜が植えられ、花
の名所として親しまれていたことが分かっています。その後、料亭、飲食店、住宅等が存在しましたが、
現在は全て移転し、旧景に復しています。跡地にはウメ、カエデ、フジ等が植栽されています。また、

本丸堀の周囲にはソメイヨシノの古木が生長し、上田城跡公園を代表する景観のひとつとなっていま

す。
なお、上の台にある土塁上は散策道として親しまれています。土塁の隅にある櫓台には、発掘調査

で検出した遺構を埋め戻して現地保存しています。3棟ある櫓のうち、東虎回の 2棟 (北櫓 。南櫓)

は櫓門と合わせて内部を展示公開しています。櫓はすべて長野県宝に指定されており、火災に備えて

放水銃を6基配置し、消火用水を貯留する地下タンク及びポンプ室を上の段に設置してあります。
(3)二の丸
二の丸は、北虎回の石垣が整備されましたが、残りの東虎回、西虎回は近代に破壊あるいは改変し
たままの状態になっています。また、公園用地のうち、史跡整備が完了していない区域は、市民会館

及び駐車場、市立博物館、市立山本鼎記念館、市営プール、市営東テニスコート、花木園等になって
います。こうした区域の整備については、施設の移転が前提になるため、整備基本計画どおりに進ん

でいないのが現状です。
二の丸の博物館前と二の丸西虎口南側は樹木の多いゾーンとして親しまれています。また、本丸堀
の両側を中心にソメイヨシノが植栽されており、「上田城千本桜まつり」には大勢の皆さんが訪れます。
かつて鉄道用地だった二の丸堀の一部はケヤキ並木遊歩道として整備され、秋には「信州上田城けや
き並木紅葉まつり」が開催されるなど、史跡を活用したイベントが行われ、多くの観光客でにぎわい

ます。
(4)神社地
神社地は、本丸の員田神社と二の丸の上田招魂社の境内です。面積は合わせて 8,272.41ゴで、史
跡地全体の約 7.4%になります。境内に所在する建築物、工作物は次のとおりです。
〈員田神社〉 本殿・拝殿・社務所 。お札場 。土蔵・手水舎 。鳥居 。木柵 。上水道 。電線

(上田招魂社〉本殿・拝殿 。社務所・土蔵・鳥居 。玉垣・石碑 2・ 上水道・電線
なお、尼ヶ淵崖面への影響を配慮し、員田神社手水舎の流水と南櫓台石垣西部の暗渠排水は、排水

管を共用して本丸の堀に流下するようにしています。史跡の保存活用に関しては、今後もこうした連

携を図ります。
(5)民有地
上田市は、大正末期から昭和初期にかけて、二の丸の土地を取得し、公共施設の設置や公園として
の整備を進めましたが、現在も二の丸には民有地が存在します。地権者は7名で 13筆、面積合計は
6,128.36ゴで全体の 5。4%に なります。これらは史跡の南西部にあり、ほとんどが畑として利用され、
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所有者は自家用の果樹や野菜等を栽培しています。
3 災害と被害状況
上田市周辺は年間平均降水量が約 900皿 と少なく、地震による被害も少ないことで知られています。
しかし近年は、夏季に「ゲリラ豪雨」と呼ばれる短時間の集中豪雨等による被害が目立つようになり
ました。地震についても上田城跡付近で震度 3以上の揺れが記録されるものが増えています。
松平神社文書や師岡史料などの藩政史料には、水害や地震、火災に関する記録を見ることができま
す。ここでは、上田城の被災の履歴を整理します。
(1)風水害 (第 2表)

上田城跡は千曲川の河岸段丘端部に占地しています。本丸の南側の尼ヶ淵にはかつて千曲川の本流・

分流が流れており、自然の堀の役目を果たしていました。本丸と尼ヶ淵との高低差は約 12mあ ります。
また、二の丸の北側には矢出沢川の水を引き込んだ、百間堀 。広堀と呼ばれる広大な水堀が設けられ
ていました。現在では当時の様子をうかがうことは難しくなっていますが、上田城は豊富な水により、
城の守りを堅固なものにしていました。
ただし、強固な要害を持つ反面、洪水による尼ヶ淵崖面の崩壊等の脅威にもさらされており、近世

から近代初頭にかけて、崖面保護のために石垣の築造などの対策が施されました。近年の崖面崩落の

要因は当時と異なりますが、整備基本計画で尼ヶ淵崖面崩落防止対策工事を重要項目として位置づけ、
対策を講じてきました。
築城以降、記録が残っている上田城跡周辺での風水害の発生状況は第 3表のとおりです。尼ヶ淵を
流れる千曲川の本流・分流は、洪水のたびに流路を変えたことが推定されます。古文書から 17世紀
前半には何度か流路を変えていたことをうかがい知ることができます。享保 17年 (1732)に は、洪
水で尼ヶ淵の崖面が大きく削り取られ、千曲川の本流とも推定される「大川」が崖下を流れるように
なりました。そのため、崖の浸食と崩落防止のために長大な石垣が築造されたことは、上田城と尼ヶ
淵の関係を表現する際の好例 としてよく取 り上げられます。大正 2年以降、千曲川堤防が整備され、
尼ヶ淵まで川の水が及ぶことはなくなりました。
しかし、最近は雨水による崖面崩落が目立っています。ただ、この事象については、雨水やその凍

結が原因であることから、近年に限って発生しているものではなく、築城以前から崖面の崩落は続い
ていると考えられます。南櫓 。西櫓直下の崖面はこれ以上崩落すると危険な状況が許されないほど逼
迫した状況です。近年、石垣修築や雨水浸透防止工事等による対策を講じてきましたが、今後も一層
注意を払う必要があります。
尼ヶ淵の崖面崩落防止対策工事については、整備基本計画の策定以降、史跡の景観に配慮しなが
ら、これまで石垣解体修復工事や化粧モルタル吹付け工事などを実施してきました。今後も未実施区
域については最適な施工方法を検討し、保護工事を実施する必要があります。また、以前から指摘さ
れている尼ヶ淵の散策道については、特に石垣に接しているものは石垣から十分な距離を設けるなど、
万一の崩壊時に人的な被害がないよう措置を講じる必要があります。
なお、史跡全域に目を向けると、各所の石垣も雨水が原因と推定される崩落が起こっており、特に

近代初頭に設置された石垣でこの傾向が顕著であり、構築材であるモルタルの劣化が一因と考えられ
ます。これらは史跡の本質的な構成要素ではない石垣ですが、利用者の安全を考えた場合、重点的に

対策を講じる必要があります。
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また、史跡内の樹木の生長により、台風などの突風で木が倒れる事案が最近増えています。平成
22年 7月 に発生したダウンバース ト (下降噴流)は、上田城跡周辺で特に大きな被害をもたらし、
スギやヒマラヤスギの古木が数本倒れたりするなど、過去に例のない災害が発生しました。櫓や石垣
に直接的な被害はなかったものの、倒れる方向によっては西櫓への被害が想定されるケースも見られ
ました。こうした古木については、史跡の本質的な構成要素ではないものがほとんどであるため、倒
れる危険のあるものは伐採等の対策を講じていますが、上田城跡公園の景観として既に定着している
ものもあることから、植栽計画 (第 4章第4節 4参照)に基づいて整理して行 く必要があります。

第 2表 上田城跡周辺で発生した風水害
西 暦 和 暦 月 日 河 川 被 災 区 域 被 災 内 容
1603 ‖ 尼ヶ淵 尼ヶ淵 る

1630 寛永8 千曲川 諏訪部、中之条 尼ヶ淵の地形が変わり、水が涸れる。
1688 元禄5 7.17 千曲川 諏訪部、御所 諏訪部から御所村一面が水没。
1721 享保6 7.16 蛭沢川 原町、海野町 増水で水が小路に溢れる。
1723 享保8 8.10 千曲川ほか 諏訪音『ほか 市内各地の橋が流失。
1732 享保 17 5.18 千曲川 尼ヶ淵 尼ケ淵崖面が崩落したため、石垣を築く。
1742 寛保2 7.28 千曲川ほか 上田藩全域 千曲川、利根川流域で甚大な被害 (成の満水)。
1765 明和2 4 千曲川 落橋 154、 家屋流失9、 流死1等。
1790 寛政2 8.5 千曲川 川除決壊382、 落橋205等、拝借金4000両。
1791 寛政3 8.5 諏訪部 大暴風雨による風倒木で諏訪部神社拝殿倒壊。
1825 文政8 5.3 千曲川 諏訪部ほか 諏訪部橋通行禁止。
1828 文政11 7.1 千曲川ほか 暴風雨で出水。
1842 天保13 蛭沢川ほか 柳町ほか 集中豪雨により蛭沢川、矢出沢川溢れる。
1856 安政3 8.25 千曲川 各所で決壊。
1857 安政4 %_27 矢出沢川 大風雹交じりの雷雨により溢れ、落橋 1。

1859 安政6 6.6 千曲川ほか 上田藩全域 大風雨により家屋流失10な ど。
1859 安政6 7.25 蛭沢川ほか 上田藩全域 豪雨により家屋流失10な ど。
1865 慶応元 %.15 千曲川ほか 上田藩全域 豪雨により川除等流失。塩尻の岩鼻決壊。
1896 明治29 7.21 千曲川ほか 上田藩全域 落橋多数、流死14、 家屋流失37。
1898 明治31 9.7 千曲川 諏訪部ほか 落橋多数。
1910 明治43 8.8 千曲川 畑地・鉄道線路水没。駅周辺家屋流出。
1913 大正2 第一期千曲川改修事業開始 (～昭和16)。
1949 日召不口24 第二期千曲川改修事業開始。
1949 昭和24 8_31 千曲川 北天神町 キティ台風により、堤防決壊し、家屋流失10。
1951 昭和26 6.12 市内全域 降雹が20分間続く。15cm積 もる。
1958 昭和33 9.17 千曲川ほか 市内全域 台風21号 により、河川氾濫。大屋堤防決壊。
1959 昭和34 8_14 千曲川ほか 市内全域 台風7号による強風で倒木等の被害。
1959 昭不口34 9.26 千曲川ほか 市内全域 伊勢湾台風により、甚大な被害。
1965 昭和40 9_20 台風により南北櫓の鼻隠しと北櫓の窓がき損。
1981 昭和56 8_29 尼ヶ淵 台風15号等により東南隅崖面が崩落。
1993 平成5 4.23 尼ヶ淵 崖面浸透水により、南櫓下享保石垣が天端一部崩落。
1995 平成7 7.8 二の丸 集中豪雨により、博物館東側の石垣が一部崩落。
1996 平成8 7.2 常盤城 降雹が20分間続く。
2004 平成16 10.20 尼ケ淵・二の丸 台風23号により市民会館南側と民有地南側崖面等が崩落。
2010 平成22 尼ケ淵 崖面浸透水で南櫓台の下・空堀側の石垣が―部崩落。
2010 平成22 7.24 市街地周辺 ダウンバーストで上田城跡及び周辺で風倒木多数。
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※ 丸囲み数字は間月を表す。 (出典 :上田市誌別巻(3)、 同自然編資料)
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(2)地震 (第 3表)

地震による上田城の被害は記録に残るものが少なく、わずか 2点の史料が知られているのみです。
弘化 4年 (1847)に発生した善光寺大地震では、本丸の 2棟の隅櫓が傾き、水の手としても重要な
役割を果たしていた二十間堀が涸れるなど、大きな被害がありました。また、安政元年 (1854)の
安政東海地震では、本丸西虎回の櫓門脇の石垣が崩れるなどの被害があったことが分かっています。
上田周辺には糸魚川―静岡構造線や中央構造線をはじめ、断層が何本も確認されています。上田城

跡周辺も、大部分は断層活動で形成された湖沼に堆積した第四紀氷河期の地層から成 り立っています。
近い将来に発生が予測されている東海地震をはじめ、万一の際に想定される被害に対して、事前の備
えは万全にしておく必要があります。
廃城後は本丸の隅櫓・櫓門が西櫓を除いて撤去されていたこともあり、石垣などの建造物に関する

地震による具体的な被害状況については記録はありません。近代以降、市内を震源とする地震 (野竹、

第 3表 上田城跡を襲った地震の被害

※震度は1996年 10月 1日改定の震度階級による。
(出典 :上田市誌別巻(3))

西 暦 和 `暦 月 日 名称と震度 (大手町) 被 災 内 容
1703 16 12.31 元禄地震 塩田で家屋倒壊11。
1703 元禄16 11.22 下之郷ほかで家屋倒壊12棟。
1705 宝永2 10.4 下之郷で家屋倒壊2棟、12棟半傾し、20日 間屋外で炊寝。
1847 弘化4 3.24 善光寺大地震 櫓が傾き、三十間堀の水が涸れる。
1853 嘉永6 翌年にかけて上田周辺で地震多発。

1854 安政元 1.23 安政東海地震 本丸西虎口門脇の石垣が崩れる。寺社大破4、 家屋全壊10な
ど。

1855 安政2 ～5年にかけて地震多発。
1889 明治22 1.8 坂城町域を中心とする強い地震。上田城跡に被害なし。
1901 明治34 強い地震。上田城跡に被害なし。

1912 大正元 8.17 野竹を震源とする地震
野竹を震源とするM2.1、 深さ10…の地震。墓石や碑がずれた
り、石垣が倒れるなどの被害。余震はlヶ 月あまり続く。上田
城跡に被害なし。

1916 大正5 2.22 浅間山の火山活動に伴う地震。上田城跡に被害なし。

1923 大正12 9.1 関東地震 (関東大震災)
上田城跡に被害なし。余震が2、 3日続く。市内では墓石・塀
の倒壊などの被害。

1965 日召不口40 8.3 松代群発地震 石垣損壊。翌年、市内を震央とする地震 3回。川西地域の池
5ヶ所が被害。

1984 昭和59 9.14 長野県西部地震 上田城跡に被害なし。

1986 昭和61 8.24 丸子を震源とする地震
上田城跡に被害なし。丸子の八日町を震源とするM49の地
震。ブロック塀が崩れるなどの被害。

2004 平成16 10.23 新潟県中越地震 3 上田城跡に被害なし。
2007 平成19 7.16 新潟県中越沖地震 4 上田城跡に被害なし。

2011 平成23 3.11 東北地方太平洋沖地震 (東日
本大震災)

4 上田城跡に被害なし。

2011 平成23 3.12 長野県北部地震 3 上田城跡に被害なし。
2011 平成23 6.30 松本市を震源とする地震 松本市を震源とするM54の地震。上田城跡に被害なし。
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丸子八日町)、 松代群発地震や長野県西部地震等の長野県内を震源とする地震も発生し、上田城跡に

は被害はなかったものの、市内では石垣の倒壊や降灰などによる被害がありました。また、最近では

東北地方太平洋沖地震 (東 日本大震災)や長野県北部地震など、最近は震度 3以上の揺れにもたび
たび見舞われています。
現在本丸には隅櫓 3棟 と復元された櫓門 l棟、櫓台石垣等があり、二の丸には虎口石垣等があり
ます。櫓や手みが目立つ石垣については随時修復をしてきましたが、耐震構造物ではないため、強い

揺れの際には崩壊する危険があります。こうした危険性を踏まえ、地震発生時における安全確保等の

対応について、綿密な計画を用意する必要があります。

(3)火災 (第 4表 )

関ヶ原合戦後、破却された上田城は真田信之に与えられましたが、信之は三の丸に藩主居館を構え、

藩政を執りました。城を復興した仙石忠政は本丸に隅櫓等を整備しましたが、藩主居館は三の丸に置
いたままとし、明治維新までこの体制が維持されました。
こうした事情もあってか、城内を火元とする火災の記録は、現在のところ確認できません。本丸の

侍番所に番人が昼夜詰めていたのみであり、松平氏の時代には城内はうっそうとした森のようになっ

ていたと伝えられています。ただし、櫓門や櫓の一部は文書や武具の蔵として幕末まで継続的に使用

され、修理も随時行われていたようです。本丸に御殿がなかったことから、火災に見舞われる機会は

一般的な城郭に比べると少なかったと言えるでしよう。また、仙石氏も松平氏も「火の用心」を規則

とし、城下に徹底していたことが知られており、城下町の大火等による本丸、二の丸への被害は知ら

れていません。
ただし、藩主居館は三度の火災を被 り、寛政元年 (1789)の 火災では建物が全焼しました。

第 4表 火災による上田城の被害

※ 丸囲み数字は間月を表す。 (出典 :上田市誌別巻(3))

4 植生
(1)近世の状況
廃城前の上田城の様子を示すものとして、「カラスのねぐら」という表現がよく使われますが、当

時の本丸と二の丸はマツ・スギの大木やタケがうっそうと生い茂る林だったと伝えられています。宝

暦 11年 (1761)の 上田騒動の記録「上田縞崩格子」では、上田城をねぐらにするカラスが大騒ぎし
たという異変を一揆勃発の前兆として描いており、同じく「上田騒動実記」にも同様の表現が見られ

ます。また、赤松小二郎が城の番人を「鳥の番人 」と表現するなど、江戸中期以降、上田城を「カラ

スのねぐら」と椰楡することは人々の間で一般的だったのでしよう。実際、廃城後に払い下げられた

マツやスギは、日通りの周囲が 75～ 270cmに及ぶものが 950本 もあったことが知られています。
近世の上田城の絵図には、当時植えられていた樹木とその範囲を推測できる史料もあります (写真
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西 暦 和 暦 月 日 出 火 場 所 被 災 内 容
1730 享保15 12.25 藩主居館 (三の丸) 建物焼失する。
1789 寛政元 &.14 藩主居館 (三の丸) 全焼する。現在の表門は火災後に再建したもの。



〈写真図版2〉 近代及び現代の植生を表す資料

明治 28年頃の松平神社 (本丸 )のようす

平成6年頃の上田城跡
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図版 15)。 絵図を素直に評価するのは危険な面もありますが、元禄 15年 (1702)の絵図には本丸・
二の丸の土塁にしかなかった樹木が、享保年間の絵図では僅かに平地にも樹木が描かれるようになり、
寛永年間のものとされる絵図では本丸の下の段を除いたほとんどの場所が緑色に塗られ、何らかの植
生が広がっているようです。絵図の樹木はほとんどがマツを表現しているようですが、元禄の絵図で
はスギや落葉樹など、マツ以外の樹木をいくつか描き分けています。
『上田市誌』自然編 (3)で は、本丸のスギ、エンジュ、シラカシ、ムクロジの大木、園内の所々に

ある太いケヤキやイチョウなどは、廃城前から上田城跡にあったもので、尼ヶ淵に面するスギ並木は

仙石忠政が城を復興した 17世紀前半頃に植えたものとしています。近年、古木となったこれらのス
ギが枯死したり、倒壊することが多くなっています。また、ムクロジは上田地方には自生しない木で、
植栽したものであることは間違いありません。鬼門の隅櫓のそばに現在は3本ありますが、種子を
覆う果皮が石鹸の代用となる有用植物であり、関係者が意図的に植えたものと考えられます。
石垣の隙間に自生するチチッパベンケイは、市内でも限られた場所でしか見ることができない植物
です。石垣と無関係ではないことから、近世から自生している植物と考えられます。
(2)廃城後の状況
廃城後の本丸の様子が判明する史料として、明治 10年頃に撮影されたと推定される東虎回の写真
があります。本丸内にはスギの大木が見られることから、上記の状況を追認できます。また、やや時
間をおいた明治 28年 (1895)に 制作された松平神社の図があります。これは銅版画でサクラの花が
咲いている季節を描いたもので、本丸にはサクラ (ソ メイヨシノか ?)、 スギ、ヤナギ、落葉樹、常
緑樹などが見られます。明治 40年頃に印刷された絵葉書からもこの状況が確認できます。
また、大正 5年 (1915)頃 に撮影された本丸西虎回の写真には、一面が桑畑となった状況が写っ
ています。先の松平神社の図では、既に一部が桑畑と化した状況が描かれており、公園となった本丸
以外は桑畑などに変貌していった状況が推定できます。なお、数はわずかですが、城跡のなかで野生
化したクワを見ることができます。
(3)二の丸の公園化と植生の現況
昭和初期から二の丸の公有化が進み、公園として整備される過程で様々な樹木が植えられました。
その経過は記録に乏しく、古写真や現状から推測することしかできません。園内に見られるヒマラヤ
スギやメタセコイヤの大木は、当時植えられたもののようです。
二の丸東虎口周辺は、公会堂の日前ということもあり、早い時期にサクラが植えられたようです。
これが古来のヒガンザクラかソメイヨシノなのか不明ですが、昭和初年頃の写真には樹高が 2mを
超えるようなサクラが見事な花を咲かせている光景が写っています。また、マツや広葉樹、ツツジと
思われる低木も確認できます。
本丸堀周辺に所在するソメイヨシノが植えられた時期ですが、昭和 3年ごろに撮影された写真に
は写っていないので、少なくともそれ以降に植えられたことが分かります。昭和 15～ 19年の写真
には人の背丈よりも少し高いサクラの本が写っています。こうしたことから、本丸堀のソメイヨシノ
については昭和初期に植えられたものである可能性が高いと思われます。
戦後、二の丸南西部に「信州の花木園」が整備されます。また、昭和末頃までは本丸を日本庭園に

整備するという構想が主流を占めるなど、城郭本来の景観にはそぐわない植栽あるいは計画がされま
した。なお、二の丸のシダレグワ並木は昭和 62年に植えられたものです。
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第 5表 上田城跡公園の植栽樹木 (五十音順)

樹 木 名 植栽集中箇所 樹 木 名 植栽集中箇所 樹 木 名 植栽集中箇所
1 アオギリ 41 ソメイヨシノ 本丸。二の丸 81 ニオイヒバ

2 アジサイ ケヤキ並木 42 ヒガンザクラ 本丸・二の丸 82 =y1rY./\
3 アセビ 43 シダレザクラ 本丸。二の丸 ヒュウガミズキ

4 アンズ 本丸土塁・花木園 44 ヤマザクラ 本丸・二の丸 84 ビャクシン

5 イチイ 東虎口・花木園 45 ロトウザクラ 本丸・二の丸 85 フジ 本丸上の台・遊園地

6 イチョウ 本丸上の台 46 ウコンザクラ 本丸。二の丸 86 プラタナス 児童遊園地

イボタノキ 47 エドヒガンザクラ 本丸。二の丸 舒 マサキ

8 ウグイスカグラ 48 サルスベリ 花木園 88 アカマツ 本丸・二の丸
9 ウバメガシ 49 サワラ 二の丸堀沿い 89 カラマツ 二の丸

10 コウメ 本丸上の台 ∞

51

シダレヤナギ 東虎口 ∞

91

92
%

95
%

"
∞

"
1〔Ю

101

102

103

1(4

105

106

107

108

lCD

110

111

クロマツ 本丸。二の丸
11 ブンゴウメ 本丸上の台 シラカバ 東虎口・遊園地 ゴヨウマツ

12 シラカガウメ 本丸上の台 ，
“
ｒＯ

（６ｒＯ

54
ＦЭＦ０

“７
，
一ｂ

田

"
∞

61

∝

63
64

∞

“67

“69
Ю

71

72
００７，

74
75
76
７
‘
７
‥

78
79
∞

シャラノキ マメガキ

13 コウバイウメ 本丸上の台 シャリンバィ マユミ 花木園

14 ウメモドキ シンジュ ムクゲ 花木園

15 エノキ 本丸土塁 スギ 本丸。二の丸 ムクロジ

16 L?/-//a 本丸上の台 ヒマラヤスギ 本丸。二の丸 ム ベ

17 カキ 二の丸南西部 ダンコウバィ ムラサキシキブ

18 カシ 本丸土塁 チョウセンゴョゥ メタセコイア

19 カシワ 西虎口 ツゲ モクレン

"
カツラ イヌツゲ ■

=ミ
二の丸東辺土塁

21 カリン ツツジ 東虎口・花木園 モミジ 二の丸堀沿い

2 キササゲ ドウダンツツジ 東虎口。花木園 シダレモミジ 二の丸堀沿い

鈴 *t'7' ヨシノツツジ 東虎口・花木園 ヤツデ
24 ギョリュウ 東虎口 レングツツジ 東虎口。花木園 ヤナギ 東虎口

25 キンモクセイ 西虎口 ツバキ 花木園 ヤマボウシ

お クヌギ 本丸堀 ナツツバキ 花木園 tA).,:
27 クルミ 二の丸南西部 トウカエデ ユキヤナギ 北虎口

器 クワ トウヒ ライラック

"
シダレグワ 東虎口・北虎口 トチノキ ラクウショウ

∞ ケヤキ ケャキ並木 ナンテン リンゴ 遊園地

31 コウゾ ニセアカシア 招魂社北側土塁 レンギョウ
舘 コウヤマキ 北虎口 ニシキギ

“

コナラ ネムノキ
34 コノテガシワ ハナミズキ 花木園

“

コブシ ,'\/V=V
∽ コメツガ ヒイラギ 花木園

"
ザクロ ヒイラギモクセイ

38 サザンカ 花木園 ヒノキ

∞ サツキ イトヒバ

Ю ttYY=t チャボヒバ

※表中の「虎口」はすべて二の丸
を示す
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現在、上田城跡公園一帯 (史跡外を含む)に植栽されている樹木の一覧は第 5表のとおりです。
樹種は 110種類を上回り、総数は約 2千本あります。ソメイヨシノが群を抜いて多く、他のサクラ
を含めると約 1,000本、次いでケヤキ、スギがほぼ同数の約 100本 という順になります。アカマツ、
シラカガ (ウ メ)、 サワラ、モミジ、イチョウ、カシ、ヒマラヤスギ、ニセアカシア等もそれぞれ 60
本程度 と比較的多い樹木です。プラタナスなどは公園化の過程で植栽されたものの典型と考えられ、

民有地に畑があることから、クルミやカキなどの樹木も見られます。
一方、野草はウマノスズクサ、ツユクサ、クサノオウ、ハルジオン、タチツボスミレ、 ドクダミ、
ヨモギ、シロツメクサ、セイヨウタンポポ等のほか、四季を通じて 100種を下らない種類があると
思われます。また、石垣に見られるツタ、チチッパベンケイ、ノキシノブ、コケなどは城跡ならでは

の植生といえます。
このように、市街地にあって、多様な植物を見ることができるのも上田城跡公園の魅力のひとつで

す。
(4)今後の植生管理
史跡の保存管理という立場からは、遺構の保全をふまえながら、近世に城として機能していた時期

の植生を構成した、マツ・スギなどの在来樹木を中心とした植生管理を行うという方針を基本としま

す。また、尼ヶ淵周辺に自生するシロバナタンポポは、市内でも限られた場所でしか自生していない

貴重な植物であり、注意する必要があります。しかし、史跡の範囲はすべて都市公園として多くの市

民の利用があり、また、既に上田城跡の景観として定着している桜やケヤキを利用した上田城千本桜

まつり」「信州上国城けやき並木紅葉まつり」等の会場として、観光拠点としても重要な役割を果た

しています。こうした現状を踏まえ、来城者の快適性や公園の機能 。景観にも配慮した植生管理が求

められています。特に尼ヶ淵における、アレチウリやヒゲナガスズメノチャヒキといった外来植物の

繁茂は、本来の植生を破壊するのみでなく、景観も大きく変えてしまうことから、今後も駆除等の対

策を講じる必要があります。
上田城跡ではこうした多面的な現状を考慮し、城の縄張りと公園の現況に即し、ゾーンを設定して

植栽の方針を定め、植生管理を行っていく必要があります。

5 史跡整備と発掘調査の履歴
(1)史跡整備の経過
平成 2年度の整備基本計画策定以降に実施した整備事業は第 6表のとおりです。なかでも、平成 5

年度に完成した本丸東虎回櫓門の復元整備や石垣の修復、尼ケ淵の崖面崩落防止工事を重点的に取り

組んできました。なお、年度毎の整備事業の内容等については、第 6表及び第 4章、資料編を参照
してください。
(2)発掘調査の目的と結果
上田城跡では整備基本計画の策定以降、整備事業実施の前提として、遺構等を確認するための発掘

調査を実施してきましたが、その目的によって、次のとおり3つに大別することができます。
ア エ作物の設置 (電線地中化等)に係る試掘調査
イ 本丸及び二の丸の遺構確認調査
ウ 尼ヶ淵崖面崩落防止工事に伴う確認調査
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年  度 事 業 名 称 事 業 の 内 容

平成2年度

二の丸北虎口石垣修復工事
二の丸排水路敷設工事
電線地中埋設工事
整備基本計画作成委託
上田城跡整備事業実施設計委託
発掘調査

発掘調査結果に基づいて、二の丸北虎口北側の石垣を修復
本丸堀法面の保護のため堀東側に石張りの排水路を敷設
市民会館駐車場付近の空中電線を地中埋設
「史跡上田城跡整備基本計画書」の作成委託
石垣修復。排水路敷設工事ほかの実施設計委託
本丸東虎口・二の丸北虎口ほかの発掘調査

平成3年度

本丸堀浚せつ工事
本丸東虎口櫓門基本設計委託
本丸東虎口櫓門実施設計委託
本丸東虎口櫓門復元工事
身体障害者用トイレ設置工事
発掘調査

堀底のヘドロ等を浚せつ。排水施設を整備
本丸東虎口櫓門の基本設計委託
本丸東虎口櫓門の実施設計委託
本丸東虎口櫓門の復元工事
市民会館駐車場に身体障害者用のトイレを新設
本丸西虎口。二の丸北虎口ほかの発掘調査 (一部国庫補助事業)

平成4年度

本丸東虎口櫓門復元工事
櫓門復元工事監理委託
本丸東虎口共同溝敷設工事
本丸西虎口整備工事
電線地中埋設工事
史跡内民家移転
発掘調査

本丸東虎口櫓門の復元工事
櫓門復元工事に伴う工事監理委託
櫓門復元工事に先立ち水道管。電線等を共同溝に集約
石垣。櫓。櫓門の遺構を地上表示により平面的に整備
二の丸北虎口付近の空中電線を地中埋設
史跡内の店舗兼住宅を移転 (国庫補助事業)

二の丸西虎口ほかの発掘調査 (国庫補助事業)

平成5年度

本丸東虎口櫓門復元工事
櫓門復元工事監理委託
二の丸北虎口石垣修復工事
本丸東虎口整備工事
二の丸西虎口周辺歩車道整備工事
電線地中埋設工事
発掘調査

完成 (総事業費 339,900千 円)

櫓門復元工事に伴う工事監理委託
二の丸北虎回の南側石垣。櫓門礎石を復元。陸上競技場正門を移転
櫓門前面土橋の石垣修復・武者立石段復元。放水銃地中埋設
小泉曲輪 (市民体育館付近)の歩車道を修景整備
二の丸西虎口・櫓自動火災報報知設備電線の空中電線を地中埋設
本丸上段部 (郭西側)の発掘調査 (国庫補助事業)

平成6年度

櫓門照明工事
二の丸北虎口照明工事
石垣修復用石材採取委託
公図調査委託

北櫓改修工事

発掘調査

櫓門。南北櫓のライトアップ設備工事
二の丸北虎回の夜間照明設備の整備
石垣修復用の石材 (緑色凝灰岩)採取を委託
史跡指定地の公図と現況の調査委託

北櫓の一般公開に先立ち、床の張り替えと階段を改修。照明設備を設置 (県費補助事業)

本丸上段部 (土塁・郭北側)の発掘調査 (国庫補助事業)

第 6… 1表 史跡上田城跡整備事業の経過 (1)
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年  度 事 業 名 称 事 業 の 内 容

平成7年度
発掘調査
石積復旧工事

本丸郭内 (上塁・郭北側)の発掘調査 (国庫補助事業)

集中豪雨により崩壊した石積 (明治期)の復旧工事 (国庫補助事業)

平成8年度

発掘調査 (整理作業)

尼ヶ淵地質調査委託 (西側)

尼ヶ淵石垣ほか測量委託
南櫓改修工事

本丸郭内発掘調査の整理・報告書発行 (国庫補助事業)

尼ヶ淵崖面 (西側)の地質 (ボーリング)調査
尼ヶ淵石垣の立面図撮影、一部図化及び断面測量
南櫓床の張り替えと階段を改修。照明設備を設置 (県費補助事業)

平成9年度

尼ヶ淵崩落防止工事実施設計
尼ヶ淵崩落防止工事
二櫓瓦建具補修工事
南櫓。西櫓ライトアップ設備工事

尼ヶ淵崖面の崩落防止対策工事の実施設計 (国庫補助事業)

尼ヶ淵崖面の崩落防止工事 (国庫補助事業)

豪雪により破損した屋根瓦等の補修工事 (県費補助事業)

寄附を受けた南櫓・西櫓ライトアップ設備の周辺整備工事

平成12年度

尼ケ淵地質調査委託 (東側)

尼ケ淵崩落防止工事

本丸西虎口上段部発掘調査

二の丸石積改修工事
南北櫓柵改修工事

尼ケ淵崖面 (東側)の地質 (ボーリング)調査 (国庫補助事業)

尼ケ淵崖面 (東側)の崩落防止工事 (国庫補助事業)

平成13年度実施予定の本丸西虎口石垣改修工事に伴う事前の発掘調査及び石垣立面の
写真測量
二の丸東側石積の積み直し工事
老朽化した南北櫓の柵改修工事

平成13年度
南櫓競鉾修繕工事
本丸西虎口石垣解体修復工事

南櫓屋根鯛鉾の補修
西虎口石垣の修復工事。南櫓下石垣の立面図作成及び試掘調査 (国庫補助事業)

平成14年度 南櫓下石垣解体修復工事 南櫓下尼ヶ淵の享保期下段石垣の解体修復工事(一部解体)(国庫補助事業)

平成15年度 南櫓下石垣解体修復工事 南櫓下尼ヶ淵の享保期下段石垣の解体修復工事(解体・石材購入)(国庫補助事業)

平成16年度 南櫓下石垣解体修復工事 石材購入。工法検討 (国庫補助事業)

平成17年度
尼ケ淵崩落防止工事
本丸南櫓下石垣解体修復工事
本丸南櫓下石垣解体修復工事監理委託

前年の台風23号被害を受けた西櫓西側崖面の修復工事 (国庫補助事業)

南櫓下尼ヶ淵の下段石垣の解体修復工事 (国庫補助事業)

上記工事の監理委託 (国庫補助事業)

平成18年度 本丸南櫓下石垣解体lF参復工事 南櫓下尼ヶ淵の中段石垣の解体修復工事 (国庫補助事業)

平成21年度
石垣基礎調査
発掘調査
石垣修復工事

石垣カルテ作成と3次元レーザー測量を実施 (国庫補助事業)

崩落防止工事に伴い、南櫓西側の土塁跡地ほかを発掘調査 (国庫補助事業)

南櫓台石垣の東側下にある近代石垣が一部崩落したため、修復工事を実施

平成22年度
整備基本計画改訂版作成委託
尼ヶ淵崩落防止工事

「史跡上田城跡整備基本計画書」の一部改訂を委託
南櫓周辺・尼ヶ淵崖面の崩落防止工事 (国庫補助事業)

平成23年度
保存管理計画の策定 「史跡上田城跡保存管理計画」の策定
整備基本計画改訂版の策定 「史跡上田城跡整備基本計画 (改訂版)」 の策定

第 6…2表 史跡上田城跡整備事業の経過 (2)
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本丸西虎口石垣解体修復事業 本丸南櫓下尼ケ淵石垣解体修復事業



本丸東虎口櫓門跡 (平成 2年)

二の丸北虎口 (平成 3年)

本丸西北隅櫓跡 (平成 6年)

〈写真図版3〉 発掘調査の履歴

本丸堀底 (平成 2年)

二の丸西虎口 (平成 3年)

本丸東北隅櫓跡 (平成 6年)

菫゙ =,撃
|:摯■|||
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本丸水路状遺構 (平成 6年) 本丸西櫓台石垣周辺 (平成 13年)



アは狭い範囲で実施しているため、遺構が検出された場合でも、その全容を把握することはできま
せんでした。こうした調査で検出したものには、二の丸東虎口にあった蔀塀台石垣の基礎と推定され
る遺構があります。
イは櫓や櫓門、土塀等の基礎が発見され、絵図に描かれている城郭構造を検証するうえで良好なデ

ータを得ることができました。
ウでは櫓台石垣の根石や、南櫓下の享保石垣の構造等が判明し、石垣の解体修復工事に反映させる
ことができました。
第 7表に実施年度ごとに発掘調査の目的と結果などについてまとめました。
(2)成果と課題
平成 2年から7年度にかけて実施した発掘調査では、本丸では東・西虎口櫓門の礎石と、3棟の隅
櫓の真柱礎石などが検出されました。また、二の丸では北 。西虎回の石垣や門に関連する遺構が発見
されました。遺構の状況は決して良好とはいえないものでしたが、近世の上田城跡の状況について検
討する際の基礎資料を得ることができました。
本丸隅櫓 (北西隅 1棟、北東隅 2棟)の真柱礎石は、3棟のうち2棟は本来の位置からずれてしま
つているものと推定されますが、小礫列と大引礎石等から、3棟 ともほぼ平面形を確認できました。
以上のように、これまでの発掘調査は本丸の調査が主体であり、二の丸には未実施の区域が多く残
っています。今後は二の丸の計画的な発掘調査を行い、整備事業に備えることが必要です。
6 関連法規制
史跡上田城跡及び周辺における法規制については、以下に整理します (第 8表)。

(1)文化財保護法 (昭和 25年 5月 30日法律第 214号)

文化財を保存し、その活用を図って国民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献する
ことを目的として定められた法律です。上田市においても上田市文化財保護条例及び施行規則を定
めて、指定文化財の保護と管理を行っています。
ア 史跡指定地内 (史跡である上田城跡の管理)

上田城跡を史跡の本質的価値を損なうことなく適切に保存活用するため、文化財保護法の規定に
基づき管理を行っています。
特に指定地内における土地の形状変更等については、第 125条の現状変更等に係る適切な管理
を実施しています。なお、史跡地における周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘届出は、現状変更等許可
申請書で代えることができます。なお、許可基準等については、本書第 3章第○節を参照してく
ださい。
イ 史跡指定地外 (周知の埋蔵文化財包蔵地である上田城跡の管理)

史跡指定地外である二の丸の一部と三の丸は、藩主居館跡や町人屋敷、堀等の埋蔵文化財を包蔵
する地域であるため、文化財保護法第 92条から99条に定める周知の埋蔵文化財包蔵地として保
護に努めています。
(2)都市公園法 (昭和 31年 4月 20日法律第 79号)

都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の
福祉の増進に資することを目的として定められた法律です。上田市においても上田市都市公園条例及
び管理規則を定めています。なお、「上田城跡公園」という名称は、昭和 40年 に都市計画公園決定
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第 8表 上田城跡周辺における関連法規制
関連法令 条項 内容 効力を発した日 許認可等の内容 許認可者 対象 所管部署

文化財保護法

第125条 史跡の現状変更等 昭和り手
(史跡指定日)

現状変更等や保存に影響を与える行為

を行う際の許可

文化庁長官

史跡
指定地

文化振興課
第92条 遺跡の発掘調査 平成11年

(埋蔵文化財分
布図最新改訂 )

調査のための発掘調査に関する指示

及び命令

工事等に関する指示及び命令

包蔵地

第93条 遺跡内の工事等

都市公園法
第5条
第1項 公園施設の設置

平成16年改正

公園管理者以外の者が公園施設を設置

する際の許可

占用する際の許可

(管理者 )

上田市長
史跡指
定地及
び周辺

公園緑地課

第6・ 7条 都市公園の占用

都市計画法

第η条 開発行為の許可

平成18年改正

市街化区域区分が定められていない都市

計画区域における開発行為の許可

用途地域が指定されている場合には、建

築基準法及び条例等により、建築物等の

高さ等は、基準に従わなければならない

長野県知事
史跡指
定地及
び周辺

都市計画課

第8条 用途地域の指定

上国市景観計画 (平成24年度に策定の予定 ) 都市計画課

消防法 第8条
防火管理者の選任
及び消火用設備等

の設置等
平成X十年改正

不特定多数の入場者を見込む櫓等

の文化財建造物や、博物館施設等の

火災予防に関する基準

上田市消防長 史跡
指定地

上田中央
消防署

農地法

第3条 農地等の権利
移動の制限

平成21年改正

農地の所有権を移転し、又は地上権等の

設定・移転を行う場合の許可

農地を農地以外に転用する場合の許可

※面積が生aを超える場合

上田市
農業委員会 史跡指

定地及
び周辺

上国市
農業委員会

第4条 1項 農地の転用の制限
長野県知事

(農水大臣 )

道路法

第10条 路線の廃上
又は変更 昭和(39年 改正

道路の廃止・認定の場合の許可 (議会の

議決が必要 )
(管理者 )

国土交通大臣
長野県知事
上田市長

史跡指
定地及
び周辺

土木課

第32条 道路占用 平成12年改正
道路に工作物等を設け、継続して使用す

る場合の許可

がされた際に正式に用いられたものですが、それ以前は「上田公園」や「上田城址」などと呼ばれて
いたようです。
(3)都市計画法 (昭和 43年 6月 15日法律第 100号 )

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的として定められた法律です。上田市においても、同法に基づき都市計画区域が策定され
ています。
(4)建築基準法 (昭和 25年 5月 24日法律第 201号 )

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地 。設備・構造・用途についてその最低基準を
定めた法律です。
(5)道路法 (昭和 27年 6月 10日法律第 180号 )

道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区
分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的として定め
られた法律です。上田市においても同法第 32条等に関連して、上田市市道の占用等に関する規則 (平

-41-



路保全立体区域」の設定等、道路に係る行為に関しての様々な規定が設けられています。

(6)上田市景観計画 (平成 24年度策定予定)

上田市では景観計画の策定を平成 24年度に予定しており、尼ケ淵の景観維持等に関しては、この
計画に基づいて対応するものとします。
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第 3章 史跡上田城跡保存管理計画



第 1節 計画策定の基本方針
1 基本方針
史跡上田城跡は千曲川が形成した台地上にあり、天然の要害である尼ヶ淵と百間堀と呼ぶ大規模な
堀を巧みに配した城構えにより、三度の徳川軍との戦闘にも耐えた堅固な城です。廃城後、松平神社
が核となって公園化が進み、現在では史跡全域が都市公園になっています。保存管理計画の策定にあ
たっては、上田城跡が市民の憩いの場として親しまれていること、そして、上田城千本桜まつり等で
多くの観光客が訪れている現状を考慮する必要があります。また、史跡内の土地は大半が既に公有化
されていますが、員田神社及び上田招魂社の境内地と民有地 (畑)が存在しており、宗教活動、生産
活動等に配慮しながら、関係者の理解と協力を得ていく必要があります。
こうした考え方を盛り込みつつ、史跡上田城跡を適切に保存し、次の世代に継承するために、以下
に示す基本方針を定めるものとします。
(1)史跡の保存
各種調査の結果を踏まえ、史跡の本質的価値を構成する諸要素を特定し、それらを良好な状態で保

存できるよう適切な方法を示します。
(2)市民の憩いの場としての整備・活用
幕末の城郭構造を復元するという原則のもと、廃城後の歴史や都市公園としての役割にも配慮しつ
つ、整備 。活用を進めます。また、市街地では貴重になった緑地空間の維持に配慮します。
(3)神社等の活動に配慮した土地の公有化
史跡の保存整備を進めるうえで、土地の公有化は最も望ましい手段です。近代以降、市は上田城跡
の公有化を進めており、今後も地権者の理解をいただきながら、取り組んでいきます。
現在、史跡内には神社と民有地 (畑地)があり、それぞれ宗教、生産の場として市民が利用してい
ます。長期にわたる史跡の保存整備には、これらの皆さんが史跡の保護を担う一員として積極的かつ

継続的に関わっていく必要があります。そのためには、現状の宗教、生産活動にも配慮し、協力と支
援を取り付けていく姿勢で臨みます。
(4)保存管理体制の整備
将来にわたって継続的な保存管理を行うために、運営の方法及びそれらを進めるうえで必要な体制
を整備します。
2 計画の内容
以上のような考え方を踏まえ、史跡を適切に保存・活用していくために、次の各項について整理し
ました。
(1)史跡の構成要素の概念整理 (第 3章第 2節)

史跡を構成する諸要素を抽出し、史跡の価値及び保存・活用における重要度から、近世上田城の城
郭構造を表す「本質的価値を構成する諸要素」と、「近代の公園等形成に関する諸要素」、「現代の公
園利用に関する諸要素」に大別して整理します。
(2)保存管理の内容 (第 3章第 3節)

史跡の保存管理で必要な、維持管理、防犯、復旧等について、史跡の管理者として行う行為について、
具体的な内容を示します。
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(3)保存管理の方法 (第 3章第 4節)

(1)で抽出した諸要素ごとに、適切な保存管理の方法を定めるものとします。また、指定地の状況
に応じた保存管理の方法を示します。
(4)現状変更の取扱いの方針及び基準 (第 3章第 5節)

史跡内における各種現状変更等の行為に対しての取扱いの方針と具体的な取扱い基準を定めます。
特に円滑な保存管理を行うために、日常の維持管理行為や維持の措置等の範囲を明確にしておきます。
また、史跡の適切な保存管理や整備活用のために必要な公有化の方針を示します。
(5)追加指定等の検討と史跡周辺の遺構の保全 (第 3章第 6節)

現状の史跡指定範囲が史跡の本質的価値の保存の上で適切であるかの再検討を行い、必要に応じて
追加指定等の保存策を検討します。また、史跡と一体として捉えられる三の丸の環境保全の方向性や、
三の丸に分布する関連遺跡の保全の方策も検討します。
(6)整備・活用の基本方針と方法 (第 3章第 7節)

史跡上田城跡の本質的価値の保存・維持を前提として、そのために必要な復旧や価値の顕在化のた
めの整備 。活用策について基本的な考え方を示します。
(7)保存管理及び整備活用の体制 (第 3章第 8節)

史跡が将来にわたって保存・活用されていくために、管理体制を明確にする必要があります。

第 2節 史跡及び周辺環境を構成する諸要素
1 史跡及び周辺環境を構成する諸要素の区分
保存管理の方法と現状変更の取扱い基準を規定するために、史跡及び周辺環境の構成要素を抽出し、
さらにこれらの諸要素を史跡の価値及び保存・活用の際の重要度から、近世の上田城の城郭構造を表
す「本質的価値を構成する諸要素」と、「本質的価値以外の価値を構成する諸要素」に大別しました。
前者には城郭に関する地形や建造物、地下遺構、景観等が該当します。後者は「近代の公園等形成に
関する諸要素」、「現代の公園利用に関する諸要素」として更に区分しています。
2 本質的価値を構成する諸要素 (第 9表)

〈城郭遺構 (本丸)〉

(1)隅櫓 (西櫓 。南櫓・北櫓)

『上田城郭其外請取之件』長野県行政文書 (明治 6年)か ら、払下げの際には本丸に7棟の櫓があ
ったことが分かります。現在、東西虎口には隅櫓が3棟所在しますが、西虎回の西櫓は唯一解体等
を免れ、仙石忠政が復興した姿を留めていますが、北櫓。南櫓は城外に移築。使用されていたものを、
昭和 17年から24年にかけて東虎回の櫓台に復旧したものです。構造は桁行 5間、梁間4間の二重
櫓で、松と栂を主用材としています。また、外壁は下見板張りで一部を自漆喰の塗籠とし、屋根は入
母屋造で本瓦葺きとしています。3棟は昭和34年に長野県宝の指定を受け、昭和 56年 10月 から昭
和 62年 12月 にかけて屋根の葺き替えや壁の塗り替えをはじめ、改変箇所の修復等を行う等「昭和
の大修理」を実施しています。また、失われた4棟の櫓のうち、明治期に櫓台石垣を失っている西
虎回の 1棟を除いて、櫓の基礎遺構が発掘調査で検出されています。

-46-



第 9表 史跡の構成要素

史

跡

の

構

成

要

素

本質的価値 城郭遺構

本
丸

西櫓、北櫓 (移築復元)、 南櫓 (移築復元)、 東虎口櫓門 (復元)、
西櫓台石垣、北櫓台石垣、南櫓台石垣、
東虎口石垣 (2箇所)、 東虎口土橋石垣 (2箇所)、
西虎口石垣 (]箇所)、 西虎口土橋石垣 (1箇所)、 土橋下の暗渠排水、
だんご山石垣 (一部)、
土塁、堀、真田井戸、
櫓台石垣跡 (1箇所)、 櫓礎石 (3箇所)、 西虎口櫓問礎石、土塀跡

二
の
丸

北虎口石垣 (復元)、 北虎口土橋石垣 (2箇所)、
東虎口石垣 (1箇所)、
土塁、堀跡、櫓台 (北西隅1箇所)、
北虎口櫓門礎石、西虎口櫓門礎石、西虎口石垣跡、蔀塀台石垣跡

尼
ヶ
淵

南櫓下下段石垣、南櫓下中段石垣 (一部)、 西櫓下下段石垣、
員田神社下石垣 (一部)、 堀尻石垣 (東側)、
尼ヶ淵崖面

本質的価値
以外の価値

近代の公園等
形成に関する
諸要素

本
丸

員田神社 (松平神社、上田神社)、 石碑
西櫓台東側石段、西櫓台西側石垣、南櫓台石垣西側石段石垣、
二の丸東虎口石垣 (一部)、 だんご山石垣 (一部)

石碑

二
の
丸

招魂社、
上田温泉電軌⑭東北線軌道敷跡地、公会堂下駅跡地、二の丸橋、
上田監獄支署の石垣、上田町外二ヶ村組合伝染病院跡、
市営テニスコート
耕作地 (民有地)、 桜の植栽、桑畑

尼
ヶ
淵

南櫓下中段石垣 (一部)、 西櫓下中段石垣 (一部)、
員田神社下石垣 (一部)、 堀尻石垣 (西側)、
桑畑

現代の公園利
用に関する
諸要素

本
丸

消火栓 (放水銃)及び貯水槽、ライトアップ施設、
ライフライン (電気・上下水道)

市立博物館、北櫓、南櫓、東虎口櫓門 ※展示公開施設として
南櫓台東側法面石垣、北櫓台東側法面石積、

二
の
丸

市民会館及び駐車場、市営テニスコート、市営プール、児童遊園地、
市立山本鼎記念館、市営動物園、ライフライン (電気・上水道)、
史跡の保存管理活用のために設置した表示板等、
公園・便益施設 (表示板、照明灯、遊歩道、階段、 トイレ、ベンチ、水呑み等)

ライトアップ施設、愛の鐘鉄塔、ラジオ塔
石碑、胸像
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⑤西虎口櫓門礎石

⑦ 堀

⑨上の台と下の段を区切る石垣

⑥北櫓脇の石垣

③堀尻石垣

⑩上の台
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〈略年表〉
寛永 3年 (1626)仙石忠政が幕府の許可を得て上田城の修築を開始する。
弘化 5年 (1848)前年の善光寺地震で破損した 2棟の櫓 (どの櫓かは不明)の修築が終わる。
明治 6年 4月   上田城跡の払下げの手続きが始まる。
明治 8年 9月   本丸隅櫓 7棟 と櫓門 2棟の払下げが許可される。(「還禄士族授産払下進達留」長

野県行政文書)。 これ以降、明治 12年 3月 までに、西櫓を除いた本丸の城郭建
造物は全て解体または移転される。上田遊郭に移された 2棟の櫓は明治 11年の後
半に移転された可能性が高い。

昭和 3年     西櫓の屋根、壁、木部等の修理を実施する。
昭和 4年     西櫓を徴古館として使用を開始する。
昭和 19年    上田遊郭にあった 2棟の櫓を本丸東虎口に移転復旧する工事に着手する。
昭和 24年    南櫓 。北櫓の移転復旧工事が完了する。
昭和 25年 4月   南櫓が上田市立博物館となる。
昭和 34年 11月  3棟 の櫓が長野県宝に指定される。
昭和 42年     南櫓、北櫓屋根の葺き替え、壁の修理を実施する。
昭和 56年 10月  3棟 の櫓の屋根の葺き替え、壁の修理等工事に着手する (～昭和 62年)。

(2)櫓門 (東虎回櫓門)

上記史料から、払下げの際には東西虎口に 1棟ずつ、計 2棟の櫓門があったことが分かっています。
2棟 とも発掘調査で礎石あるいはその痕跡が検出されています。現在、東虎口にある櫓門は古写真等
を根拠に平成 5年度に復元したものです。
(3)石垣 (櫓台石垣・虎口及び土橋石垣 。だんご山西端石垣)

現在、東西虎口に3基の櫓台石垣が残っています。明治 12年 3月 に丸山平八郎直義氏が松平神社
に土地を寄付した際の『締約書』からは、当時、櫓 1棟 と櫓台石垣 4基が東西の虎口に所在したこ
とが分かります。このうち、現在は西虎国の櫓台石垣 1基が解体されて残っていません。これは丸
山氏が自宅の石垣の材料とするために明治 12年以降に解体・搬出したものと推定されます。なお、
丸山家の石垣の一部には明治 15年に完成したという刻印があり、その後も明治 20年代にかけて順
次石材を解体 。搬出し、石垣を積んだことが分かります。
主な石材は緑色凝灰岩 (グ リーンタフ)で、上田城跡北方の虚空蔵山系から採取したものと推定さ

れ、石切場と推定される場所も確認しています。櫓台石垣は修復等が行われたものもありますが、仙
石忠政が復興した際の姿をある程度留めている石垣と考えられます。
東西虎口には土橋の石垣が残っています。このうち、西虎回の上橋の石垣下部には堀水を通すため

の暗渠が設けられていましたが、安定的に排水が出来なくなっていたことから、平成 3年に堀を浚
せつした際に新たに排水路を設置しました。
本丸は大きな段差により北側と南側に三分され、北側を「上の台」南側を「下の段」と呼んでいた
ことが絵図等から知られています。その境界には石垣が築かれ、高さは6尺 (1.8m)程あったこと
が絵図等から判明しています。西側の石垣は緑色凝灰岩を用いた古様の石垣です。
なお、「上の台」を「だんご山」と呼ぶことがありますが、以前本丸にあっただんご屋に由来する
ようです。
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(4)井戸
本丸の南西、西櫓へ続 く石段の手前に、「真田井戸」と呼ばれる城内で唯一残っている井戸があり
ます。直径は2m余で深さは 16.5m程 あります。元禄年間に作成された絵図にも記されており、本
丸に藩主屋形が置かれなかったとはいえ、水の手として重要視されていたことが分かります。井戸底
から木製釣桶が発見されるなど、使用されていた当時の遺物も出土しています。
この井戸には抜け穴があり、昌幸の頃に太郎山の砦に通じていたとする伝説から真田井戸という名

が付いたといわれています。
(5)堀 と土塁 (土居)

真田時代の本丸堀は「元和年間上田城図」に「ウメホリ」の注記がされ、徳川方によって埋め立て
られた状況を伝えていますが、仙石忠政は旧状を大きく変えることなく、土砂を掘り出して堀を復興
したと考えられています。本丸の東・北 。西側に接する部分は人工的に掘割りをしたもので、南側の

尼ヶ淵は自然の要害になっています。忠政の普請計画には堀の幅は 15間 (約 27m)と あります。
土塁 (土居)は本丸の四方を囲み、北束の鬼門の方角を隅欠としています。土塁上には土塀が存在
したことが、絵図や発掘調査から判明しています。
(6)地下遺構 (侍番所、水路の遺構等)

仙石氏 と松平氏在城の頃には、本丸には櫓 7棟 と櫓門 2棟が存在したことが史料から判明してい
ますが、天守や御殿が存在したという記録はありません。ただし、本丸の中央に「侍番所」と記され
た構造物が描かれている絵図があり注目されます。そのほかの建造物が所在したという記録は現在の
ところ確認していません。
ただし、本丸の発掘調査の際には、櫓や土塀。土塁を除いた近世の遺構はほとんど検出されず、「侍

番所」の遺構も検出されませんでした。一方、古文書や絵図では知られていなかった水路遺構が検出
され、出土した瓦から仙石氏の頃のものと時期決定がされました。このように、地下遺構の存在につ
いてはまだまだ不明な点も多いといえます。特に真田氏在城の頃の縄張りや遺構に関する史料はほと
んど知られていません。しかし、本丸堀の発掘調査では、真田氏時代の瓦が大量に出土したことから、
当時、本丸に屋根瓦を用いた建造物が存在したことをうかがわせます。
(城郭遺構 (二の丸)〉

(1)石垣 (東及び北、西虎回)

現在、東虎口及び北虎口に石垣が残っています。主な石材は安山岩と緑色凝灰岩です。西虎回の石
垣は失われてしまいましたが、基礎の根石列が発掘調査で確認されています。
東虎口には蔀塀台石垣 1基 と櫓台石垣 1基がありますが近代に改修されています。上田監獄所が

二の丸に造られた際には東虎回は正門となり、これらの石垣の上に塀が作られました。本来は2基
あった蔀塀台石垣ですが、1基は解体され現在は見ることができません。ただ、基礎の一部が試掘調
査の折に確認されており、正確な位置や規模が判明する可能性があります。なお、東虎回の土橋は昭
和 2年にコンクリート製の二の丸橋として改築されました。
北虎国の蔀塀台石垣 2基は平成 2～ 5年に復元整備したものですが、北側の石垣の西端は築造当

初のものです。北虎口土橋の両側面には石垣が積まれています。堀が埋め立てられて土橋の東側は見
ることができませんが、西側は陸上競技場につながる通路に沿って良好に保存されています。この石
垣に付属する石樋は、元禄 15年 (1702)に 木樋から変えたという記録があります。
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〈写真図版 5〉 史跡の本質的価値 (二の丸)
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⑤北辺土塁

⑦西辺土塁 (西虎口付近)

⑨東北隅の土塁跡

①東辺土塁跡 (虎口南側)

⑥西辺土塁
,1参零 1鐘‐

③西南隅の櫓台跡

⑩東辺土塁 (虎口北側)

⑫ 堀
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(2)櫓門礎石 (北虎口及び西虎口)

二の丸の虎回は東・北・西虎回の 3か所がありましたが、東虎口を除いて櫓門の礎石が発掘調査
で確認されています。礎石が発見されたことから、上田城復興に着手した仙石忠政は櫓門を建造する

計画で事業を進めたものの、忠政の病死により二の丸の櫓門は未完成に終わりました。

(3)堀跡、櫓台、土塁 (土居)

二の丸の堀跡は、東側は昭和 2年に上田温泉電軌冊北東線の軌道敷となり、昭和 47年 に廃止にな
るまで使用されました。二の丸橋の南側には公会堂下駅が設けられ、後に公園前駅と改称されました。

駅舎跡地にはコンクリート製のプラットホームが残っており、二の丸橋と合わせて当時の面影を残し
ています。また、消防署の西側には大手北駅が設けられていましたが、現在は面影がありません。こ

うした近代構造物は史跡の本質的価値とはいえないものですが、一方で上田市の近代化の歴史を表現

する重要な文化財でもあります。史跡内に所在するこうした歴史的構造物については別項に取り扱い

の基準を設けました。
北側の堀は土塁を崩した土砂で埋め立てられ、児童遊園地となっています。城郭遺構の保護が重視
されていなかった時代のこととはいえ、三度とくりかえしてはならない行為です。今後は施設の移転
に合わせて原状回復を図っていくこととします。
二の丸の虎国には東西に各 1か所、土塁には6か所に櫓台が設けられましたが、このうち遺構が

保存されているのは東虎回の 1か所、土塁上の 2か所のみです。忠政が病死したため二の丸には櫓
は建てられなかったのですが、櫓門同様、櫓も構築する予定だったことがうかがえます。また、現在
では失われてしまった土塁もあり、こうした遺構の修復は土地の公有化や公共施設の移転後に随時実
施していくものとします。
(4)地下遺構 (穀蔵、煙硝蔵等)

二の丸の発掘調査は、整備事業に向けて継続的に行っていく予定です。仙石氏在城以降の絵図には
二の丸東虎口周辺に穀蔵が 4棟 (後に6棟)、 二の丸西南部に煙硝蔵 1棟が描かれています。これら
の遺構については発掘調査で精査を行い、その所在を確認する必要があります。また、一部の絵図に

は、武者溜りの東南隅に鎮守社、武者溜 りの石垣の間に門が描かれているものもあり、遺構が検出さ

れる可能性もあります。我々が把握していない遺構が残っている可能性は十分にあり、今後の調査に

期待されます。
〈城郭遺構 (尼 ヶ淵)〉

尼ヶ淵は本丸 。二の丸の堀を兼ねているものと解釈できるため、ここで、上記①、②とは別に要素
を抽出します。
(1)石垣 (南櫓下、員田神社下、西櫓下、本丸堀尻石垣)

尼ヶ淵には時期によって千曲川の本流や分流が流れていたことや、崖面が脆く崩れやすい性質だっ
たことから、築城以来崖の保護対策が講じられてきました。特に本丸に面した部分が重視され、洪水
による崖面のオーバーハングや雨水による浸食を未然に防ごうとしました。そのため、南櫓下、西櫓
下とも下段には享保の洪水後に設置された大規模な石垣があります。また、員田神社下は近世以降、
数度にわたって石垣を積んだことが目地から分かります。
仙石忠政の嫡男 。政俊が幕府に提出した「正保絵図」は、本丸堀は東西虎回の上橋より南側の部分
を空堀と記しています。このことから比較的早い時期には (あ るいは当初から)空堀となっていたこ
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とが分かりますが、東虎口側の堀尻石垣には排水口 (オ ーバーフロー式)があり、水を入れた、ある
いは入れる意図があったことがうかがえます。西虎口側の堀尻石垣は解体されて一部しか残っていま
せんが、東虎口と同様の形態だった可能性があります。
(2)崖面
上田泥流層の黄色い崖面は、史跡上田城跡の景観を特徴づける重要な要素と考えることができます。

特に石垣が積まれていない二の丸の崖面は、尼ヶ淵から史跡を見上げた際に自然の要害を体感できる
史跡の本質的価値と位置づけられます。
(3)地下遺構
尼ヶ淵の千曲川の流路は常に一定ではなく、洪水のたびに流路が変わっていたようです。そのため、

地下遺構の存在は可能性が低いと思われますが、洪水対策と推定される施設が所在したことをうかが
わせる史料があります。
3 本質的価値以外の価値を構成する諸要素 (第 9表)

「本質的価値を構成する諸要素」以外の要素をここに一括します。換言すれば「廃城後の上田城跡
の利用に関する諸要素」ともいえるでしょう。これらの諸要素を、社会の大きな転換点となった昭和
20年の終戦を区切 りとして二つに大別しました。廃城後に市民の憩いの場である「上田公園」とし
て変容していく過程で形成された遺構等を「近代の公園等形成に関する諸要素」とし、それ以外を「現
代の利用に関する諸要素」としました。
〈近代の公園等形成に関する諸要素〉
明治 4年 (1871)の廃藩後、上田城跡には陸軍東京鎮台第二分営が置かれますが、明治 6年には

廃止されます。城跡一帯の管理を引き継いだ長野県は、還禄士族の授産を目的として本丸と二の丸の
土地、建物等を彼らに払い下げました。しかし、明治 8～ 10年頃には払下げを受けた還禄士族の一
部に、土地や建物を返上したいと県に対して申し出る者が現れます。こうした状況は上田城跡に限ら
ず県内の他の城郭でも同様にみられます。
上田城跡の関係では、明治 10年 6月 25日 の日付が残る返上願いが保管されています (長野県行
政文書)。 本丸 と櫓の払下げを受けた還禄士族からの返上願いは現状では確認されていませんが、明
治 12年に本丸の土地を丸山平八郎直義が松平神社建設のために寄付をしていることから、この頃ま
でには本丸一帯を丸山家が入手していたことが分かります。丸山氏は当時の常盤城村に住み材木商や
蚕種・生糸商を営んでいました。「平八郎」の名は代々世襲されました。
丸山氏の篤志により、松平神社が本丸南側 (下の段)に建設され、明治 28年には北側 (上の台)

も神社付属の公園用地として丸山氏から寄付されました。明治末期の史料に本丸が「上田公園」と呼
ばれていたことを示すものがあり、梅や桜が咲く頃を中心に大勢の人で賑わっていたようです。大正
14年には本丸は神社境内を除いて市に寄付されました。丸山氏はまた、唯一解体されずに残ってい
た西櫓を最後の藩主・松平忠礼氏に献上しました。その結果、松平家の藩政史料の多く (松平神社文
書)がこの櫓に保管され現存することになりました。現在の上田城跡公園の礎は丸山氏の功績により
形成されたことを銘記すべきでしよう。
二の丸の公園化は昭和初期から加速します。市公会堂、児童遊園地、動物園、テニスコート等の体
育施設が相次いで作られ、市民の憩いの場としての役割を果たしていくことになります。また、二の
丸堀の一部は上田温泉電軌関東北線の軌道敷となり、公園利用者のために駅舎と線路をまたぐ二の丸
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〈写真図版6〉 近代の公園等形成に関する諸要素 (本丸)
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③近代の石垣 ④故渡邊平和君殉職記念碑
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⑤遺構表示板

⑦消火栓 (貯水タンク)

⑨神社境内との境界柵

⑥あずまや

③消火栓 (放水銃)と転落防止柵

⑩史跡の標柱
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〈写真図版7〉 近代の公園等形成に関する諸要素 (二の丸)
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⑤二の丸橋

⑦小泉橋

⑨市営テニスコート

⑥鉄道駅舎跡

③旧伝染病院事務棟

⑩民有地
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〈写真図版8〉 現代の公園利用に関する諸要素 (二の丸)
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⑤市立山本鼎記念館

⑦信州の花木園

⑨庭園

⑥市立博物館

③市民プール

⑩水飲み場

⑫信越放送ラジオ塔
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橋が建設されました。
これらは上田城跡の城郭構造とは直接関係するものではありませんが、近代以降の上田城跡の変遷

及び公園の形成過程を物語る要素として注目されます。
(1)神社 (員田神社、招魂社)

ア 員田神社 (松平神社・上田神社)

員田神社は、明治 12年 (1879)に建立された松平神社がその前身で、昭和 28年 (1953)に
上田神社、昭和 38年に員田神社と改称しています。現在は真田氏、仙石氏、松平氏の歴代城主を
祀っています。
〈略年表〉
明治 8年 9月   本丸の土地・建物等の払下げが裁下され、河合曽左衛門ほか還禄士族に払下げ

が決まる。
(～明治 11年 5月 )こ の頃までに丸山平八郎直養 または平八郎直義が本丸の土地 。建物等を購入し

たものと推定されるが、購入先、金額、年月日等は不明である。
明治 12年 3月  丸山平八郎直義が松平神社に本丸南側 (下の段)の土地を寄付する。
明治 12年 8月  松平神社創立が許可される。直義が寄付した本丸南側 (上田町上田第 6297・

6298・ 6299・ 6311・ 6312・ 6313イ 号//面積宅地 8反 6畝 75歩 8合 5勺、
地価金 210円 75銭、相当代価 1,572円 70銭)を社地とする。

明治 13年    本丸内を松平神社附属の遊園地として保存しようとの声があがる。
明治 18年 9月  直義が、本丸を遊園地として城跡の保存を図るべく、先に植物園を計画した発

起者及び賛成者に異議を問い合わす依頼を戸長役場にする。
明治 年     直義が所有していた本丸の残りの土地を寄付する (上田町上田 6302・ 6308・

6322・ 6296番/面積畑 1町 1反 7畝 37歩、地価金 100円 12銭、相当代価
1418円 80銭 )。

明治 22年 3月  1日藩主松平忠礼が松平神社内の櫓 (西櫓)と敷地の取得を希望し、直義がこれを
承諾し忠礼に献上する。以後、西櫓には松平家の記録・什物が保管される。

明治 29年頃   「改修委員会」の尽力により、有志者の寄附金が集まり、植樹なども盛んに行わ
れ、本丸が公園地の体裁を備えるにいたる。本丸内は明治 40年頃には既に
「上田公園」と呼ばれていた。

昭和 28年    真田氏と仙石氏を合祀して松平神社が上田神社と改称する。
昭和 38年    上田神社が員田神社と改称する。
イ 上田招魂社
明治 2年 5月 10日 に、上田藩の主催で戊辰 (北越)戦没者の招魂慰霊の祭典が小泉曲輪操練場
で挙行されました。翌 3年に二の丸の藩庁 (旧藩主屋形)表門前の広場に操練場を移転した際に、
その北側に社殿を建てて英霊を奉祀したのが上田招魂社のはじまりです。その後、社殿は旧城内に

移転します。なお、本丸内に招魂社があった当時に境内に建てられた日清戦争戦勝記念碑は、太平
洋戦争敗戦時に破砕・撤去されたそうです。
〈略年表〉
明治 11年 9月   二の丸の三十間堀の北に遷座する。
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明治 14年 6月   本丸の西北隅に遷座する。
明治 36年 4月  社殿の東側に戊辰役上田蕃従軍記念碑を建立する。

大正 12年 4月   二の丸北部に遷座する (現在の場所)。

昭和 年     二の丸・武者溜りにあった日露戦役忠魂碑を現社殿の西側に移転する。

昭和 14年 4月   内務省令により「上田護国神社」と改称する。
昭和 20年    GHQが 全国の護国神社を軍国主義施設としたことから上田招魂社に復称する。

(2)公共施設 (上田市公会堂、上田監獄支署、伝染病院等)

二の丸には明治 18年 (1885)に 上田監獄支署、大正 12年 (1923)に 上田市公会堂が設けられるなど、
公共施設が相次いで建設されました。昭和 2年 (1927)に は陸上競技場と野球場が二の丸百間堀の

地形を利用して造られ、昭和 3年に監獄が城外に移転すると二の丸の公園化が進みます。監獄跡は
遊園地・テニスコートとなります。監獄の門があった東虎口石垣の一部に当時の改変の痕跡が見られ

ます。
また、二の丸北虎回周辺に所在した伝染病院は、当初は上田町外二ヶ村組合立で設置され、廃止後

の建物は上田市健康センターとして利用されました。現在、建物は市民プールの事務所 。更衣室、公

園管理事務所の施設として利用しています。
ア 上田監獄署
近代以降、上田町に初めて監獄が設置されたのは明治 10年 (1877)9月 のことで、佐久郡役所

御影局から長野県監獄を上田町東常入字土井尻に移し、上田監獄所と改称したものです。その後、

監獄が二の丸東虎口北側に移転し、城外に再び移転します。
なお、二の丸の監獄敷地は、それ以前は畑地だったことが古写真から分かっています。

〈略年表〉
明治 12年    上田監獄署と改称
明治 16年    長野監獄本署上田外役所と改称
明治 17年    土井尻は湿潤な地で受刑者の健康上問題があるとの理由で二の丸東虎口北側に監

獄を移転することになる。この年に工事着工し、二の丸東虎口に専用の木造橋
ができる。翌 18年にはこの南側に公園利用者のための土橋を架設する (大正
15年に監獄移転と鉄道軌道の新設に伴い、コンクリートアーチの二の丸橋 とし
南側の上橋を撤去する)。

明治 18年 4月   二の丸に新築移転し、上田監獄支署と改称する。敷地は4,169坪余で、刑期 1

年未満の受刑者を収容した。
明治 19年 10月  上田監獄と改称する。
明治 23年    上田監獄支署に復称となる。
明治 36年 4月  長野監獄上田分監と改称する。
大正 11年    長野刑務所上田支所と改称する。
大正 13年    長野刑務所上田出張所に縮小され、刑事被告人拘留刑及び 15日未満の労役場留

置者を収容した。
昭和 2年 9月   刑務所の移転及び土地交換地払下申請が許可される。
昭和 3年 3月   上田区裁判所西方に移転新築され、二の丸の跡地が引渡され、その一部 1,294坪
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〈写真図版9〉 古写真等に見る「近代の公園等形成に関する諸要素」(1)

松平神社 (昭和 9年) 招魂社 (本丸上の台 。明治 40年頃)

上田監獄署 (明治 28年 ) 上田監獄署の塀 (昭和 2年 )

児童遊園地 (二の丸東虎口 。昭和初年頃) 三吉米熊先生銅像移転 (昭和 8年)
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テニスコート開設 (昭和 2年)

西櫓徴古館に改装 (昭和 3年)

テニスコート (昭和 11年)

築城 350年祭 (昭和 7年)

徴古館開館 (1階展示室 。昭和 4年)

〈参考〉市営運動場開設記念試合 (昭和 3年)
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〈参考〉陸上競技場開設 (昭和3年)
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〈写真図版 10〉 古写真等に見る「近代の公園等形成に関する諸要素」(2)
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〈写真図版 11〉 現代の公園等形成に関する記録 (1)

上田遊廓からふたつの櫓を移転 (昭和 19年)

市民会館建設中 (昭和 37年 )

本丸西虎口周辺 (昭和 37年 )

二の丸北堀を埋立て児童遊園地に (昭和 37年 )
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市民会館着工前 (昭和 37年 )
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二の丸東虎口から北虎口方面 (昭和 38年 ) 二の丸のクマ舎 (昭和 40年頃か)

本丸堀をスケート場に (昭和 35年)



〈写真図版 12〉 現代の公園等形成に関する記録 (2)

市立博物館起工式 (昭和 40年)

二の丸堀を通る北東線電車 (昭和 40年頃か)

二の丸堀の東北隅付近 (昭和 42年)

二の丸橋 (昭和 40年)

本丸堀で魚釣り大会 (昭和 40年)

崩壊前の南櫓下の中段石垣 (昭和 42年)

本丸 (昭和 42年)
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昭和 30年頃の上田城跡とその周辺

平成 13年の上田城跡本丸周辺 (発掘調査の際に撮影)
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を庭球場、1,752坪を児童遊技場とする。
昭和 9年     時の鐘が大手の石垣上から二の丸橋北側に移築される。
昭和 28年    児童遊園地内の動物園が復活する。
昭和 37年    山本鼎記念館を開設する。
昭和 40年    市立博物館が新築される。
昭和 42年    児童遊園地 (動物園)を二の丸北虎口東側に移転する。
イ 伝染病院
大正 6年 (1917)3月 に二の丸北虎ロー帯に伝染病院 (上田町外二ヶ村組合伝染病院)が完成
し業務を行いました。
当時の日本はコレラの流行がたびたびあり、明治 19年 (1886)の 大流行では長野県内において

ひびょついん
も多数の患者が発生しました。これを契機とし上田にも避病院が設置されました。避病院は隔離病
院とも呼ばれました。当時はコレラのほかにも腸チフス、赤痢、ジフテリアなどが流行し収容患者
は増加の一途をたどりました。
明治 30年に伝染病予防法が制定されると、避病院は伝染病院という名称に統一されました。明

治 45年 には上田町と塩尻村、城下村、神科村、豊殿村、神川村で、上田町外五ヶ村組合立伝染病
院の設立が計画されましたが、神科村、豊殿村、神川村が相次いで脱退するなど足並みがそろわず、
断念されました。

〈略年表〉
大正 4年 1月   上田町と塩尻村、城下村が上田町外二ヶ村伝染病院組合を設置する。
大正 6年 3月   二の丸に伝染病院 (上田町外二ヶ村組合伝染病院)が しゅん工する。
大正 8年 5月   上田市制施行により上田市外二ヶ村伝染病院組合と改称される。
大正 10年 9月  城下村が上田市に合併し、上田市外一ヶ村伝染病院組合となる。
昭和 29年    二の丸の伝染病院を廃止する。
(3)上田市公会堂/上田市民会館
上田市公会堂は市制施行後の大正 11年 (1922)に 用地買収を完了し、9月 に工事着工、翌 12年
11月 13日 に開館 しました。建設場所は二の丸の武者溜 り跡です。市民から建設の要望があがり、
寄付金は 112,999円 20銭に及びました。工事費は 132,544円 60銭であり、ほぼ全額を市民の寄付
でまかない建築された施設です。本館は木造三階建てで、2階には280畳の和洋折衷の大広間と和室
が 3室 (12.5畳 1室、6畳 2室)、 1階には洋室 1室 (54畳 )、 貴賓室 2室 (10畳 1室、12.5畳 1室)、

和室 2室 (14畳 1室、17.5畳 1室)、 事務室 1室 (15畳)等があり、当時、建物の規模や美しさで
東北信随一と評判だったそうです。
なお、当時の記録によれば、外周土塁は「東北西三方延長 83間 5分高平均 3尺築立」という記載

があり、公会堂建設の折に北と西の土塁は新たに築立てをし、公会堂の東側にある二の丸の土塁を現
状の3尺の高さにした可能性があります。近世末期の絵図には土塁の高さは 1丈 2尺 (約 4m)と あり、
現状は当時の 3分の 1程度の高さに改変されています。
終戦にともない、進駐軍の上田キャンプが作られると、公会堂は「アサマダンスホール」として使
用されました。
昭和 35年 (1960)に 公会堂を取り壊し、その 3年後に上田市民会館がしゅん工しました。
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昭和 30年頃の上田城跡とその周辺

平成 13年の上田城跡本丸周辺 (発掘調査の際に撮影)
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(4)鉄道関係施設 (上田温泉電軌船北東線軌道敷及び駅舎、二の丸橋)

上田温電北東線が開通したのは、昭和 2(1927)年のことで、まず上田―伊勢山間が開業し、翌年
には伊勢山一本原間、本原―真田、本原―傍陽間が順次開業しました。二の丸堀の東部分すべてが軌
道敷として利用され、営業にあたってはコンクリート製の二の丸橋、公会堂下駅 (昭和 23年から公
園前駅と改称)が設置されました。当時、堀の法面を削平する工事が行われたようですが、堀底に軌
道を通す工事はそれほど難航しなかったとのことです。公会堂下駅は無人駅だったものの、花見の時

期やイベントの際には乗降客が多かったようです。昭和 47年 (1972)に 廃線になり、レール、電柱、
架線等は全て撤去されましたが、現在でも二の丸橋と駅舎プラットホームが残っています。また、廃

線後に堀の法面は盛土をして景観回復を行っています。昭和 56年に二の丸堀電車軌道敷跡地を利用
してけやき並木遊歩道が完成しました。
(5)石碑・胸像
史跡内に所在する石碑・胸像のうち、年代の判明するもので一番古いものは、明治 23年 (1890)
に本丸に設置された「上野集義堂碑」(上野尚志 教育者・郷土史研究家)です。上田城跡に戦前に設
置された石碑・胸像はこのような先人顕彰を目的としたものが多数を占めますが、本丸上の台に戊辰

戦争上田藩従軍記念碑、二の丸招魂社に日露戦没者慰霊碑があります (第 19表)。

(6)植栽 (ソ メイヨシノ、スギ、ケヤキ等)

明治初期の公園内の植栽については、本丸に所在した樹木は払い下げられたため、一部を除いて伐

採されたものと推定されます。史跡内に所在する樹木のうち、スギなどの巨木は近世から残つている

ものと推定されます。
先にふれたように、明治末頃の本丸。上田公園は花の名所として既に知られていたようです。また、

本丸堀周辺のソメイヨシノは古写真から昭和初期頃に植えられたものと推定されます。
スギは尼ヶ淵に面した土塁跡や二の丸に植栽されています。既に古大木となり、倒壊の危険がある

ものも多く、随時、伐採や枝の剪定をしています。植栽された時期は近世と推定され、明治末頃の写

真に生長したスギが写っています。また、ケヤキは東北線廃止後に軌道敷の西側法面にまとまって植
栽され、現在はケヤキ並木遊歩道として親しまれています。
植栽とは異なりますが、養蚕が盛んだった頃、二の丸や尼ヶ淵には桑畑が設けられましたが、もは

やその面影はありません。現在、民有地となっている部分は畑として自家用作物を栽培しています。

(7)石垣
史跡内の石垣には、廃城後に新規で設置したか、あるいは近世の石垣を改変して利用しているもの

を多く見ることができます。
先にふれたように、二の丸東虎回の石垣は監獄の正門を造る際に改変された痕跡が見られます。石
垣の上に自壁の高い塀があったことが写真から判明しています。
西櫓周辺では、員田神社の裏手から登る石段とその周辺の石垣は近代に設置・改変されたものであ

り、櫓台石垣の西下にも近代の石垣があります。これらは徴古館として西櫓が利用された当時に施工

されたものと考えられます。また、かつて尼ヶ淵から段崖を登るための道があり、堀の南側にあった

石垣を解体し、改変しています。
現在、南櫓の公開のために使用している石段は近代の所産です。昭和 20年 3月 に撮影された南櫓
復元工事の写真にこの石段が写っています。この工事に合わせて設置されたのかは定かではありませ
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んが、戦後に南櫓を博物館として公開する以前からあった石段のようです。
本丸の上の台と下の段を区画する石垣は、一部に近世の面を残すものの近代に改変された部分が多
く見られます。
〈現代の公園利用に関する諸要素〉
上田城跡は史跡面積の約 87%が公有地であることから、市立博物館等、各種の公共施設が多 く所
在します。これらはほとんどが史跡公園・都市公園としての管理活用に関する施設として位置づけら
れるものです。
(1)公共施設
史跡内には市民会館をはじめ、山本鼎記念館、市営プールといった公共施設があります。これらは

昭和 30年前後に建設されたものです。
(2)公園・便益施設
表示板、照明灯、 トイレ、ベンチなどがこれにあたります。
(3)ラ イフライン (電気 。上下水道)

住宅等が所在していたこともあり、上水道管は本丸東虎口を通 り、上の台まで敷設されています。
下水道管は二の丸の市民会館、博物館、市民プールの所在する一帯に埋設されています。電線は史跡
内において一部を除き地中化されています。
(4)史跡の保存管理活用施設 (市立博物館、消火栓設備、ライトアップ施設、説明板)

市立博物館は史跡上田城跡の出土品や歴代藩主関連の文化財を展示しています。また、本丸 3棟の
櫓は長野県宝に指定されており、消火栓設備 (櫓 1棟につき放水銃 2基)やライトアップ施設等を
備えています。史跡に関する説明板は本丸を中心に配置しています。
(5)石碑・胸像
先にふれた近代のものと比べて、先人顕彰のための石碑・胸像のほかに、歌碑や川柳碑がみられる
ようになることが特徴です。
(6)そ の他 (愛の鐘鉄塔、ラジオ塔)

愛の鐘は、公園内の放送、昼の合図、夕方に子どもたちの帰宅を促す音楽等を流すスピーカーが付
いた鉄塔の愛称です。
ラジオ塔には、信越放送のラジオ放送を流すためのスピーカーが付いていますが、現在は稼動して
いません。設置経過については不明な点が多いのですが、信越放送がラジオ放送を開始したのは昭和
26年のことなので、設置はこの年以降と考えられます。

第 3節 保存管理の内容

次のように、それぞれの場所や要素に応じて適切に保存管理を行うものとします。
1 維持管理
(1)櫓、石垣、土塁、堀、地下遺構等が良好な保存状態を保っているか日常的な点検を行って確認し
ます。万一き損が確認された場合には速やかに復旧のための措置を講ずるものとします。
(2)史跡公園として快適な環境を維持するために、史跡内の整枝、除草等については適切に実施しま
す。また、樹木の生長により根が石垣や土塁、地下遺構等に影響しないよう注意を払います。
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(3)地震や暴風雨等の後にはき損箇所の確認を速やかに行い、万一き損が発生した場合には、直ちに
文化庁、長野県教育委員会の指示を仰ぎ、応急措置等を実施します。
2 防災及び防犯、事故防止
(1)日頃から、適切な防災及び防犯、事故防止対策を講じます。
(2)火災、事故、自然災害等が発生した場合に対応する管理体制を確立します。特に尼ヶ淵崖面の崩
落危険箇所については日常的に巡視を行い、細心の注意を払うとともに景観に配慮した崩落防止対策
を実施します。
(3)夜間の立ち入りが可能な都市公園であるため、防犯上の観点からもライトアップや外灯による照
明を行います。また、侵入盗による被害を防止するため各施設に施錠等の指導を行います。
(4)櫓台石垣の上、堀の周囲、尼ヶ淵崖面等には景観に配慮した転落防止柵等の施設を設置します。
3 復旧
(1)史跡の本質的価値を構成する要素にき損や劣化が認められる場合に、き損等の前の状態に戻すた
めに行います。
(2)復旧に際しては遺構の保存が大前提であり、1日景観を損なう施工は原則として行なわないものと
します。
4 復元・整備、及びその他の現状変更
(1)建造物や地形等の復元・整備は、十分な調査研究と整備効果を検討したうえで、文化庁、長野県
教育委員会、上田市文化財保護審議会、史跡上田城跡整備実施計画検討委員会等の指導のもとに行う
ものとします。
(2)そ の他の現状変更については、所有権その他財産権に考慮し、関係者等との調整を図り、必要ま
たはやむを得ないと判断される場合には現状変更の取扱基準 (第 5節)に則って行うものとします。

第 4節 保存管理の方法

上田城跡の史跡指定範囲は本丸全域と二の丸の大半であり、史跡の本質的価値を構成する諸要素が
数多く保存されている区域です。一方、二の丸のうち、指定範囲外となつているのは市営陸上競技場
等の体育施設が所在する区域であり、ほとんどが市有地であることから施設移転後に史跡範囲の拡大
を計画しています。
また、三の丸については、市役所、消防署、学校等の公共施設をはじめ、商店、住宅等が多数存在

する区域です。三の丸を包括する史跡指定は、市民の生活及び経済活動を踏まえれば現実的ではあり
ませんが、文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地として登録し、城下町や三の丸堀の地下遺構の調
査に積極的に取 り組んでいます。
ここでは上田城の惣構え (本丸・二の丸 。三の丸)の範囲について4つの地区区分を行い、それぞ

れ保存管理の方法を整理するとともに各地区に所在する史跡を構成する諸要素について個々の保存管
理方法をまとめました。
1 地区区分と保存管理の方法
上田城の縄張りを基準に、本丸、二の丸、三の丸のブロックに区分し、二の丸については史跡指定
の有無を基準に更に二の丸A、 Bと 区分します。こうして設定した4地区 (本丸地区、二の丸A地区、
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二の丸B地区、三の丸地区)についてそれぞれ保存管理の方法を提示します。
(1)本丸地区
史跡上田城跡で最も本質的価値が顕在化している地区であり、隅櫓 3棟、土塁、堀をはじめ、復元
した東虎口櫓門等、城郭構造を体感できる枢要な区域です。
本丸は松平神社の建設が端緒となって最も早 く公園化された場所です。しかし、近年まで飲食店等

が所在するなどしたため、発掘調査の結果、地下遺構の遺存状況は良好ではありませんでした。仙石
忠政の復興以降、本丸には天守や御殿はなく、櫓 7棟 と櫓門 2棟、そして侍番所という施設が所在
したのみと伝えられており、廃城の際まで大きくその姿を変えることはなかったとされています。今
後はこうした廃城時の状況を適切に復元整備し、史跡の景観向上にも配慮していくものとします。そ
のため、新たな建造物の設置は、学術的調査等の成果を踏まえ、櫓や土塀、石垣などの復元整備に関
するもの以外は原則として認めないこととします。ただし、史跡を保存管理するために必要な施設等
はこの限りではありません。
また、員田神社は史跡の保存活用に寄与している現状を踏まえ、お互いの緊密な連携のもと、共存
を図っていくものとします。
(本質的価値を構成する諸要素〉
ア 隅櫓・土塀
。現存する隅櫓 (西櫓 。南櫓・北櫓)は、現状を適切に保存し、必要な修理を行います。保存のた
め西櫓の内部公開は行っていませんが、南櫓・北櫓は展示公開を積極的に行い、見学者が城郭構造
を体感できるようにします。西櫓の内部公開は管理体制を整備したうえで実施を検討します。
・払下げの際に失われた 4基の隅櫓のうち 3基の遺構や土塀跡が発掘調査で検出されており、現
地に保存されています。3基の隅櫓と土塀の復元整備実現に向けた調査、資料収集に取り組みます。
西虎回櫓門の西側に所在した櫓は現在、櫓台石垣が解体撤去されて遺構が残っていませんが、将来
の復元整備が可能となるよう資料収集に取 り組みます。

イ 櫓門
・復元整備した東虎口櫓門は適切に保存しながら必要な修理を行います。南北櫓と接続しているこ
とから、両櫓とともに内部の展示公開を積極的に行います。
・失われた西虎口櫓門の遺構は平成 3年度の発掘調査で検出されており、露出展示されています。
今後は、上部構造の復元整備の実現に向けた調査、資料収集に取り組みます。
ウ 石垣 (櫓台石垣・虎口及び土橋石垣 。だんご山石垣)

・良好な状態を維持している石垣は現状を適切に保存します。
。き損もしくはその危険が生じた石垣は、発掘調査や文献調査、3次元レーザー測量の成果を反映
させて解体修復等の措置を講じます。
・西虎回の復元整備は員田神社との合意形成が必要であり、適切な時期に復元整備を検討します。

工 井戸 (真田井戸)

。地下遺構の状態は比較的良好です。現在上部に木製構造物等はありません。また、経年変化によ
り地上の石積みにズレが生じています。き損もしくはその危険が生じた場合には文献調査等の成果
を反映させて解体修復等の措置を講じます。

オ 堀 と土塁 (土居)
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・堀は将来にわたって水面を保持していくこととします。水深は正保絵図に記される2間 (約 3.6

m)と するのが理想ですが、城が営まれていた当時と水源が異なる (現在は雨水や地下水を使用)

ことや公園利用者の安全確保上の問題から、現状の 50cm程度を維持します。なお、自然環境の
変化により水が確保できなくなった場合にはこの限りではありません。
・堀の水質向上のために、堀底の堆積物についてはじゅんせつ等の適切な管理を実施します。ただ
し、水質浄化については、堀本来の機能を考慮し、水が極端に透明となるような浄化は行わないも
のとします。
・堀の法面の崩落が著しい箇所には植生シート等による保護を検討します。また、堀水による法面
下部の浸食が著しい箇所には遺構の保存と景観上の観点から措置を検討し、防止対策を講じること
とします。
。土塁が良好に保存されている場合は現状を適切に保存します。
・土塁がき損している箇所については復元整備を実施します。また、隅櫓等の建造物を土塁上に復
元整備する際には発掘調査等の成果を反映させ、土塁の整備を実施します。

(2)二の丸A地区
二の丸のうち史跡指定がされている範囲をA地区とします。北 。東 。西虎口や、市民会館が所在す
る武者溜り、博物館周辺に所在した穀蔵跡等、近世の絵図にはこれらの主要な遺構が描かれています
が現存するものはわずかです。発掘調査が行われていない区域については、今後、施設の移転等に合
わせて発掘調査を実施し遺構の確認をします。そのうえで、虎回の石垣や櫓台、武者溜り、三十間堀
等の復元整備を行います。
現状では、市民会館や山本鼎記念館、テニスコート等の施設が所在していますが、移転地が用意で
きるまでの間はこれを維持することとします。ただし、新たな建造物の建設は石垣などの復元整備に

関するもの以外は原則として認めません。
また、史跡の本質的価値ではありませんが、堀に残る近代鉄道の遺構については上田市の歴史遺産
として保存活用していくことも検討します。
〈本質的価値を構成する諸要素〉
ア 石垣 (東及び北、西虎日)

。良好な状態を維持している石垣は現状を適切に保存します。
・き損もしくはその危険が生じた石垣は、発掘調査、文献調査及び 3次元レーザー測量の成果を
反映させて解体修復等の措置を講じます。
イ 櫓門礎石 (北虎口及び西虎口)

。発掘調査で北虎口及び西虎日の櫓門礎石が良好に検出されており現地で保存されています。ただ
し、仙石忠政の復興では二の丸の虎口 (東及び北、西虎口)の櫓門は造られず、廃城まで存在しな
かったことが史料から知られています。そのため、現在行つている遺構の露出展示をそのまま維持
していくこととします。

ウ 堀、櫓台、土塁 (土居)

。城が営まれていた当時の堀が良好に保存されている箇所はありません、そのため、適切な時機に

原状回復を行い復元整備をしていく必要があります。
。三十間堀は水の手として重要な存在だったことが史料からうかがえるため、水を湛えた状態での
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復元整備も検討します。
。櫓台は8か所存在したことが知られており、現状では南西隅の 1か所が良好な状態で保存され
ています。これについては城郭構造を体感できるよう整備をします。
。き損した櫓台は修復を行い、発掘調査や文献調査等の成果を反映させて修復等の措置を講じま
す。
。良好な状態を維持している土塁は、現状を適切に保存します。
。き損した土塁は修復を行い、発掘調査や文献調査等の成果を反映させて修復等の措置を講じま
す。
(3)二の丸B地区
二の丸のうち、史跡指定がされていない範囲をB地区とします。市民体育館周辺の小泉曲輪や、市

営陸上競技場 。市営野球場が所在する百間堀・広堀、本丸南側の尼ヶ淵等を含みます。一帯は既にほ
とんどが市有地となつていることから、遺構の保存と活用を目指し、史跡の拡大を検討します。今後、
発掘調査が行われていない区域については施設の移転後に発掘調査を実施し遺構の確認を行い、その
うえで、石垣、櫓台、堀等の復元整備を行います。現状では、体育施設等の施設が所在しており、移
転用地が確保されるまでの間はこれを維持しながら使用することとします。
史跡指定までは二の丸A地区の方法に準じた保存管理ができるよう、庁内各部局等の理解と協力を

得ていくこととします。
〈本質的価値を構成する諸要素〉
ア 尼ヶ淵石垣 (南櫓下、員田神社下、西櫓下、本丸堀尻石垣)

。良好な状態を維持している石垣は現状を適切に保存します。
・き損もしくはその危険が生じた石垣は発掘調査や文献調査、3次元レーザー測量の成果をもとに
解体修復等の措置を講じます。
イ 尼ヶ淵崖面
・将来にわたって崩落の危険性がある場合には、上田泥流層崖面の風合いを失うことのないように
配慮した措置を検討したうえで、対策を実施します。
ウ ニの丸堀 (百間堀、広堀)

。城が営まれていた当時の堀が良好に保存されている箇所はありません、そのため適切な時機に原
状回復を行い復元整備をしていく必要があります。
・良好な状態を維持している土塁は現状を適切に保存します。
・き損した土塁は修復を行い発掘調査等の成果を反映させて修復等の措置を講じます。
(4)三の丸地区
史跡指定範囲ではありませんが、藩主居館、作事場、大手門、三の丸堀といった地下遺構が点在し、

武家屋敷の面影を保存する建造物もわずかに見られます。そのため、三の丸の区域については埋蔵文
化財包蔵地・上田城跡 (遺跡番号上田 66)と して遺跡分布地図に搭載し、開発行為等に伴う発掘調
査を実施し、重要な遺構が発見された場合には適切な保護措置を講じています。ただし、近世遺構は
近代のものと重複している事例が多く、建物基礎等の検出が難しいことが課題です。
三の丸地区は市街地の一部となっており、市役所や学校などの公共施設のほか、商店や住宅等が多
数所在する場所であることから、開発行為の把握に努めるとともに、今後も埋蔵文化財包蔵地として
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市民の理解と協力を得ながら発掘調査を実施し、遺構の状況についてデータを蓄積していくこととし
ます。
2 本質的価値以外の価値を構成する諸要素について
これまで述べてきた価値以外にも上田城跡には多くの諸要素が存在します。ここでは、それらを一

括して掲げ保存管理の方法を示します。特に、廃城後の上田公園一帯の形成過程を示す要素のうち、
重要な位置づけが可能な要素については本質的価値との共存 。調和を図っていきます。
(1)日 常的な維持管理
・園路等については遺構の保護に影響のない範囲で軽微な修繕等を実施します。
・柵杭の設置については遺構の保護に影響のない範囲で実施します。
・工作物については地面の掘削を伴わない軽微な修繕については適宜実施します。
・適切な樹木管理を行い遺構の保護や史跡の景観保全に取り組みます。
・花壇は軽微な盛土を行ったうえで設置するものとします。ただし、プランター等はこの限りでは
ありません。
(2)上田城跡公開普及施設
・市立博物館は上田城に関する展示を主体とした施設であり、当面は現状を維持します。ただし、
穀蔵があったとされる場所であるため、建物更新の際には近接する史跡外の適地に移転、あるいは
穀蔵を外観復元して内部を博物館とすることなどを検討します。その際には史跡のガイダンス施設
としての機能を付加します。
。ライトアップ施設については現在高架式の施設を2基設置し、櫓と櫓門をライトアップしてい
ます。また、本丸堀等の周囲に地上式の機器を仮設し、櫓、石垣、土塁、樹木を照らしています。
これらは夜間の史跡の活用の手段としてだけではなく、来訪者の安全性向上にも配慮しています。
適切なメンテナンスを行い維持していきます。
(3)公共施設及び都市公園関連施設
・市民会館、山本鼎記念館は史跡外に新たに建設する文化施設へ移転することが予定されており、
跡地を武者溜 り等として整備する計画です。
・体育施設としては、市営東テニスコート、市営プール (ち びっこプールを含む)を移転対象施設
と位置づけています。また、史跡地拡大を想定している範囲には、市営陸上競技場、市営野球場、
市民体育館、市営西テニスコート、市営弓道場、市営ボクシング場が所在します。これらは住民や
中学・高校の生徒等が日常的に使用しているものであり、移転することによる影響が大きい施設と
考えられます。今後も引き続き、移転に関する方策を検討するとともに、移転先等が具体化するま
では維持補修的な軽微な修繕等を容認し現状を維持することとします。
・ トイレや水飲み場、休憩所などの便益施設については、今後、公園全体の配置を見直し、移転や
増設を検討します。
(4)神社
員田神社の前身である松平神社は、明治 12年以降本丸下の段に鎮座し、本丸を公園に転換する主
導的な役割を果たすとともに、本丸一帯を管理し良好な環境を維持しました。その後、公園となった
区域を上田市に寄付したことにより、二の丸を含めて市が公園を整備する契機を作りました。廃城と
なった城郭が数多いなかで、こうした一連の経過は土地の寄付者である丸山平八郎直義らの功績と合
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わせて上田城跡の近代以降の歴史を考える上で最も特徴的な史実です。これまで員田神社とは移転対
象施設の取り扱いにおいて認識の行き違いがありましたが、保存管理や整備事業において神社活動に

制限を設けることはありません。
員田神社の参詣者は櫓や博物館の見学者となる場合も多く、建造物の少ない上田城跡の現状におい

て集客のうえで員田神社が果たしている役割を見過ごせません。今後の整備については史実に忠実な
整備を進めるという観点を基本としますが、双方の立場を尊重し連携しながら課題解決を図ることが

最重要と考えます。文化財保護の視点からは将来的な移転等についても課題の一つと認識しますが、
現実的にはこれまでに員田神社が上田城跡の保存に対して果たしてきた歴史的役割を評価し、また、
現在も集客上大きな役割を果たしていることを考慮し、城郭の本質的価値と員田神社との共存・調和
を図ることが適切であると考えます。
上田招魂社は戊辰 (北越)戦没者の御霊を祀ったのが設立の契機であり、当初は三の丸の藩庁 (藩

主屋形)表門前の広場北側に鎮座しました。次いで二の丸 。三十間堀の北側に遷座し、明治 14年に
本丸上の台に移され、現在の二の丸に遷座しました。現在は先の大戦で犠牲になった多くの人の御霊
も祀られています。招魂社の管理は遺族会が行っていますが、戦後 70年余が経過し、遺族会会員は
高齢化し、社殿等の維持管理が困難になりつつあることも事実のようです。境内地の一部公有化等に
ついては要望に沿って遺族会と協議を進めるとともに、これまでの歴史を踏まえ史跡外移転について

も課題として認識しつつ、現状を維持していくことが適切であると考えます。

第 5節 現状変更の取扱いの方針及び基準

1 現状変更等の取扱い方針
第 2節で示したとおり、史跡上田城跡には城郭構造を表す「本質的価値を構成する諸要素」と「近

代の公園等形成に関する諸要素」「現代の公園利用に関する諸要素」が存在します。このうち、「本質
的価値を構成する諸要素」と一部の「近代の公園等形成に関する諸要素」については、これらを将来
にわたって保存していくために保存管理の方法を定めるとともに、史跡内で想定される現状変更等の

行為に対してその取り扱い基準を定めました。
その方針としては、史跡の復元整備事業に関する行為を除き、本質的価値や地形、景観を損なう行

為についての現状変更は認められないことを原則としました。また、一部の「近代の公園等形成に関
する諸要素」については個別に取り扱い基準を定めました。
なお、史跡指定地とその周辺は都市計画法、都市公園法、農地法などの規制を受ける区域でもある
ため、関係法令との調整を図りながら適切な事務処理をすることが必要です。また、所有権や財産権
にも配慮し、関係者との調整を図ることも必要です。
2 現状変更等の許可が必要な行為
史跡内において現状変更等の許可申請の対象となる行為、または史跡において現状を変更し、その

保存に影響を及ぼす行為 (以下、現状変更等)については、文化財保護法 (以下、法)第 125条の
規定に基づき、文化庁長官の許可を得る必要があります。また、法第 168条の規定に基づき、国の
機関による現状変更等の場合は文化庁長官の同意を求める必要があります。なお、現状変更等のうち
で軽微なものについては、文化財保護法施行令 (以下、令)第 5条第 4項の規定に基づき、上田市
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教育委員会が許可事務を行うことになっています。
史跡上田城跡において想定される現状変更等の許可が必要な行為には次のようなものがあります。
ア 建築物・構造物の新築、増築、改築、移転、除去
イ エ作物の設置、撤去、改修
ウ 公園管理に伴う修繕等の行為
工 土地の掘削、切土盛土等による土地の形状の変更
オ 木竹等の伐採、移植、植栽
力 発掘調査等の土地の掘削を伴う調査及び史跡の保存整備
キ 地中に埋設された水道管等の設置、撤去
ク その他史跡の保存に影響を及ぼす行為
3 現状変更等の許可が不要な行為
法第 125条に規定する現状変更等の制限については、史跡内において以下のア～ウの行為を実施す
る場合には許可は不要とされています

(1)維持の措置
ア 史跡がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡
をその指定当時の現状に復するとき

イ 史跡がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大の防止するための応
急の措置をするとき
ウ 史跡の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧があきらかに不可能である場合におい
て、当該部分を除去するとき

(2)非常災害のために必要な応急措置
ア 石垣、土塁、尼ヶ淵崖面等が崩壊したとき
イ 樹木が倒壊したとき
ウ 上水道管が破損し、多量の出水を生じているとき

(3)公園の維持管理
ア 植生の日常的な手入れ (枯損木、倒木処理、剪定、添え木の設置、病害虫防除、草刈りなど)

イ 街灯、防火水槽ポンプ、消火栓などの機器の清掃 。保守点検
ウ 園路等の簡易な補修
工 工作物の塗装の塗り替え (同系統色とする)

オ 堀、水路の清掃
(4)現在実施されている農業行為
ア 指定以前から土地の所有権を有し、地下遺構面をき損することがない方法で、現在の作物ない
し同種の作物の栽培を行う場合

4 上田市教育委員会による現状変更の許可が必要な行為
2に示した法 125条 による現状変更が必要な行為のうち、次に掲げる文化庁長官の権限に属する
事務は、令第 5条第 4項に基づき、現状変更の許可及びその取消し並びに停止命令を上田市教育委
員会が行います。
(1)小規模建築物で3か月以内の期間を限って設置されるものの新築、増築、改築又は除却 (た だし、
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土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る)

(2)工作物の設置、改修もしくは除却 (た だし、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を
伴わないものに限る)

(3)道路の舗装もしくは修繕 (た だし、土地の掘削、盛上、切土、道路幅員の変更など土地の形状の
変更を伴わないものに限る)

(4)史跡の管理に必要な施設の管理、改修または除去
(5)埋設されている電線、ガス管、上下水道管の改修 (た だし、規格、規模、位置の変更を伴わないもの)

(6)史跡の保存活用に影響を及ぼす木竹の伐採
5 現状変更の許可基準 (第 10表 )

保存管理の方法に基づき、4に示した現状変更の内容ごとに下記のとおり取扱い基準を定めます。
史跡内には公益上必要な施設等が存在し、都市公園としても市民に親しまれているため、これらの
機能の維持にも配慮しつつ、遺構の破壊や景観の保全に影響がないよう、史跡の本質的価値の保存を
前提に、現状変更の許可事務を取り扱うこととします。
(1)公園施設・便益施設の改修、新設など
史跡の活用に資する施設を改修する場合は遺構に影響がないことを前提とし、史跡の価値及び景観

の保全に影響を及ぼさない場合は認めるものとします。新設の場合は遺構の保存状況や施設の必要性
を踏まえて判断することとします。
(2)建築物の新築、増築、改築、移転または除去
建築物の新築は史跡整備を目的とした復元建築物を除いて原則として認めません。ただし、史跡外
の場所では設置の意義を失うような必要不可欠な建築物の場合はこの限りではありません。建築物の
除去は遺構に影響がないことを前提として認めるものとします。
(3)工作物・土木構造物の設置、改修
防犯 。防災を目的として史跡内の土地、建造物、施設を管理する際に必要な工作物、土木構造物の

改修にあたっては遺構に影響がないことを前提として認めるものとします。また、新規に公共的な上
水道管等を埋設する場合は、試掘調査や工事立会いを実施し、地下遺構に影響のない範囲であること
を確認した上で認めるものとします。
(4)地形の変更
保存整備事業に伴う地形の変更を除き、土塁の削平や堀の埋め立てなど地形の大きな変更を伴う行

為は原則として認めないこととします。
(5)木竹の伐採・植樹
櫓、石垣、堀などの重要な遺構周辺での新たな植樹は法面保護や植生復元のための低木などを除い
て原則として認めないこととします。
(6)発掘調査及び保存整備
遺構の保存や状況把握に関わる調査は、その目的を明確にしたうえで、適切な範囲で行う場合は認
めるものとします。学術的調査の成果に基づ く保存修理、整備を行う場合は、方法などを十分検討し
た上で行う場合のみ認めることとします。
6 公有化の方針
現在、史跡指定地の 87.2%が市有地となっており、残りの土地は神社境内と民有地となっています。
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第 10表 現状変更の許可基準

種 別 等 内容
史跡指定地 追加指定検討地 未指定地

本丸地区 二の丸A地区 二の丸B地区 三の丸地区

現状変更の取扱方針
史跡の調査研究・保存管理・整
備活用に資するもの及び防災
等の緊急を要する場合の措置
以外は認めない

追加指定検討地
については市役
所関係部局や地
域住民との調整
を図りながらA地
区に準じて協力
を求める
追加指定後には
A地区に準じた
取扱基準を適用
する

文化財保護法
第93条・94条に
基づく埋蔵文化
財包蔵地 (上
田城跡 )として
扱う

①
公園施
設便益
施設

園路・水路・トイレ
水呑場、外灯・遊
具など

新築
史跡の保存・管理・活用及び防
災等の観点から必要と判断され
るものは認める

増築
改築
移転

史跡の保存。管理・活用及び防
災等の観点から必要と判断され
るものは認める

② 建築物 家屋・テニスコー
ト・プーールなど

新築

原則として認めないが保存管
理・整備活用に資するものにつ
いては遺構の保護及び景観ヘ
の配慮を前提に可

増築
改築

保存管理・整備活用に資するも
のについては遺構の保護及び
景観への配慮を前提に可
撤去及び宗教活動に必要な場
合は遺構の保護及び景観への
配慮を前提に既存建造物の範
囲内で可

③ 工作物
道路・橋梁・ガス・
電線。上下水道・
水路。その他の工
作物等

新築

原則として認めないが保存管
理・整備活用に資するものにつ
いては遺構の保護及び景観ヘ
の配慮を前提に可

増築
改築
改良
維持
管理

保存管理・整備活用に資するも
のについては遺構の保護及び
景観への配慮を前提に可
撤去及び宗教活動に必要な場
合は遺構の保護及び景観への
配慮を前提に既存建造物の範
囲内で可

④ 地形変
更

土砂採取・掘削・
削平・埋立・盛土・
その他の地形改変
等

改変

原則として認めないが包含層に
達しない軽微な変更。発掘調査
整備活用・防災上必要な場合は
この限りではない

⑤ 植 栽
新規植栽
枯死木・老木等の
伐採や剪定

植栽
伐採
剪定

伐採・剪定。樹種転換・外来樹種
の撤去等の場合は地下遺構に
影響のない範囲で可
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第 11表 史跡周辺地域の環境を構成する要素

史
跡
周
辺
地
域
（二
の
丸
・
三
の
丸
）
の
環
境
を
構
成
す
る
要
素

本質的価値

城郭遺構
藩主居館跡 (表門・土塀・土塁。濠。土蔵 )・

中屋敷 (作事場 )跡。大手門跡・藩校跡。大手通り。武家屋敷
小泉曲輪。百間堀・捨堀

関連遺跡

寺社 (芳泉寺 (常福寺 )・海禅寺。大輪寺。金昌寺。本陽寺・願行寺・

日輪寺・宗咋寺・妙光寺。人幡社・科野大宮社
寒松院の墓 (大輪寺 )。 大蓮院 (小松姫 )の墓 (芳泉寺 )・

仙石家霊廟 (芳泉寺 )・仙石家墓所 (本陽寺 )

立地環境 上田泥流層崖面

移築施設
作事場の門 (房山 )・ 時の鐘 (二の丸 )。 米蔵 (川原柳 )・

藩主居館の門 (本陽寺 )

活用施設 文化財表示板 等

本質的価値
以外の価値

近代の利用に
関する諸要素

上田温泉電軌 東北線軌道敷跡・公会堂下 (公園前 )駅舎跡・
北大手駅跡地・

市営陸上競技場。市営野球場。

旧上田市立図書館・小県上田教育会館

現代の利用に
関する諸要素

市役所関連施設。商工会議所。小。中・高等学校・都市計画道路・

公園施設 (公園管理事務所。上田城跡駐車場。芝生広場 )。

市民体育館・市営西テニスコート・ボクシング場。

体育施設駐車場。勤労青少年ホーム及び駐車場。市営プール・

建築物 (店舗・商業施設。銀行・病院・駐車場。一般住宅。

集合住宅。公園等 )等

管理団体である上田市は、現状変更の制限により、他の地権者が損失を受ける場合や整備のために、
指定地内の土地の公有化 (買上げ)を行います。ただし、これらの土地においては、現在も神社の活
動、畑の耕作が行われていることから、条件が整い次第、公有化するものとします。

第 6節 追加指定等の検討と史跡周辺の遺構の保全

現在の史跡範囲は本丸全域と二の丸の一部となっており、百間堀、小泉曲輪、尼ヶ淵等の遺構は指
定地に含まれていません。また、三の丸、城下町、周辺地域にも史跡の本質的価値を構成する要素と
して位置づけられる藩主居館跡、武家屋敷、墓所、寺社等が数多 く分布しています (第 11表 )。 こ
れらは国史跡の指定はされていないものの上田城の城郭構造を現在に伝える良好な遺構であり、指定
地と同等あるいはこれに準じた保護を図る必要があります。
百間堀跡、小泉曲輪、尼ヶ淵等については地権者の理解と協力を得ながら、追加指定を検討して後

世に伝えていくものとします。ただし、公有地化については、それぞれの箇所で追加指定が具体化し
た時点で改めて検討を行うものとします。
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三の丸や城下町には、藩主居館跡 (現 :長野県上田高等学校)、 中屋敷 (作事場)跡 (現 :市立清
明小学校)、 上田藩校明倫堂跡 (現 :市立第二中学校)が学校敷地として利用されており、藩主居館
跡には表門、土塀、濠 (堀 )、 土塁が保存されているほか、中屋敷跡にも堀の一部が残っており、武
家屋敷が丸堀や木町等に数軒残っています。また、大手門があった付近では、櫓台等は撤去されてい

ますが、枡形や三の丸堀の地下遺構が残っています。これらのほか、科野大宮社には二の丸から移さ

れた松平氏ゆかりの社があり、歴代城主及び近親者の墓所等が芳泉寺、大輪寺、本陽寺等に所在しま
す。これらについては市指定文化財とすることや、所有者の理解と協力を得ることで保存活用の対応
を行うものとします。

第 7節 整備・活用の基本方針 と方法

上田市はこれまで、平成 2年度に策定した整備基本計画に基づき、歴史的建造物の復元や史跡景
観の維持等の整備事業を進めてきました。今後もこの基本方針に則って整備を進めていきますが、社
会や史跡そのものに対する考え方の変化等もあり、保存管理計画の策定に合わせ、整備基本計画を改
訂しました (第 4章)。 今回の改訂では、次のような基本方針に基づき、取 り組みました。
l 上田城跡の本質的価値の保存を最優先にした整備・活用
整備・活用にあたっては、史跡の本質的価値である櫓、石垣、地下遺構等が将来にわたって適切に

保存されることを前提とします。
(1)事前に発掘調査等を行い、その成果に基づいて保存整備事業を実施します。
(2)本質的価値以外の要素についても、その価値を十分に配慮し、活用を図ります。
(3)植栽樹木による地下遺構の破壊に細心の注意を払います。
(4)自然災害による被害を最小限に抑えるための対策を実施します。
2 本質的価値の顕在化のための整備
櫓や石垣、土塁、堀等の城郭構造を体感することが可能な整備を実施します。なお、史跡の指定外
ですが、将来的に百間堀、広堀、尼ヶ淵は水堀の復元を検討します。
(1)櫓や石垣、土塁、堀等が常に明瞭な状態で見学できるよう維持管理を行います。
(2 本丸の櫓や二の丸虎口周辺等の復元整備を行います。
(3 三十間堀は水の手として重要な遺構であるため、水を用いた復元整備を検討します。

(4 ガイダンスや遺構説明用の表示板等の充実を図ります。
3 市民や観光客に親しまれる上田城跡の整備
史跡として城郭構造を体感できるゾーンと、都市公園として憩いの場となるゾーンを設け、上田城
跡公園が担ってきた多種多様な役割を維持できるような整備をします。
(1)本丸と二の丸東虎口周辺は、史実に忠実な整備を原則とした城郭体感ゾーンとして整備します。
(2)二の丸北虎日、西虎口周辺は、都市公園として市民や観光客の憩いの場として整備します。特に
本丸堀周辺については現状の桜の維持・延命を図ります。他の二の丸域については、史跡の景観維
持に配慮しながら、桜の植栽が可能であるか検討します。
(3)体育施設については移転先が決定するまでは現状を維持します。ただし、維持管理上の軽微な補
修は認めるものとします。
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〈写真図版 13〉 史跡指定範囲外に所在する遺構
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⑤捨堀の法面

⑦百間堀の法面

⑨樹木屋敷の名称が残る区域

⑥捨堀

③百間堀

⑩藩校明輪堂跡
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(4)園路については史跡景観に配慮して舗装を実施します。その際にはバリアフリーに配慮します。
(5)ト イレや休憩施設等の便益施設を適切に配置します。
4 地域住民と連携した整備・活用
整備計画等の立案に際しては、上田中央地域協議会や上田・城下町活性会等関係機関の意見聴取を

行います。また、市内文化団体等の主催による上田城跡能や和太鼓演奏等のイベント開催や上田真田
まつり等での活用促進を図ります。
ガイド、シャッターマン等のボランティア養成については、引き続き市民の協力を得て実施します。
これについては観光部局との緊密な連携のうえで行うものとします。
その他今後の課題としては、史跡内の植生を維持するため、外来植物の駆除などでボランティアの

協力が必要となります。また、近世から城内にあるムクロジ等の樹木は老木となっており、枯死の恐
れがあります。近世に意図的に植えた樹木は、城郭構造の一部と認められるものであり、枯死を見越
して地元の学校や研究機関と連携した種子や実生による苗木の育成の実施等が考えられます。

第8節 保存管理及び整備活用の体制

1 管理に係る緊密な連携体制の確立
上田市は史跡上田城跡の管理団体に指定されており、文化庁、長野県教育委員会の指導・助言のもと、
史跡の保存管理に関する事務は教育委員会文化振興課が担当しています。一方、上田城跡公園の維持
管理については都市建設部公園緑地課が担当しており、石垣の修復や尼ヶ淵崖面の崩落防止工事等の
整備を連携して行っています。なお、史跡内に所在する施設の管理については、上記部局以外に市民
会館、市立博物館・山本鼎記念館、体育課が担当しています。また、史跡内には神社地や民有地があ
り、それぞれの土地所有者が宗教活動や耕作等を行っています。こうした関係機関同士が史跡の保存
管理及び整備活用において緊密な連携を相互にとることができる体制を構築します。
(1)土地所有者は適切な管理を行い、行政関係部局は所有者等と充分な連絡調整を行います。
(2)史跡公園と都市公園という複合的な性格をもつ公園であるため、行政内部では文化財保護部局と
公園管理部局が常に連携して保存管理及び整備活用にあたります。
2 整備活用を推進するための調査研究体制の充実
史跡の本質的価値を損なうことなく、後世に継承していく上で有効な手段として、復元整備事業が
挙げられます。特に櫓や石垣などの復元建造物は、城郭構造の顕在化を図ることができ、史跡の景観
向上にもつながるものです。
平成 2年度に策定した整備基本計画において、本丸隅櫓等の建造物や、公共施設移転後の二の丸の
復元整備を計画しており、これまでに本丸東虎口櫓門や二の丸北虎日の復元を実施しました。ただし、
その他の物件については復元の根拠史料となる古写真や史料に乏しく、いまだ実現していない状況で
す。そのため、今後の整備活用事業の推進のために調査研究体制の充実を図ります。
(1)史跡上田城跡整備実施計画検討委員会は整備活用計画の立案について指導的な立場を担います。
(2)二の丸の未調査地における継続的な発掘調査を行うための体制を充実します。
(3)復元の根拠史料となる古写真や絵図等の調査収集を行う体制を充実します。
(4)市立博物館をはじめ市立上田図書館等の史料所蔵施設との連携した調査体制を構築します。
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第 4章 史跡上田城跡整備基本計画
〈平成23年度改訂版〉

」



第 1節 整備基本計画の概要

1 計画策定の目的と方針
上田市は平成 2年度に「史跡上田城跡整備基本計画 (以下「整備基本計画」)」 を策定しました。こ
の計画は昭和 61年度に決定した「上田城跡公園整備方針」をふまえ、具体的に整備事業を進めてい
くうえで、新たに長期的かつ理想的な城跡整備の方針を策定したものです。当時の上田城復元に対す
る市民意識の高まり等を考慮し、あらためて史跡指定地である本丸と二の丸、それに加えた三の丸地
域の保存にも配慮して整備事業を進めていこうとしました。この整備基本計画では史跡上田城跡の整
備について

(1)上田市の歴史を継承する、史実にそったシンボルの整備
(2)上田市民の憩いの場としてのゆとりの場の整備
(3)上田市の名所 としての整備
という3つの目標を設定し、これらの調和を図りながら、史実に忠実な上田城跡の整備を計画的に

行うこととしています。
また、整備の基本方針として、以下の 5点 を掲げています。
(1)計画的な発掘調査
(2)史実に忠実な史跡指定の検討と用地取得
(3)城にふさわしくない施設の移転
(4)二の丸内の遺構、建物、史跡環境の整備
(5)周辺地区の景観整備等
2 整備目標の設定
整備基本計画では、上田城跡の整備プログラムとして短期 。中期 。長期の三段階を設定し、次に

掲げるとおり、概ね20年後を目途に中期整備目標を達成する計画としました。
〈整備プログラムと実施状況〉(実施状況は平成24年 3月末現在)

(1)短期整備目標 (概ね平成 2～ 8年度)

。 整備基本計画、保存管理計画の策定
。 発掘調査
。 本丸東西虎日、二の丸北虎国の整備
。 本丸堀のしゆんせつ
。 本丸内民家の移転
。 本丸東虎口櫓門の復元整備
。 本丸郭内の整備

(2)中期整備目標 (概ね平成 9～ 18年度)

・ 市民会館、山本鼎記念館等の移転

・ 七つ櫓復元 (一部 )

・ 尼ヶ淵崩落防止対策
(3)長期整備目標 (概ね平成 19年度～)

未実施
・ 二の丸東虎回、三十間堀、武者溜り等復元整備 ・・…・ 未実施

実施済み
継続中
実施済み
実施済み
実施済み
実施済み
未実施

未実施
継続中
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体育施設等移転
二の丸西虎回整備
二の丸郭、堀等の復元整備
七つ櫓 (残 り)、 本丸西虎口櫓門復元
尼ヶ淵崩落防止対策 ・̈ ……

第 2節 整備事業の経過

以上のように、整備基本計画策定以降、上田城跡では本丸及び二の丸の一部において計画的な発掘
調査を実施し、本丸東虎口櫓門の復元整備、二の丸北虎口石垣の復元整備、尼ヶ淵崖面の崩落防止対
策工事 (石垣の解体修復など)を進めてきました。事業の詳細については、第 2章の第 6表に掲載
しましたが、発掘調査を実施した箇所から随時整備を行い、史跡景観の復元に努力してきました。特
に本丸東虎回櫓門の復元整備は上田城の玄関回の修景に大きく寄与しました。また、本丸内の民家移
転に際しては、各方面の御理解と御協力をいただき、史跡景観の修景ができたことは大きな成果でし
よつ。
一方、整備プログラムどおりに事業が進んでいないものもあります。特に中期整備目標とした項目
に未実施のものが多くあり、これは市民会館等の史跡にふさわしくない施設の移転が進まなかったこ
とや、復元整備に用いる古写真等の資料の不足が理由として挙げられます。櫓等の復元整備事業が未
実施となっているのは、この資料不足が原因の一つとなっています。発掘調査で基礎遺構が検出され
ているため、今後さらに資料の調査 。蒐集を進め、櫓等の復元整備事業が進捗するように努めていき
ます。

第 3節 現状 と課題

このような整備事業の進捗状況のなかで、ついに従来からの懸案であった市民会館の移転計画が具
体的になりました。上田城跡の南側に位置する市有地に新たに「上田市交流 。文化施設 (仮称)」 と
して新設し、合わせて美術館を設置して市立山本鼎記念館の機能も移転するというものです。市民会
館と隣接する駐車場の場所は、二の丸東虎口に接する「武者溜り」という石垣や土塁に囲まれた広場
と「三十間堀」という堀の跡で、移転に伴い、城の正面の復元整備が可能になる一帯です。整備の根
拠となる絵図等にも恵まれており、発掘調査を行って遺構を確認したうえで、石垣等の整備を進めて
いくことが可能であると考えられます。しかし、現状では市民会館の駐車場は公園利用者も多く使用
するため、駐車場を廃止する際には近接した場所に代替の駐車場を確保する必要があります。また、
武者溜り整備後は多目的広場として活用することとなりますが、石垣や堀をどの程度まで復元するか
という点について、都市公園という性格からも十分に検討する必要があります。
また、上田城跡は桜の名所として知られていますが、明治から昭和初年頃に植えたソメイヨシノが

老木となり、枯死する木も増えてきたことから、これらの取扱いについても検討し、植栽計画を整備
して対応する必要かあります。史跡として史実に基づく整備は大前提ですが、サクラのある上田城跡
の景観は既に多くの市民や観光客に認知されており、市街地にあって緑地の豊富な都市公園としての

未実施
未実施
未実施
未実施
継続中
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景観は、市民の理解を得たうえで、維持管理を慎重に行っていく必要があります。
そのほか、整備基本計画が策定された当時とは社会状況が変化したことに伴なうバリアフリーの課

題などについても改めて方針を設定する必要があります。
今回の整備基本計画の改訂は、史跡上田城跡をめぐるこのような現状と課題について検討し、当初
に中期整備目標として位置づけた項目を、新たに短期整備目標として設定し直し、今後の整備事業の

指針とします。

第4節 整備基本計画 〈改訂版〉
上田市では、市を象徴する文化遺産である上田城跡の整備活用に向けて、平成 2年度に『史跡上

田城跡整備基本計画』を策定しました。この計画に基づいて継続的な発掘調査を実施し、本丸東虎口

櫓門の復元や石垣の修復、また尼ケ淵の崩落防止対策工事等の整備事業に取り組んできました。
今般、懸案となっていた二の丸に所在する市民会館の移転が具体化したことに加え、本丸の櫓や土

塀の復元に向けた機運が高まっています。そのため、策定から二十年余を経過している整備基本計画
を改訂し、改めて整備目標等を設定して整備事業を進めていくこととします。
なお、今回の改訂の内容は次のとおりです。

腱跡上 :』 平成2年度) _________重笙塑盤三__________
1現状分析ど課題
1.上 田城と上田城下町の沿革

2現況調査

3城下町の遺構調査

4景観分析

5歴史的環境整備およびまちづくらの課題

2整備の基本方針
1.城跡整備の目標と方向づけの検討

2.城跡整備の基本方針

3城跡整備の基本計画

1.発掘調査の位置づけ

2歴史的環境保全のための整備計画

3.城跡区域の整備

4.城への動線沿い景観および
出入口景観の整備

5.尼 ヶ淵崖下 南側)の整備

4歴史の散歩道の整備計画

4.景観 修景計画

現状の樹木について整理するとともこ、植栽管理の基
本方針を設定し 目標とする景観についてゾーニングに
よる考え方を示しました。
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上田城跡の史跡としての評価や公園としての経緯等を
まえて、城郭表現の方針を具体化しました。
特に、本丸とともこ正面性を持つ二の丸東範囲・二の
丸東虎回の整備を、城郭構造を顕著に再現するものと
して重視する方針としまし7L

した基本方針にのっとって城域をゾーニングし 城

や現状施設の取扱い等について将来像を計画し 全体
と方法、また活用の考え方

3.短期的整備計画

上田城跡の中核となる本丸 本丸堀と 大手口となる二
の丸東虎日、また現在市民会館が位置する武者溜り跡
を中心に、優先的に整備を行う計画としました。[コ■は
基本方針にi来:=城郭の正面性を回復する整備と力:しは
す。
ここでは、城郭の表現に関わる童構の整備や景観整
備、管理便益施設の配置等について述べています。

当初の基本計画を踏襲しつつ、短期的整備で計画した
回復をよι朋確にするとともこ、まちづ

くりの中心軸を成すものとして、大手通助の街路整備
とまちづくLを位置付けた方針を示しまし,L

5.三



1 上田城跡整備の基本方針
(1)上田城跡の歴史的評価

【史跡としての評価】
上田城は、天正 11年 (1583)真 田昌幸による築城に始まり、一旦廃城後、元和 8年 (1622)に入封
した仙石氏によって再建されました。現在まで残る隅櫓 (西櫓)は この時期、寛永年間の建築である
ことが確認されています。宝永 3年 (1706)仙石氏に代わって松平氏が入封後は、160年余りにわた
ってその体制が続き明治維新を迎えました。この経緯の中で、本丸、二の丸、三の丸は真田氏時代の
形状が概ね受け継がれたと考えられています。
上田城は段丘を利用した梯郭式構造の曲輪や、蛭沢川から導水した百間掘・広掘など、自然の要害
を巧みに利用して築いています。さらに、本丸土塁の要所に二層の櫓を7棟配置するなど、実戦ヘ
の備えに徹した城郭構造を持っていることが特徴といわれています。
史跡指定における解説文 (昭和 9年 。第 1章参照)においても、真田氏時代に徳川との2度の実戦
において戦果をあげたことに言及するとともに、本丸 。二の丸の土塁や堀、石垣、また本丸の西櫓が
現存することなどを評価しています。
以上のように、史跡上田城跡は本丸及び二の丸に残る実戦的な城郭構造に特徴があり、特に7棟の

櫓を持っていた本丸跡は現存する櫓とともに重要です。

【公園としての経緯】
明治4年 (1871)廃藩置県により上田城は東京鎮台の分営となりましたが、同6年には廃止されま
した。翌 7年には城内施設の全てが払下げとなり西櫓を除く建物は民間に売却されました。その後
は桑畑等になってしまいました。
公園としての利用は、明治 12年本丸に歴代藩主を祭る松平神社 (現 :員田神社 )がつくられ、同
18年には残りの本丸が公園となったことが契機となります。しかし二の丸は依然として大半が畑地
で、現在の市立博物館周辺には明治 18年に刑務所が設置されました。
その後、大正 12年に現在の市民会館の場所に上田市公会堂が建設され、同 13年から昭和 3年に

かけて上田市により二の丸の公有地化が進められ、刑務所も移転しました。これと平行して、児童遊
園地、庭球場、広堀 。百間堀跡を利用した野球場 。陸上競技場等の設置が進められました。
こうして本丸、二の丸は歴史の象徴であるとともに、市民公園として利用されるようになり、現在

は都市公園としても位置付けられ、歴史的風致を持つ公園として親しまれています。

【市街地形成における位置付け】
上田市の市街地は、明治以降も上田城と城下町から形成される都市の骨格が継承されてきました。

今日では、市街地が東西に拡大し城下町は近代化が進んだ状況となっているものの、大手回や藩主屋
形跡 (現 :上田高校)や作事場跡 (現 :清明小学校)に顕著であるように、その骨格は江戸時代の概
形が継承されてきたといえます。
この近代化の過程において、上田城跡は廃城以降も求心性を持ち続け、現在の上田市街における歴

史性を明確に象徴するとともに、中心市街地の緑地としても重要な区域となっています。
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以上より、上田城跡の歴史的価値評価は次のように整理され
ます。
。上田城跡の本質的な価値は本丸・二の丸の城郭構造にある。
・廃城後に形成された緑地空間は、付加的な価値要素となる。

天正 11年
13年

慶長 6年
元和 8年
寛永 3年
5年

(1583)
(1585)
(1601)
(1622)
(1626)
(1628)

〈上田城の修築等に関する略年表〉

真田昌幸が上田城を築き始める
上田城が一応の完成をみる
徳川軍により上田城が破却される
真田氏に代って仙石氏が入封する
仙石忠政が上田城復興工事に着手する
忠政死去により城普請が中断する
その後藩内紛争もあり、城普請は未完成のまま終わる
千曲川の洪水で尼ヶ淵の地形が大きく変わる
武家諸法度により新規の城普請が禁止される
本丸東虎日の上橋の石垣等を修理する
本丸内の大破した侍番所を建て直す
二の丸東方の石垣を修理し、二の丸北虎口土橋下の木樋を石樋
(現存)に変える
仙石氏に代って松平氏が入封する
城下町の大火で藩主邸も類焼する
千曲川の洪水で本丸南側の崖下部分が大きく崩壊する
前年の洪水による破損箇所を修復し、尼ケ淵に護岸用の石垣を
を築 く (同 21年に完成)

本丸の石垣を修理する
藩主邸が全焼するが、翌年には普請が完成する
前年の善光寺地震で破損した櫓と二の丸の石垣の修築が終わる
安政東海地震により石垣が崩れ、櫓門が傾 く
西櫓等の修理を行う
廃藩置県が実施される
上田城が民間に払下げられる。西櫓一棟を残し、その他の建物

8年
12年
18年

貞享 3年
元禄 15年

(1631)
(1635)
(1641)
(1686)
(1702)

宝永 3年 (1706)
享保 15年 (1730)

17`年:(1732)
18`年1(1733)

宝暦 7年
寛政 元 年
弘化 5年
安政 元 年
6年

明治 4年
9年

(1757)
(1789)
(1848)
(1854)
(1859)
(1871)
(1876)
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史跡としての価値

公園としての経緯

市街形成における
位置付け

価値の所在
本質的価値 本丸 。二の丸の城郭構造
付加的価値 歴史的風致を持つ公園緑地



12年 (1879)
昭和 3年 (1928)

4`年:(1929)
9年  (1934)
19`年1(1944)
42`年1(1967)
56`年1(1981)

平成 2年 (1990)
3 年 (1991)
4 `手 (1992)
5 年 (1993)
9 年 (1997)
101年 (1998)
14年 (2002)

は破却または転売される。本丸にあった 2棟の櫓が移築され、
遊廓楼として使用される
本丸に松平神社 (現員田神社)が置かれる
西櫓の屋根、本部、かべ等の修理をする
西櫓を徴古館として一般公開する
本丸 。二の丸が史跡に指定される
買い戻した南櫓・北櫓の城内移築に着手する(同 24年に完成 )

南櫓・北櫓の屋根葺替、壁の小修理を行う
上田城 3櫓の修復工事が始まる (同 62年に完了)

二の丸北虎回の石垣を修復する
本丸東虎口櫓門の復元工事が始まる (同 6年に完了)

本丸西虎回の整備 (石垣の平面表示等)工事を実施する
二の丸北虎日の整備 (石垣の復元)工事を実施する
尼ヶ淵崖面崩落防止対策工事に着手する
尼ヶ淵広場 。駐車場整備工事 (同 13年に完了)。
尼ヶ淵本丸南櫓下石垣解体修復工事 (同 18年に完了)
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(2)整備の目標
「整備基本計画書」(平成 2年度)では、城跡整備とまちづ くりの目標として以下の項目を掲
げています。

。上田らしい風景を持つ城と城を感じるまちづくりを進める
。城跡は、上田の歴史を継承し体験できる場として整備する
。市民に親しまれる、緑と水の憩いの城跡として整備する
。上田市にとっての名所、観光の拠点として整備する

さらに、同計画書において城跡整備の基本目標として次のように規定しています。

上田城跡の整備は、
。上田市の歴史を継承する、史実にそったシンボルの整備
。上田市民の憩いの場としてのゆとりの場の整備
。上田市の名所としての整備
という3つの目標を踏まえ、これらの調和を図り、究極的に史実に忠実な
城の復元を行っていくものとする

今回の基本計画の改訂にあたっては、これら当初の目標を踏襲します。
特に、前章で整理したように史跡上田城跡の本質的な価値は本丸 。二の丸に残る城郭構造にあ
ると考えられ、学術的実証に基づくその表現と継承を優先すべき目標とします。
さらに、上田市において求心性を持ち続け、市民の拠りどころとなり、また多様な活用や観光

の拠点となることは、城郭としての特徴を生かした上に成 り立つものと理解されます。したがっ
て上 田城跡の活用は、その構造や空間的な特性を生かした在り方を目指します。

(3)整備の基本方針
「基本計画書」(平成 2年度)において以下の基本方針を掲げています。

ア 計画的な発掘調査
。整備の前提として計画的な発掘調査を実施します。

イ 城郭の遺構に即した史跡指定と用地取得
。調査結果や施設の移転計画を踏まえて指定地の拡大を検討します。
・民有地の取得を推進します。
ウ 現状施設の移転
・城跡にふさわしくない施設の移転について、計画的かつ長期的に実施します。
工 本丸及び二の丸の遺構、建物、環境の整備
。本丸と二の丸虎口 (東虎回、北虎日、西虎回)の復元的整備を優先します。
。二の丸は本来の城構えや広がりを活かした憩いの場として、城跡にふさわし
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い植栽、広場、散策路を整備します。
・尼ヶ淵は遺構保護の観点から崩落防止対策を行います。
オ 周辺地区の景観形成
・尼ヶ淵崖下からの眺望確保、広場整備を行います。
・尼ヶ淵南側の建築物等に対する景観誘導を図ります。
・城跡と城下町をつなぐ「歴史の散策道」や街角広場等の整備を推進します。
・城下町の景観形成に資する公共施設の整備などを検討します。

この基本計画の改訂においては、当初に基本方針に城郭表現の方針や景観の考え方を加えて、新
たに以下のとおり基本方針を掲げます。

ア 計画的な発掘調査
・整備の前提として計画的な発掘調査を実施します。
イ 城郭の遺構に即した史跡指定と用地取得
・調査結果や施設の移転計画を踏まえて指定地の拡大を検討します。
・民有地の取得を推進します。
ウ 現状施設の移転
・城跡にふさわしくない施設の移転について、計画的・長期的に実施します。
工 本丸 。二の丸の遺構・建物・環境の整備
。本丸と二の丸虎口 (東虎口・北虎回・西虎口)の復元的整備を優先します。
・二の丸は本来の城構えや広がりを生かした憩いの場として、城跡にふさわし
い植栽、広場、散策路を整備します。

・尼ヶ淵は遺構保護の観点から崩落防止対策を行います。
オ 周辺地区の景観形成
・尼ヶ淵崖下からの眺望確保、広場整備を行います
。尼ヶ淵南側の建築物等に対する景観誘導を図ります。

力 上田城最終期の形態を指標とした城郭表現
・城郭構造の表現は、幕末まで維持された最終期の形態を指標とします。
キ 本丸と正面性を重視した城郭表現
・城郭構造の表現は、本丸と本丸堀、また二の丸の虎口を最重要範囲とし、次
に正面性のある二の丸東範囲と尼ヶ淵を重要範囲とします。

ク 城郭表現と調和した景観の創出
。都市公園としての経緯を踏まえつつ、適切な樹木管理によって城郭構造の顕
在化と調和した景観へと誘導します。
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2 将来整備構想 (113頁 。第 4図)

この構想は、上田城跡の在 り方としての将来の目標を掲げたものです。この実現までには上田市
の都市計画とともに検討すべき事項や、今後の発掘調査等によって実証すべき課題など、長期的な
視野をもってその解決に向けた取り組みを続けることが必要となります。
ここでは、「基本計画書」(平成 2年度)において計画された事項を整理するとともに、新たな測

量図を元に再作図しています。さらに、次項 (3 短期的整備計画)に計画する短期的整備の中で
検討された以下の事項を付け加えています。
なお、順次実施する整備にあたっては、該当する範囲の発掘調査とその結果に基づ く復元構造に

関わる検討が必要であり、各部位の形状は最終的にその段階で決定します。

●短期整備の検討過程で付け加えた事項
・歴史表現としての重要範囲の位置付け

基本方針にのっとって、城郭構造を顕
在化し、将来に継承する最重要範囲及び
重要範囲を位置付けます。

・記念碑等の移設
史跡整備の過程で、適切な時期に適地
への移設を検討します。

。景観 。修景計画の追加 (4景観・修景
計画を参照)

以下に、将来整備構想におけるゾーニングと整備計画について示します。

○

L__」^

尼ヶ濃段丘
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将来整備構想の概要
将来整備構想の概要

将来整備構想におけるゾーニング
整備計画

城郭の表現・遺構の整備 活用・現状施設との整合等

・ 上田城の中心領域として、歴
史を体験する広場とする

・ 上国城を象徴する復元空間

・ 城の遺構や歴史的な情景に最
も強く触れ合う

【歴異表現 と して最重要和国』

・ 七つの櫓の復元 櫓門の復元
〈短期整備では、東側の櫓・土

塀、
南側土塀を優

先〉
土塁の整備

曲輪内の景観確保

・ 城郭構造の表現を重視して、土塁
の現状植栽は将来的に低減

復元空間の活用

本丸堀 ・ 本丸への景観領域 【歴史表現 と して最重要範囲】
・ 本丸の城構えをなす景観を明瞭に
する

・ 遺構保護の観点から長期的に高木
低減

・ 武者溜りの空間体験と多様な
活用の場

・ 本丸を眺め、城の領域を感じ
る場

【歴史表現として重要範囲】
・ 遺構の確認を前提に、土塁・石
垣・三十間堀を復元

本丸への眺望確保
広場として整備
米蔵の復元を検討

上田市民会館は移転
多様な催し等に活用

・ 市立博物館は存置
・ 多機能便所・管理人室を設置
・ 既存樹木の整理

二の丸
(北範囲)

・ 広が りのある空間を生かした
緑地
・ 上田城の歴史と経緯を伝える
場

二の丸北虎口からの動線形態を整

土塁、櫓台の復元
備

既設記念碑等は適地への移設を検
討

緑地空間として整備

二の丸
(西範囲)

城内の区画を感 じる場 良好に残る土塁・櫓台の整備
・ 現状植栽は土塁や西虎口からなる
空間特性に則 したものへ移行

・ 虎口構造によって、城域を強
く実感する所

【歴史表現として最重要範囲】
・ 東虎口・北虎回は石垣・櫓台の復
刀;

・ 西虎口は一部平面表示

・ 市街や城跡公園駐車場からの主導
入口

北虎ロ
・ 北国街道と結ぶ動線にあり、また
住宅地からの導入口

西虎ロ
・ 城下の風情を残す坂下町からの導
入口
・ 管理車両等の出入口としても維持

百間堀

広 堀

・ 城郭の要害を表現する場

・ 水域を生かした憩いの場

・ 堀形状の復元的整備
・ 水堀として河川から導水

・ 多様な余暇活動を展開する場

・ 都市計画の中で既存体育施設の移
転とともに検討

二の丸堀 ・ 堀底の散策路 現状残る地形を保護する ・ ケヤキ並木を維持した散策路

尼ヶ淵段丘
・ 段丘地形を利用した要害地形
・ 崖面下からの秀逸な景観を重
視

【歴史表現として重要範囲】

・ 尼ヶ淵の崩落防止対策
・ 石垣の修復

・ 上国城や市街の成 り立ちに関わる
地形を景観として保全

尼ヶ淵広場 城下の市街と城との接点
・ 城への眺望、崖面の顕在化の観点
から修景、活用
・ 周辺地の景観誘導

小泉曲輪 空間を生かした活用の場 曲輪形状の表現 ・ 上田城に関連する活用施設や駐車
場を検討
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3 短期的整備計画 (115頁 。第 5図)

ここで検討する短期整備では、二の丸武者溜り跡に所在する上田市民会館の移転が具体化したこ

とを契機として、上田城跡整備において計画する将来整備構想の実現に向けて計画するものです。

(1)整備の視点
上田城の構造から、その正面性は大手口となる東虎口方面となります。この短期整備で取 り扱

う範囲はまさにその正面にあたり、城郭の正面性を回復することが主たる目的として掲げられま

す。
一方、現状の利用形態では市民会館駐車場を上田城跡公園や市立博物館等の利用者が用いてい

ますが、その位置は本丸東虎回の正面、武者溜 り跡にあたります。そのため、城郭の表現を優先

して、駐車場は史跡外の一角 (現青少年ホーム敷地等)に位置付けます。
(2)城郭の表現に係る整備
ア 本丸跡
将来整備構想では7棟の本丸隅櫓と土塀、東西虎口櫓門の整備を計画しており、現存してきた

西櫓 (1号櫓)と ともに、東虎口櫓門、南櫓 (2号)。 北櫓 (3号)が既に復元・移築復元されて
います。
短期整備計画では、正面性のある東側からの城郭景観の復元を優先して実施します。そのため、

本丸跡では北東の隅櫓 2棟 (4号・5号)と東辺の土塀を復元整備します。さらに、尼ヶ淵下か
らの景観を構成するものとして、遺構が検出された南辺東側の上塀を現状で可能な範囲まで復元
します。
なお、櫓や土塀の復元整備に伴い、その基礎地盤確保のため該当範囲の上塁の整備が必要とな

ります。また、その土木工事に伴って影響する既存樹木は伐採を検討します。
本丸内の平坦地には主要な建築的遺構は想定されておらず、藩政期には樹林地であったと考え

られています。明治初期には松平神社がつくられ、以降は公園等として利用されて、現状ではウ

メなどの在来種を主体とする樹林地となっています。
整備では、土塁や櫓・土塀によって強固に守る上田城の中心領域を体感する場として、現状樹

木を維持しつつ適切に管理する計画とします。

盛土補強材
復元土塀 整備形状 (ジオテキ

タイル)

本丸
現状形状

堆積土
(腐植土・シルト)

本丸土塁整備模式図

※土塁の破損部分は、盛
土補強材を用いるなど、極
力遺構への影響が少ない
工法とします。
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イ ニの丸東虎回・武者溜り周辺
三の丸東虎口や武者溜りの構造を表現します。
発掘調査による遺構確認を前提に、既存石垣の復元修理や遺失した石垣の整備を行います。合
わせて、虎口門の礎石を表現するとともに、三十間堀を整備します。
絵図史料『城内絵図』(年代不詳。松平文書)・『信州小懸郡上田城本丸二曲輪図』(享保 14年 (1729)

松平神社文書)に よると、虎国の石垣の高さは 1丈 5尺 (約 4.5m)、 武者溜 り北の石垣は 1丈 2
尺 (約 3.6m)、 武者溜 り西の石垣は8尺 (約 2.4m)、 冠塀台は 1丈 2尺です。
これは城構えそのものであり、虎回の守りの形や、虎日から入って展開する本丸の景観は極め

て有効な歴史体験 となります。
。二の丸東虎回の復元
二の丸東虎口では、南北の櫓台石垣 。蔀塀台石垣が若干改変を受けてはいるものの現存してい

ます。また内側の蔀となる蔀塀台石垣は遺構が残る可能性が高い箇所です。これらのことから、
今後発掘調査や文献調査、また現存する石垣の詳細調査を行って虎口を構成する石垣の復元を目
指す計画とします。
・虎口門の礎石
『城内絵図』に虎口門の柱位置の表現があります。これらの史料や発掘調査による痕跡を確認
したうえで、礎石の復元を目指します。
。武者溜りの整備
今後、市民会館移転後の発掘調査や文献調査の結果を踏まえて、当時の構造が判るように土塁
や石垣を整備します。石垣については、根石や地業等の痕跡を確認することが前提であり、その
残る状況や整備活用の観点から復元あるいは表示等の手法を検討します。
復元には、平面的な構造の他、積石の材質・形状や工法等の詳細な根拠が求められます。
また表示の方法としては平面的な構造を表す平面的表示や、低木等で領域の区画を再現する立

体的表示などが考えられます。
今後各種の調査結果によって石垣の整備方法を検討します。
・三十間堀の整備
三十間堀は本来水堀であったのですが、弘化 4年 (1847)の 「上田城下町絵図」によると善光
寺地震 (1847)に より水が枯れたために、二の丸橋を経て大手通 りから導水されたとあり、こ
の堀の水が重要であったと考えられます。
今後、各種の調査を踏まえて地盤を掘 り下げて表現することや堀の範囲を表示すること、ある
いは水をたたえていたことの表現等を検討します。
・石垣整備の手順
二の丸東虎口や武者溜 りの石垣の整備は、上記にも触れたように文献調査や発掘調査、また現
存するものは石垣の構造や変遷に関わる詳細調査が前提となります。それを踏まえて整備方法を
計画します。また石垣の修復では整備工事で行う解体時にも構造や痕跡の調査を行い修復に反映
します。さらに、復元や修復には、上田城に用いられたものと同質の石材 (緑色凝灰岩等)の入
手や、文化財石垣保存技術を保持する石工の確保も重要となります。
・二の丸・武者溜り北側 (籾蔵跡周辺)
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本丸への眺望を生かした広場として整備します。
現状では、池や樹林からなる庭園のような領域 となっていますが、本丸への眺望が最も良好な

場所であり、城郭の表現として視界と空間の広がりの確保が重要となります。
整備では、平坦面を回復するとともに現状樹木を個別に評価して維持あるいは伐採整理するこ
とで、眺望を生かした広場とします。
なお、現状の市立博物館は将来計画においてもその機能を維持します。また山本鼎記念館はそ

の機能を新設する交流・文化施設に移
動する予定であり、現状建物は将来的
に撤去を検討します。また、籾蔵跡の
発掘調査と整備はその計画が具体化し
た段階で改めて検討します。この短期
整備では、将来計画を見据えて整合が
図れるようにしておきます。

(3)景観確保 (本丸堀の既存樹木の取扱い)

文献調査

発掘調査

現存する石垣の
詳細調査

整備手法
構造・工法の決定

修復
復元
平面表示
立体表示

遺構・史料に基づく
整備の実施

(修復に伴 う解体時の調査)

本丸堀の外周から本丸への景観確保は、上田城跡の歴史体験として重要です。この短期整備で
は、本丸東辺に計画する櫓・土塀の復元にあたって、特に東辺の本丸側斜面に林立する高木の取
扱いが、上記の武者溜 りの北側とともに課題となります。
櫓・土塀の復元に必要な土塁の整備に伴う影響樹木の伐採は前述のとおりですが、景観確保の

視点からも既存樹木を個別に評価して維持あるいは伐採整理の検討が必要となります。

二の丸東虎口周辺から本丸への現状景観

本丸堀外周から本丸東辺への現状景観
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(4)管理・便益施設の配置
現状では城跡内のトイレが不足していると考えられ、特にバリアフリーの観点から、車椅子等
に対応する多機能 トイレの充実が急務となっています。また、櫓や城跡の管理人 。ボランティア
ガイド等の詰め所や、倉庫の確保が課題となっていることから、以下の施設を新設 。改修あるい

は維持により確保します。
・新設施設

市立博物館に隣接して多機能 トイレと、利用者及び整備施設対応の管理人、ボランテ
ィアガイドの詰め所を設けます。 トイレの機能は、車椅子対応のものを含めたものとし、
規模は今後十分な検討を行って設置します。詰め所は、管理人 2～ 3人 とボランテイア
ガイド等の待機場所とします。意匠は城内に調和したものとし、また軽快な木造平屋と
します。

・改修利用施設
旧公園管理事務所を、倉庫及び管理人 (作業員)詰め所に利用します。なお、資材置

場は後述する北側動線整備に伴って移動し、簡便な仮囲いを設けます。
・現状維持施設

既存 トイレ (市営庭球場西)男 (小 3・ 大 2)女 (大 2)車椅子対応 (1式)

(5)記念碑等の取扱い
。記念碑類

本丸や二の丸内にある記念碑等は個別にその意義や来歴を整理し、将来的には適地ヘ

の移設も検討します。
・平和の鐘

「平和の鐘」は近世の上田城跡に関係した文化財ですが、現在は、本来所在した場所
に設置されていないため、虎回の整備時には適地を選定したうえで移設を検討します。

(6)駐車場の新設
市民会館駐車場の廃止に伴って、城跡公園内と高低差の無い駐車場の確保が課題となります。

その解決策として、史跡の北東に隣接する勤労者青少年ホーム施設の場所を駐車場として整備
することを検討します。
勤労者青少年ホームには現在乗用車約 20台分の駐車場がありますが、当該施設の廃止に伴い
その用地を確保し、全面を駐車場とすれば乗用車約 85台分程度が駐車可能です。
(7)通路整備

・城内への主たる歩行通路
現状の上田城跡公園への主な導入回として、二の丸の東虎日、北虎口、西虎口周辺が
あります。また、尼ヶ淵からの登坂路として本丸西虎口下付近に簡便な階段があります。
本来、上田城の正面性は東虎国にあり、また上田駅からの歩行動線においてもここが

主たる導入国と位置付けられるため、今後の駐車場整備等では二の丸東虎回への主動線
を考慮して設置する必要があります。また、車椅子対応の駐車帯は市立博物館付近に計
画する多機能便所 。管理人室に近接して設けるのが適当と考えられます。

。二の丸橋
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二の丸東虎口・武者溜り周辺に関する絵図史料

元禄仙石氏在城時の絵図 享保 14年『信州小縣郡上田城本丸二曲輪図』

簸:慾燿
rli 8*
慰》シ

享保 19年～延享 3年頃の絵図 「城内絵図」松平神社文書

現状の二の丸橋は、昭和初期に二の丸堀に敷設された旧上田温泉電軌に伴って設けら
れたものですが、長 く親しまれてきたものであり、その意匠においても特段の違和感を
与えるものではないので当面現状を維持します。

・城内の通路
城内の通路整備として、主な整備範囲となる武者溜り周辺のほか、石垣の整備が行
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われている二の丸北虎口からの通路線形を虎回形状に則したものに改めます。
また、歩道の仕上げとして、現状のクレイ系舗装に対し、降雨時の泥ねい化や車椅

子等への難が問題となっています。その対策として主な歩行範囲では景観と歩行性に
配慮した鋪装を施工します。

舗装範囲 二の丸堀下 (けやき並木)散策路、本丸堀外周園路、市立博物館周辺、
東虎口・北虎回・東虎口周辺から本丸外周園路までの間、本丸内東虎口
から西虎口までの間

舗装材については、景観や維持費等に配慮した仕様とし、今後有望な舗装材数種を
用い、テストピースを用いた試験施工などを経て最終的に仕様を選定します。
武者溜りは石垣で囲まれ、西の本丸方向と北の三十間堀方向にそれぞれ一か所開口

部があります。『城内絵図』(年代不詳。松平神社文書)では本丸方向の開口に「三間」、
三十間堀方向の開回は「二間 水ノ手ノ通二切ルベシ」と記しています。堀方向の
開回は武者溜 りの排水を堀へ流す水吐きと考えられています。
整備では、本来の動線形状として本丸方向の三間の開回のみ通路として利用します。

4 景観 。修景計画
(1)植栽の現状 (117頁 。第 6図)

全体的に落葉樹を主体とする公園植栽地として良好に維持管理・育成されており、「上田城千
本桜まつり」をはじめ紅葉イベントなどでも賑わう公園緑地として広 く親しまれ、上田市の重要
な観光拠点ともなっています。
主体となる公園樹木は全体に調和がとれたものとなっていますが、局部的な密植箇所などもみ
られます。
また、将来整備構想に向けては長期的な視点に立って、城郭の表現との調和を図っていくこと

が求められます。以下に、史跡範囲内の区域ごとの概況についてまとめます。
ア 本丸
・カエデ、ウメ (シ ラカガ)、 カシ、ソメイヨシノなどの在来種の落葉広葉樹を主体とするま
ばらな林として維持管理されています。
。員田神社参道はソメイヨシノによる並木です。
。その南側はスギの高木が林立します。このスギは明治 28年の松平神社の図に描かれる針葉
樹や明治末期の絵葉書にあるスギと同じ位置にあり、近世には既に植栽されていたものと考
えられます。

イ 本丸堀
。上田城跡のサクラを代表するソメイヨシノを主体としたサクラの景観領域となっています。
・サクラの品種としてはソメイヨシノの他、エドヒガン、ヒガンザクラ、シダレザクラ、ヨウ
コウ、ヤマザクラが見られます。

・高木の根茎が土塁の遺構へ進入することや、今後、斜面にある高木の倒壊に伴う遺構破壊、
土塁整備に伴う樹木の取 り扱いなどが問題となります。
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・植栽から約 100年経過していることを踏まえ、本丸の歴史的景観として良好に維持管理して
いくことが課題となります。

ウ ニの丸 (市立博物館周辺)

。池を配し、和風庭園として整えられています。
・アカマツ、クロマツ、ヒマラヤスギなどの高木やツツジ類、ツゲなどの低木が仕立てられ
ています。
。二の丸橋から本丸までの園路沿いはシダレクワの並木となっています。
・市立博物館北側の庭球場の一角にカシの高木が林立しています。

工 二の丸 (市民会館周辺)

・市民会館の東側、土塁跡にあたる範囲にモミが列植されています。
オ ニの丸 (上田招魂社周辺)

。ソメイヨシノ、イチョウ、カエデ等が散在しています。
・北虎日からの園路沿いにイチイ、イチョウが列植されています。
・既存施設を取り囲むようにスギが林立しています。
・北側土塁の南斜面にはサワラ、ニセアカシアなどが主体として植えられています。
・陸上競技場側の北斜面にはソメイヨシノが植えられています。

力 二の丸 西虎口周辺
。西虎回の南側は花木園として整備され、外周にはソメイヨシノが列植されています。
。西虎日正面は植栽地であり、クロマツ、アカマツ、イチョウ等の多様な高木が植えられて
います。

・北側は樹林地となり、ソメイヨシノのほか、 トウカエデ、キンモクセイ、モクレン、モミジ
等の植栽種を主体としています。

キ ニの丸堀
。二の丸堀の西斜面は良く生長したケヤキ並木となり、散策路として位置付けられています。
・対する東斜面にはソメイヨシノなどが列植されています。

ク 尼ヶ淵斜面
・崖面下斜面の一部にサワラ、ケヤキ等が生長しています
(2)植栽管理の基本方針 (112頁 。第 3図 /117頁 。第 6図)

上田城跡の整備では、将来に継承する在り方として、学術的な実証に基づく城郭構造を顕在化
させる整備を目指すとともに、市民の憩いや文化活動の場として、また観光拠点としての活用を
目標としています。今後継続する取組みの中で歴史的な風致を良好に維持するとともに、城郭構
造の顕在化と調和したものにすることが重要となります。ここに、現状植栽の管理や更新に向け
た基本方針として以下の事項を掲げます。

ア 城郭の石垣や建物跡などの構造物や土塁などの土本的遺構の保存に悪影響を及ぼさな
いものとします。

イ 良好に維持継承されてきた本丸跡への景観や尼ヶ淵下からの景観等を再認識し、眺望確
保や修景の観点から維持管理・更新をします。
ウ 利用者や構造物等に対する防災の観点から安全確保に努めます。
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工 既存の植栽を生かしつつ、新たな植栽にあたっては地域の風土や歴史性に根ざした植物
種を選定し、良好な風致の向上に努めます。

(3)目標 とする景観
上田城跡の城郭構造を表現する景観として、「二の丸から本丸への景観」、また「尼ヶ淵からの景観」

があげられます。本丸への景観は、上田城跡の城郭構造を顕在化するために重要な事項であり、こ
の領域は後世に付加された要素である樹木を段階的に低減しつつ、長期的な取組みの中で史跡景観
を形成していく方針とします。また、尼ヶ淵からの景観は現状で良好なものといえますが、崖面の
一部にある高木は遺構保護と景観保全の観点から注視していく必要があります。また、尼ヶ淵の広
場に植栽された樹木はその生長に伴って景観確保の視点から適切な管理が必要となります。
二の丸の景観については、都市公園としての性格にも配慮し、北範囲は広がりのある空間を生か
した緑地として、サクラを含む景観樹木を計画的に植栽します。この範囲には、戊辰戦争以来の戦
没者を祀る上田招魂社が所在しています。ここは廃城以降の経緯を伝える領域と捉え、また上田城
跡の景観として、構造物をあまり顕著なものとしないための緩衝植栽の意味合いも兼ねた緑地とし
ます。植栽は余 りに異質なものとならない範囲で、比較的密度の高いものとし、近年上田城跡で広
く親しまれているサクラ、マッなど、風土に根ざした在来種を用います。
二の丸東範囲では、短期整備で行う武者溜りの整備や本丸への景観確保のため、現状の景観樹木

等を個別に評価して、支障となるものは整枝や伐採を検討します。
二の丸西範囲は現在花木園となっていますが、将来整備構想を見据えて城域の景観に調和したも

のへと移行していきます。
以上に景観に関する主な事項について述べましたが、範囲ごとの考え方については第 13表にま
とめました。
5 三の丸・城下町の歴史を生かしたまちづくり (119頁 。第 7図)

上田城三の丸や城下のまちづくりについては、『史跡上田城跡整備基本計画書』(平成 2年度)に
おいて、城下町の変遷や現状分析を踏まえて「歴史的環境整備及びまちづくりの課題」を検討し、
「歴史の散歩道の整備計画」を立案しています。その計画を受けて「歴史の散歩道」が整備され、
町並みや旧北国街道を巡る歩行動線の整備、また、1日町名案内表示等が行われています。
ここでは、今回改訂した上田城跡の短期整備計画で重視した正面性をさらに明確なものとすると

ともに、今後の歴史を生かしたまちづ くりの中心軸とすべく、「大手通り」の街路整備と町並み整
備を計画します。
(1)現状
江戸期から幕末の上田城三の丸や城下町の様相については、元禄 15年 (1702)の「上田城下絵図写」
(110頁)や幕末を基準とした「上田城下町復元図」(111頁)が参考になります。
幕末の頃を概観すると、尼ヶ淵の断崖を南辺とし、東辺に三の丸堀を設け、また東から流れる蛭沢
川と矢出沢川を利用して北辺から西辺を区画するように流路を作っています。
北国街道は東からかぎ折れとなって三の丸追手口に至り、北に折れて北辺を迂回します。
三の丸では東から二の丸東虎口に向かって大手通り (「追手」)が延び、その東端には桝形があり
ます。大手通 りの南は藩主居館を中心に石高の高い武家屋敷があり、北は「作事場 (中屋敷)」 を
中心に武家屋敷・足軽長屋などが配されます。その外周には町屋が広がり、東辺の外には社寺が多
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植栽の維持管理・整備方針

数置かれています。
幕末以降、明治から大正期にかけて上州街道、北国街道沿いに市街地が形成され、昭和に至って
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将来整備構想におけるゾーニング 現状植栽の概況 維持管理・整備方針

本丸

・上田城の中心領域として、歴史を
体験する広場とする
・上田城を象徴する復元空間
・城の遺構や歴史的な情景に最も
強く触れ合う

・在来種の落葉広葉樹による疎林

。員田神社参道サクラ並木

・スギ高木

・木丸内の遺構表現との整合を個別に検
討して維持・整理

。本丸の広がりと櫓・土塀で囲まれる景観
を重視

・歴史性のある樹木の維持管理

本丸堀 。本丸への景観領域
・堀の水面とサクラを主体とする樹林地
からなる緑地

。当面現状を維持しつつ、段階的に樹木を
低減

・遺構への影響と本丸への景観を考慮し
た維持管理
・短期的に土塁整備に伴って一部伐採

二の丸
(東範囲)

・武者溜りの空間体験と多様な活
用の場 ・市民会館側 モミ列植 ・武者溜りの整備計画との整合

・新規に緑陰樹木を植栽

本丸を眺め、城の領域を感じる場 ・博物館前 庭園を模した緑地
。本丸への視界確保のため、個別に維持
整理を検討
・縄張りの広がりの表現と修景

二の丸
(北範囲)

・広がりのある空間を活かした緑地
。上田城の歴史と経緯を伝える場

・落葉樹主体の植栽

。土塁斜面樹林

・比較的高い密度の緑地空間として整備
・構造物への緩衝植栽

二の丸
(西範囲)

城内の区画を感じる場 ・花木園 植栽地
・現状植栽は土塁や西虎口からなる空間
特性に則したものへ移行

東虎口

・虎口構造によって、城域を強く実
感する所

西虎口周辺に高木を含む植栽

北虎口

西虎口 ・西虎口周辺の整備計画との整合

百間堀

広 堀

。城郭の要害を表現する場
。水域を生かした憩いの場

競技場周辺に若干植栽 ・新規修景植栽

二の丸堀 ・堀底の散策路 ・ケヤキ並木、サクラ並木
・ケヤキ並木、サクラ並木の維持管理
・高木、高齢木の安全管理

尼ヶ淵段丘
。段丘地形を利用した要害地形
・崖面下からの秀逸な景観を重視 一部サワラ、ケヤキ ・上田城や市街の成り立ちに関わる地形

を景観として残す

尼ヶ淵広場 城下の市街と城との接点
・斜面への影響評価による検討
・南側からの景観確保

小泉曲輪 ・空間を生かした活用の場



国道や都市計画道路の整備なども行われ、市街地が拡大し、三の丸や城下の様相が変容してきてい

ます。しかしながら、大手通りの形や町割り、また矢出沢川、蛭沢川に江戸期の骨格が残り、さら
に街道沿いの町並みや社寺に歴史的な風情を伝えています。
現状で見られる歴史的な要素として以下があげられます。
ア 藩主居館跡 現上田高校、東辺と北辺の一部の堀、表門、土塀等が現存します。
イ 作事場 (中屋敷)跡 現清明小学校、方形の区画や堀跡の形状を土地の形として残します。
ウ 大手通り 桝形や路線形状が踏襲され、現在も二の丸東虎国に至る主動線となっています。
工 城下の町並み 1日北国街道 。旧上州街道沿いや西辺の坂下に歴史的建築物を残す町並みが
見られます。特に、常田・柳町の町並みは高く評価されています。
オ 社寺    城域の外周に置かれた寺院や神社、またそれらの参道が残っています。
力 近代建築  大手通りや街道沿いにみられる近代建築も町並みをつくるものとなっていま
す。

(2)ま ちづ くりの方針
『史跡上田城跡整備基本計画書』(平成 2年度)に おいて、「歴史的環境整備およびまちづくりの
課題」また、基本方針として策定された事項を踏襲しつつ、大手通りの整備を重視する視点を加え
て改めて方針を掲げます。

ア 三の丸と城下の歴史が感じられるまちづくり
・立地環境が感じられる景観の確保

北の太郎山・虚空蔵山 。東大郎山、北東の湯の丸高原の山容、また、南の千曲川 。尼
ケ淵の崖面は上田城の選地に関わる自然条件であるとともに、秀麗で豊かな景観を与え
ています。市街化が進む現状にあって、山容を望むことができる道筋などは貴重なもの
となりつつあります。現状で川や山への良好な眺望地点を保全し、積極的に位置付けて
いきます。
。三の丸・城下の構造の表現
旧北国街道 。旧上州街道、また、矢出沢川・蛭沢川は当時の骨格を伝えています。ま

た大手通 りを中心軸 とした道筋や藩主居館跡 (現上田高校)、 作事場跡 (現清明小学校)

に見るように、三の丸の地割 り・町割 りの概形が踏襲されています。これらのことを訪
れる人や住む人々が実感できるように、例えば道路の修景舗装や表示施設の整備、 ある
いはわかりやすい教材を用いた歴史学習等、ハードとソフトの多面的な手法による普及
啓発に努めます。

イ 歴史的要素の保全と活用
・町並みの保全

旧北国街道沿いに残る「常田の町並み」と「柳町の町並み」、また、上田城の西辺にある「坂
下の町並み」は「歴史の散歩道」に位置付けられています。さらに旧上州街道沿いの「川
原柳の町並み」や多 くの社寺、また、点在する歴史的な建築物が上田城下の景観要素と
なります。さらに、近代の建築物の中でも上田の町並み景観に資するものも多くあります。
今後、これらの建築物を良好に保全するとともに、町並み景観の整備を市民参加・協

働によって推進します。例えば、歴史的建築物の登録制度や街路整備事業、また、景観
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条例に基づく整備事業の活用等を検討します。
・上田城に関連する遺構の調査と保存整備

市指定文化財となっている「上田藩主居館表門及び土塀・濠 。土塁」は今後 とも良好
に保存整備を行います。さらに、現上田高校 となっている藩主居館 と関連施設跡の範囲
や現清明小学校である作事場跡等、三の丸の遺構は積極的に調査を行い、これを保護す
るとともに将来的に整備を検討します。
保存管理計画では城域における調査と現状変更の取 り扱い、整備活用の方針等を定め
ました。

ウ 大手通 りの整備
大手通 りは三の丸の中心軸であり、上田駅から二の丸東虎口に至る主要な観光動線ともなり
ます。その東端には枡形が残り、歴史を伝える表示施設やシダレグワの並木が整備されていま
す。しかし、江戸期の情景を感じさせるものは希薄といえます。
今後、大手通りの歴史的な検証に基づ く景観整備を積極的に行うことにより、三の丸と城下
の町並み景観整備の推進に資する方針とします。
・街路整備

絵図・古写真等の調査や発掘調査を前提に、当時の幅員の表現や歩道・車道の在 り方、
また、街路施設のあり方や情景を表現する施設の整備等について検討します。さらに、
快適な歩行空間の創出を目的とした計画を検討します。

・町並み整備
大手通 りと二の丸通 りの町並みは上田城の景観形成において重要な要素となります。

江戸時代の武家屋敷を再現することは現実的ではありませんが、例えばファサードの修
景やわずかに残る近世建築物の整備活用は可能と思われます。
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第 3図 段階的な植栽管理のイメージ

○現 状
本丸土塁や堀外斜面はサクラやスギが多い緑
地 となっている。

本丸への眺望が損なわれている。

○短期 。中期

本丸土塁の整備や、景観確保 に伴って、支障
となる樹木を整理伐採

本丸土塁 。堀外斜面には新規植栽 は行 わず、
残 る樹木を維持する

二の丸北範囲に新規植栽

将来整備を見据えて計画的な整理に着手

○長 期
本丸土塁・堀外斜面の樹木は、寿命 の尽きた
ものや、傾倒 したものなどを 口次伐採・撤去

本丸への眺望が優れたものとなる

二の丸北範囲の樹木が生長 し、緑地空間が創
出され′る
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老齢のソメイヨシノ

〈写真図版 14〉 史跡内の現在の植生 (平成 23年 )

老齢のスギ

ケヤキ シラカシ

ムクロジ シダレグワ

アカマツ

ヒマラヤスギ

イチョウ

メタセコイヤ
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〈写真図版 15〉 近世から近代の植生を表す資料

明治 10年頃の本丸

明治 40年頃の本丸・下の段

昭和初年頃か

明治 40年頃の本丸 口上の台

大正 10年頃の本丸西虎口

昭和 3年本丸北部から招魂社を望む

| | | | ‐|||||,ti

-124-

昭和 15年の二の丸西虎口周辺



,i[ &.rar r-

宝永 3(1706)年～享保 20(1735)年 頃の絵図の写し (花月文庫郷土資料附図 3)

寛永年間 (1624～ 1645)頃の絵図の写し (花月文庫郷土資料附図 1)
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第 8図 上田城跡周辺の都市計画図
(『上田 。丸子都市計画図 上田市役所 平成 23年 3月」を一部抜粋)
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一 ―― 史跡範囲
――一―都市公園範囲

第10図 上田城跡史跡範囲図
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平成 2年度 本丸東虎口・二の丸北虎口
電線地中化、本丸堀浚渫に伴う試掘調査

平成 3年度 本丸西虎口・二の丸北虎口ほか
平成 4年度 二の丸西虎口ほか
平成 5年度 本丸上段部西側
平成 6年度 本丸上段部北側 口土塁西側北側部
平成 7年度 本丸上段部東及び南側 口土塁東側部
平成 12年度 本丸西虎口石垣周辺
平成 13年度 本丸尼が淵南櫓下石垣解体修復工事に伴う試掘調査 (1)
平成 15年度 本丸尼が淵南櫓下石垣解体修復工事に伴う試掘調査 (2)
平成 21年度 尼が淵崩落防止工事に伴う発掘調査
史跡指定範囲
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〈資料 1〉 過去の整備計画立案の経過

上田市は整備基本計画の策定以前から、上田城跡 (上田城跡公園)の整備に向けて、さまざまな形
で取り組んできました。まず昭和 51年度に観光課が事務局となり「上田城跡環境整備委員会」を組
織して調査研究報告書をまとめました。内容は上田市長期基本構想に基づき、上田城跡公園の整備に
ついて調査研究を行ったもので、史跡の保存と復元、都市公園機能の充実、諸建築物の整理、史跡内
の環境の向上、管理の一元化等について検討がされました。
次いで企画調整課が主体となり、「上田城跡公園整備方針」(昭和 56年度)が策定されました。こ
の際には三櫓の改修、史跡外の施設の移転、多聞櫓 (本丸虎口櫓門)の再建などが課題とされました
が、特に櫓の改修は重要文化財への格上げを目指したものです。また、「保存管理に関する基本方針」
が示されました。この整備方針はさらに第二次 (昭和 61年度)と して改訂され、公園全体の整備を
日本的庭園とし、櫓、多聞櫓、土塁などの再建整備を進めることとしました。これらの整備方針には「

城跡の庭園化」という史跡整備の観点では好ましくない要素も含まれていますが、整備基本計画に
繋がる方針が設定され、上田城跡整備事業で大きな契機になりました。
第 12表にそれぞれの計画・方針を比較したものを掲げました。

|■■ .||■ ■ ●
■ |■ ■ |■ ■ ■ ■ ■ ■ |■ r■ |

´`
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■.´ .14.
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過去に策定された整備計画
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第 12-1表 各整備計画等の内容

上田城跡公園整備方針 上田城跡公園整備方針 (改訂版)

策定年度 昭和56年度 (1981年度) 昭和61年度 (19開年度)

作成期間 昭和
“
年 10月 ～57年3月

立案組織

上田城跡公園整備方針調整会議
行政 (教育次長、商工部長、建設部長、
財政部長、総務部長、社会教育課長、
体育課長、観光課長、財政課長、
市民会館長、都市計画課長、管材室長、
企画調整課長)

学識経験者 (なし)

事務局

総務部 企画調整課

内 容

第 1章 上田城跡の概要

第1上田城跡の沿革

第2上 田城跡の指定及び城櫓等の保存経過
第3現況と問題点
第霧罰上田城跡整備基本方針

第1基本方針

第2整備計画 (短期。中期。長期)

第鍔言保存管理に関する基本方針

第1保存計画

第2管理計画
参考資料 (経過、名簿、図面等)

第 1章 上田城跡の概要

第1上田城跡の沿革

第2現況と問題点
第2章 上田城跡整備基本方針

第1基本方針

第2整備計画 (短期。中期。長期)

第3上田城跡の指定及び城櫓等の保存経過
第3章 上田城跡公園整備方針の推進、管理体制

第1推進計画

第2管理体制
参考資料 (図面)
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史跡上田城跡整備基本計画 史跡上田城跡整備基本計画 (改訂版)

平成2年度 (1990年度) 平成23年度 (2011年度)

平成22年4月 ～24年3月

上田市上田城跡公園整備計画研究委員会

行政 (助役、教育長)

学識研究者 (黒坂周平、渡邊定夫、吉田博宣、
平井聖、牛川喜幸、宮本長二郎)

史跡上田城跡整備実施計画検討委員会
学識研究者 (渡邊定夫、浅倉有子、五味盛重、
千田嘉博、平井聖、宮本長二郎、吉田博宣)

市民代表 (上田市文化財保護審議会、
上田・ 城下町活性会、上田市中央地域協議会、
上田観光コンベンション協会、公募委員)

オブザーバー (文化庁記念物課整備部門、
長野県教育委員会文化財 。生涯学習課)

教育委員会 社会教育課 ◎ 教育委員会 文化振興課

都市建設部 公園緑地課

観光商工部 観光課

教育委員会 上田市立博物館

1現状分析と課題
■上田城と上田城下町の沿革
2現況調査
3城下町の遺構調査
4景観分析
2整備の基本方針
1城跡整備の目標と方向付けの検討
2城跡整備の基本方針
3城跡整備の基本計画
1.発掘調査の位置づけ
2歴史的環境保全のための整備計画
3城跡区域の整備
4城への動線沿い景観および出入口景観の整備
5尼ヶ淵下(南側)の整備
4歴史の散歩道の整備計画
参考資料(整備プログラム等)

上上田城跡整備の基本方針

(1)上 田城跡の歴史的評価

(2)整備の目標
(3)整備の基本方針
2将来整備構想
3短期的整備計画
(1)整備の視点

(2)城郭の表現に係る整備
(3)景観確保

(4)管理・便益施設の配置
(o記念碑等の取扱い
(6)駐車場の新設
(η 通路整備

(8)短期整備における動線系統
4景観・修景計画
(1)植栽の現状

(2)植栽管理の基本方針

(3)日 標とする景観
5三の丸・城下町の歴史を活かしたまちづくり
(1)現状
(2)まちづくりの方針
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第 12-2表  各整備計画等の内容

上田城跡公園整備方針 上田城跡公園整備方針 (改訂版)

短期整備
目標

① 旧健康センター跡の活用
② 堀の水質浄化
③ 本丸の整備(民家移転と防災施設整備)

④ その他(二の丸東虎日の景観向上、
散策道設置、市民会館前広場の舗装)

①公園測量図の整備
②発掘調査
③展示館前整備(二の丸北虎口付近)

④ 尼ヶ淵散策道の整備
⑤樹木名や案内板の整備
⑥「信州の花木園」の整備
⑦堀のしゅんせつ
③本丸の整備(民家移転、庭園整備)

⑨ 電線埋設
⑩尼ヶ淵崖の崩落防止整備
①その他(3櫓の活用・排水路整備・
3櫓の重文指定)

中期整備
日標

①堀の土手保護
② 3櫓の改修と本丸の整備
③動物園の改良
④その他(愛の鐘の移転撤去)

①博物館前整備(「 憩の森」整備)

② 遊園地整備
③動物園整備
④公園管理事務所の移転整備
⑤公園内の散策道整備

長期整備
目標

① 城跡周辺を含めた散策道の整備
② 民家等の移転の促進
③ 多聞櫓の復元
④ 7櫓の新設
⑤ 熊舎の撤去
⑥ 土地の公有化

① 多聞櫓の復元
②櫓と土塀の復元
③建物の協定
④城跡周辺を含めた散策道の整備
⑤ 民家等の移転整備
⑥土地の公有化と整備
⑦石碑等の移転整備
③尼ヶ淵下の土地公有化と整備(駐車場と公園)

保存管理
計画

方針と管理体制についてわずかに触れて
いる

なし

特徴等

・隅櫓と櫓門の復元整備や史跡景観の修景を掲げ

るなどその後の上田城跡整備の方向性を決定

付けたものとして評価できるが各項目の内容に
ついては史跡の保存という観点から不十分な点

もみられる
。保存管理に関する基本方針を定めたことに注目
される

。史跡整備の前提として発掘調査を実施すると
いう方針が明確にされ史実に忠実な整備を進め

るとした点で評価できる
。一方で都市公園として市民の憩いの場としての

整備の必要性も認めこれらの両立を目指した
。整備の方向性の中には史跡としてふさわしく

ないものもある
。保存管理についてはふれていない
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史跡上田城跡整備基本計画 史跡上田城跡整備基本計画 (改訂版)

①保存管理計画の策定
②本丸及び虎日の発掘調査
③本丸東西虎口・二の丸北虎日の整備
④堀のしゅんせつ
⑤ 民家の移転
⑥本丸東虎口櫓門の復元
⑦本丸郭内の整備

①市民会館、山本鼎記念館等の移転
②二の丸東虎日、三十間堀、武者溜り等復元
③七ッ櫓復元(一部)

④ 尼ヶ淵崩落防止対策

①市民会館、山本鼎記念館等の移転
②二の丸東虎口、三十間堀、武者溜り等復元
③七ッ櫓復元(一部)

④ 尼ヶ淵崩落防止対策

①体育施設等移転
②二の丸西虎口整備
③二の丸郭、堀等の復元整備
④七ッ櫓、本丸西虎口櫓門復元

①体育施設等移転
②二の丸西虎口整備
③二の丸郭、堀等の復元整備
④七ッ櫓、本丸西虎口櫓門復元
⑤尼ヶ淵崩落防止対策

なし 「史跡上田城跡保存管理計画」をあわせて策定

・整備を進めるため市民会館や体育施設等の移転に

初めて言及し将来整備構想図が作成され上田城跡
の整備イメージを確立させた
。短期目標に保存管理計画の策定を盛り込んだが

達成できなかった
。都市公園の立場からの整備方針がなく植栽計画に

もふれられていない

・市民会館の移転が具体化したことから前計画で中

期整備 目標とした項目について新たに短期整備 目標
として設定し事業を進めていくこととした
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〈資料2〉 現状変更行為の履歴

第 13表に昭和 30年以降に史跡上田城跡で行われた現状変更行為の一覧を掲げました。これまで、
上田城跡においても事業の公益性を踏まえ、やむを得ず遺構を改変するということがありました。特
に外灯や案内表示の設置等の事例が多く見られます。史跡の保護に係る石垣や堀などの整備の際にも
届出は必要であり、今後も法令に沿って適切に事務処理を進めます。
なお、文化財保護法施行令第 5条 4に規定された次に掲げる項目については、当該市の教育委員会
が許可事務を行うことになっています。
〈文化財保護法施行令 〉
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)

第 5条
4 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会 (第 1号イから卜まで及び
りに掲げる現状変更等が市の区域内において行なわれる場合、同号チに掲げる現状変更を行う動物園
又は水族館が市の区域内に存する場合並びに同号ヌに規定する指定区域が市の区域内に存する場合に

あっては、当該市の教育委員会)が行うこととする。
l 次に掲げる現状変更等 (イ からへまでに掲げるものにあっては、史跡名勝天然記念物の指定に係
る地域内において行われるものに限る。)に係る法第 125条の規定による許可及びその取消し並びに
停止命令
イ 小規模建築物 (階数が 2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建
築面積 (増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が 120平方メートル以下のものを
いう。口において同じ。)で 3月 以内の期間を限って設置されるものの新築、増築、改築又は除却
口 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却 (増築、改築又は除却にあっては、建築の日から50
年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が 150ヘ ク
タール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法 (昭和 43年法律第 100号 )第 8条第 1項
第 1号の第 1種低層住居専用地域又は第 2種低層住居専用地域におけるもの
ハ エ作物 (建築物を除くc以下このハにおいて同じ。)の設置、改修若しくは除却 (改修又は除却
にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若し
くは修繕 (そ れぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
二 法第 115条第 1項 (法第 120条及び第 172条第 5項において準用する場合を含む。)に規定す
る史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却
ホ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
へ 木竹の伐採 (名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限
る。)
卜 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命
若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該捕獲した動
物への標識若しくは発信機の装着
チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
り 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの (現に繁殖のために使用されているもの
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を除く。)の除却
ヌ イからりまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域 (当該
史跡名勝天然記念物の管理のための計画を都道府県の教育委員会 (当該計画が町村の区域を対象とす
る場合に限る。)又は市の教育委員会 (当該計画が市の区域を対象とする場合に限る。)が定めている
区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の
状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
2 法第 130条 (法第 172条第 5項において準用する場合を含む。)及び第 131条の規定による調査
及び調査のため必要な措置の施行 (前号イからヌまでに掲げる現状変更等に係る法第 125条第 1項
の規定による許可の申請に係るものに限る。)

本丸堀の橋台撤去 (昭和 58年 ) 史跡説明版新設 (昭和 63年 )

尼ケ淵地質調査 (平成 8年) ソーラー外灯の新設 (平成 12年)
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]

第 13-1表 現状変更申請一覧 (1)

申請 日 実 施 場 所 内  容 事 業 概 要 等
昭和32年頃 本丸堀 本丸堀鉄橋建設 明治期からの木橋を架替
昭和∞年4月 5日 二の丸・プール西側 市営柔道場建設

3 昭和36イ千:7月 2日
二の丸・市民会館西
側 県宝上田城櫓説明板設置

昭和∞年8月 28日 二の丸・プール西側 愛の鐘鉄塔建設

昭和∽年9月 1日
二の丸。西虎ロロー
タリー 勝俣栄吉郎胸像建設

6 昭和36年 10月 1日 二の丸 三櫓ライトアップ用夜間照明灯設置
7 昭和36年 10月 16日 二の丸 車両通行禁止柵の設置
8 昭和37年 1月 17日 二の丸・穀蔵跡 山本鼎記念館建設
9 昭和37年 4月 ■)日 二の丸堀 鹿園設置 堀法面を利用する計画(不許可)

10 昭和37年 7月 31日 二の丸・武者溜り 市民会館建設 旧公会堂解体、市民会館建設工事
11 昭和39年5月 25日 二の丸 市立博物館建設

12 昭和41年 1月 21日 二の丸堀 二の丸堀法面整備
二の丸橋北側の西法面に鹿園設置 (不
許可)

13 昭不日41年4月 21日 二の丸 鹿放し飼い用柵と鹿小屋設置 (不許可)

14 昭禾日43年 5月 6日 二の丸 山極勝三郎博士胸像建設 二の丸山本鼎記念館西側
15 日召和46年2月 17日 二の丸 自動車通行禁止柵の設置 虎国の車止めの設置

16 日召禾口40手 12月 25日 二の丸 公衆便所移転改築 東虎口のトイレ(博物館南側から現在
の位置に移転 )

17 日召和47年3月 27日 二の丸・招魂社南西
吉F 胸像建設 羽田武嗣郎代議士の胸像

18 昭和52年 2月 10日 本丸・上の台 富貴建物撤去 本丸に移築されていた旧藩校明倫堂を
解体

19 昭和 52年 3月 4日 二の丸 市民会館受水槽、ポンプ室新設 消火栓設備の新設

a 昭和52年 7月 4日 二の九・東虎口～市
民会館前 下水道整備工事

21 昭和52年 9月 6日
二の丸。東庭球場付
近 電柱統合

22 昭和 52年 9月 22日 二の丸。東庭球場 庭球場整備(管理棟、塀、照明設置)

郎 昭和53年 3月 29日 本丸、二の丸 水銀灯設置 本丸1基新設、二の丸北虎口1基増設
Z 昭和M年5月 2)日 二の丸 水銀灯設置 本丸堀北東と北西に各1基新設
25 昭和55年 8月 9日 二の丸 招魂社玉垣設置

“

昭和55年 11月 る 日 二の丸堀 土塁復旧、遊歩道新設 公園前駅石段撤去、土塁修復
η 昭和

“
年 1月 a日 本丸 南櫓及び北櫓石垣修復工事 南櫓台石垣積み直し、北櫓台石垣補修

器 昭和56年 4月 22日 本丸西虎口 水銀灯設置 本丸西虎口2連 1基

29 昭和56年 7月 10日
二の丸北虎口、二の
丸南西部 下水道整備

∞ 日召和56年 9月 3D日 二の丸 尼ヶ淵崖面崩落 市民会館南側
31 昭和57年4月 27日 二の丸北西部 個人住宅撤去

"
昭和57年7月 8日 二の丸・市民会館～

東虎口 市民会館車椅子スロープ通路設置

∞ 昭和57年7月 3)日 二の丸 テニスコート西便所改築 老朽化による改築

鉾 昭和8年 1月 31日 二の丸・北虎口～青
少年ホーム 下水道整備

% 昭和58年3月 10日 二の丸・武者溜り 市民会館周辺整備 (樹木植栽、防塵舗
装)
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申請 日 実 施 場 所 内  容 事 業 概 要 等
∞ 日召禾日田年4月 10日 二の丸・武者溜り 二の丸橋補修と市民会館周辺舗装 市民会館駐車場の舗装
37 日召禾日田年5月 ∞ 日 本丸堀 コンクリート橋台撤去 堀に残っていた鉄橋橋脚 1組を撤去

"
昭和
"年

5月 28日
二の丸。東虎口、本
丸 西櫓外柵及び案内板設置

二の丸東虎口案内板増設、西櫓防護用
木柵

39 昭和59年 11月 10日 二の丸 山本鼎記念館倉庫増築

Ю 昭和62年 12月 5日 本丸堀(東虎口土橋
付近)

送水管設置(堀の水位を上げるため) 堀への地下水送水管を敷設

41 昭和63年2月 3日 二の丸・北虎口付近 展示館撤去 旧武徳殿の解体撤去

42 昭和63年2月 3日 本丸～二の丸・鼎記
念館西側 電線地中化

43 昭和63年 2月 3日 本 丸 西櫓脇の散策道整備 石段施工、植栽整備
44 昭和63年2月 8日 二の丸 二の丸案内板設置 案内板2基を1基に統合整備
45 昭和63年 5月 6日 二の丸南西部 花木園植栽 土塁法面
46 昭和63年 7月 27日 本丸、二の丸 案内標識及び信党明板設置 6か所
47 平成2年2月 8日 二の丸。東虎口付近 電線地中化

48 用二月え24ヨ9月 18日 本丸。東虎口、二の
丸。北虎口、本丸堀 発掘調査

49 平成2年9月 18日 二の丸 二の丸排水路設置 開渠と暗渠による排水溝の新設
Ю 平成2年9月 18日 二の丸・北虎口 二の丸北虎口石積工事 石垣復元整備
51 平成2年 10月 15日 本丸 電柱建替工事 本丸内電柱取替
鬱 平成3年3月 8日 二の丸 市民会館横身障者用トイレ設置 市民会館前駐車場 (二の丸土塁跡)

田 平成3年5月 器 日 本丸西虎口。東虎
口、二の丸北虎口

二の丸北の虎口、本丸東土橋及び西
虎口発掘調査

M 平成3年6月 笙)日 本丸堀 本丸堀浚せつ及て用卜水路設置

55 平成3年9月 10日 本丸・東虎口 本丸東虎口櫓門及び袖塀の復元、水
道管等埋設

56 平成4年6月 9日
二の丸。西虎口、北
虎口 発掘調査 土塁、石垣の確認

57 平成4年6月 10日 本丸・西虎口 本丸西虎口整備、二の丸西虎口及び
北虎口発掘調査 遺構地上表示、整備事業

“

平成4年6月 16日 二の丸。北虎口～本
丸堀東側

二の丸北虎口から本丸堀まで電線地
中化

59 平成4年 10月 15日 二の丸・北虎口 二の丸北虎口の水道管敷設替え
∞ 平成4年 11月 4日 本丸・上の台 個人住宅撤去 住宅兼店舗解体撤去
61 平成5年4月 a)日 尼ヶ渕 尼ヶ渕石垣崩落

∝ 平成5年5月 10日 本丸 本丸隅櫓自動火災報知設備の電線地
中化

63 平成5年6月 25日 本丸・上の台 発掘調査 (本丸 12Юぽ )

64 平成5年7月 7日 二の丸・北虎口 二の丸北虎口の遺構復元及び環境整
備事業

“

平成5年9月 8日 本丸。東虎口 本丸東虎口の遺構復元及び環境整備
事業

“

平成5年 10月 1日 二の丸 小泉曲輪の道路修景整備
げ 平成5年 10月 4日 二の丸 山本鼎記念館雨水排水管の敷設替え
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第 13-2表 現状変更申請一覧 (2)

申請日 実 施 場 所 内 :容 事 業 概 要 等
68 平成6年7月 2)日 本丸。上の台 本丸発掘調査
∞ 平成6年 12月 1日 二の丸 市営プール給水管敷設替え
Ю 平成7年3月 6日 二の丸 南櫓門から北櫓門まで電線地中化
71 平成7年6月 7日 本丸。上の台 本丸発掘調査
72 平成7年7月 8日 二の丸 き損届(博物館東側石垣崩落)

聰 平成8年8月 23日 尼ヶ淵 西櫓南側の尼ヶ淵崖面地質調査
(ボーリング調査2ヶ所 )

Z 平成9年 10月 17日 二の丸 電話ボックス建替え(市民会館入口)

75 平成10年 1月 14日 二の丸堀 二の丸堀跡(ケヤキ並木の散歩道)整
備 公園前駅ホーム跡地付近

76 平成10年8月 31日 二の丸・招魂社境内 石碑の建立(1基)

77 平成11年4月 8日 二の丸 説明板建替、水飲場改修 東虎口土橋
78 平成11年4月 2)日 二の丸 二の丸南東部の東屋撤去 市民会館南側土塁
79 平成11年6月 4日 本丸 南櫓石段手櫂設置

∞ 平成12年6月 1日 尼ヶ淵 二の丸南東部尼ヶ淵崖面ボーリング調
査2ヶ所 市民会館南側崖面

81 平成12年 7月 7日 二の丸 ソーラー外灯1基設置 招魂社前
82 平成12年 8月 11日 二の丸 二の丸石積改修 博物館裏
田 平成12年 11月 15日 本丸・西虎口 本丸西虎口石垣発掘調査

尉 平成12年 11月 15日 二の丸 便所改修 (児童公園、テニスコート
西)、 東屋建替 東屋は三十間堀跡付近のもの

85 平成12年 11月 24日 尼ヶ淵 尼ヶ淵崖崩落防止対策工事 市民会館南側崖面ジオファイバー補強
工事

86 平成13年 7月 ■)日 二の丸 電柱新設 (山本鼎記念館西側1本 )

87 平成14年 10月 28日 尼ヶ淵 石垣修復、試掘調査 本丸南櫓下石垣の解体修復工事に伴う
調査

88 平成14年 11月 器日 尼ヶ淵 試掘調査、地質調査 本丸南櫓下石垣の解体修復工事に伴う
調査

89 平成15年 1月 31日 二の丸 市民会館スロープ改修2ヶ所
∞ 平成16年 1月 27日 本丸・東虎口 南北櫓の袖塀雨落改修
91 平成 16年 10月 22日 尼ヶ淵 き損届(崖面崩落) 台風23号による崩落の応急措置
能 平成17年4月 18日 本丸 員田神社外柵撤去及び木製柵設置
% 平成17年 5月 27日 尼ヶ淵 崩落箇所修復、崩落防止工事 平成16年の崩落箇所の本格復旧

% 平成17年 6月 10日 尼ヶ淵 南櫓下下段石垣修復工事 享保期石垣の伝統的工法による修復工
事

95 平成18年2月 7日 本丸・二の丸 櫓と博物館の案内板設置
96 平成18年6月 12日 尼ヶ淵 南櫓下中段石垣修復工事 明治期石垣の修復工事
97 平成18年 11月 9日 本丸 員田神社土蔵補修工事
% 平成18年 11月 2)日 本丸 西櫓脇階段設置
99 平成a年1月 8日 本丸 北櫓石段手櫂補修 木製

1∞ 平成a年5月 2)日 本丸 員田神社社務所木塀改修及び境内杉
の伐採

101 平成a年6月 4日 尼ヶ淵 杉の伐採
102 平成I)年6月 6日 二の丸 「宝くじ松」の植栽 山本鼎記念館前
103 平成a年10月 6日 尼ヶ淵 杉の伐採
104 平成"年

10月 15日 本丸・ 二の丸 測量杭の設置と除却
105 平成Ю年10月 27日 二の丸 テニスコート防球フェンスの改修
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申請 日 実 施 場 所 内  容 事 業 概 要 等
1∞ 平成a年 10月 29日 本丸 西櫓石段手すりの設置 ステンレス製手すりを設置

107 平成a年 12月 5日 二の丸
「宝くり公」表示板の設置、博物館前ビ
ワの伐採

1(6 平成21年 1月 16日 二の丸 招魂社境内の枯死ケヤキの伐採
1(D 平成21年 4月 1日 本丸堀 千本桜祭リライブカメラの設置と除却 東虎口堀の法面

110 平成21年 4月 22日 二の丸 ウォーキング園路表示板の設置
111 平成21年6月 2)日 二の丸・武者溜り 大阪城友好城郭提携記念碑の設置

112 平成21年 8月 2)日 本丸。東虎口 発掘調査 (石垣基礎調査関連本丸東
虎口)

113 平成21年 10月 2)日 本 丸 員田神社手水舎の改修
114 平成22年 1月 2)日 本丸堀 南櫓東側空堀石垣崩落
115 平成22年 1月 12日 本丸堀 南櫓東側空堀竹林伐採
116 平成22年 1月 器 日 本丸 西櫓前木柵の改修

117 平成2年3月 1日 本丸 員田神社お札売り場。本殿渡り廊下の
改修

118 平成22年 3月 16日 本丸堀 千本桜祭リライブカメラの設置と除却 東虎口堀の法面
119 平成22年 4月 14日 二の丸 三吉米熊胸像前イチイ2本の伐採
120 平成22年 5月

"日
本丸 員田神社拝殿高欄の設置と参道改修

121 平成22年 8月 23日 二の丸 電柱更新 山本鼎記念館西

122 平成22年 9月 14日 尼ヶ淵 尼ヶ淵崩落防止工事 市民会館南側崖面モルタル吹付工事 (

化粧仕上げ )ほか

123 平成22年 12月 14日 本丸・二の丸 本丸及び二の丸のライトアップ機器常
設工事

取り下げ(東 日本大震災後の電力供給
不安定な時勢による節電に対応するた
め中止)

124 平成8年3月 18日 本丸堀 千本桜祭リライブカメラの設置と除却 東虎口堀の法面
125 平成郎年4月 8日 本丸堀 き損届(瓦の盗掘) 西北隅櫓の櫓台法面で発生した案件
126 平成8年8月 26日 本丸 櫓門下の排水路の改修 玉砂利の清掃と通路の不陸矯正

武徳殿 (昭和 63年解体撤去) ケヤキ並木散歩道整備 (平成 10年 )
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〈資料3〉 土地公有化の経過

史跡の指定面積は 111,586ゴ で、昭和 9年の指定以降、追加指定はありません。指定以前から、
上田市は松平神社をはじめとして多くの地権者の理解を得て、公園化を推進するために城跡の土地公
有化を進めてきました。大正 12年には上田市公会堂の新築にあたり、約 8,000ゴ の土地を取得して
また、大正 14年から15年にかけては72筆、約 48,000ゴ もの土地を取得しています。史跡の指定

第 14表 史跡上田城跡の公有化の推移

登記年月 日 筆 面積 (r) 累積 (r) 取得率 形態 旧所有者 備   考

大正

101.27 358000 3580て氾 3217 寄付 松平忠礼 M4■ 11に松平氏が取得した本丸
12328 2 1,∞300 4643∝ 4.16% 売 買 個人 1名 公会堂用地
12331 9 4,3200C a963(氾 803% 売 買 個人 1名 公会堂用地
1252 3 2,818CC 11,781.OC 10502 売 買 個人 銘 公会堂用地
14623 27 26,046∞ 3z8270C

“
9シ 寄付 松平神社 本丸

1472 4 2,358 CЮ 犯 1“∝ 36.01% 売 買 個人 1名

14.11.27 2 542〔Ю 40,727C£ ∞ 恩該 売 買 個人 1名

14.11.30 899∞ 41,626〔氾 373〔ツ 売 買 個人 1名 武徳殿用地
14.12.1 3 722.52 42,34852 3795% 売 買 個人 銘 武徳殿用地
14122 91900 43,26752

“
7該 売 買 個人 1名

14123 4 1,462CЮ 44,72D.52 Ю .αン 売 買 個人 銘

14125 327.27 45,05679 Ю.0シ 売 買 個人 1名

141215 ∝〕471 45,691.∞ 40.95× 売 買 個人 1名

141217 2 1,3И
“

46,Cだ643 4212× 売 買 個人 1名

141218 2 ω200 4Z38843 42.47ツ 売 買 個人 1名

14.12.19 3 934.74 4a32317 4331% 売 買 個人 1名

14.12.23 6 2,288■ 8 5),611.35 4536% 売 買 個人 1名

14■ 225 26446 5),87681 45.59% 売 買 個人 1名

14.12.27 145.(〕D 51,00)81 45.72× 売 買 個人 1名

151.27 2 1,52030 52,541.11 47(X)シそ 売 買 個人 銘 1筆は武徳殿敷地
15.217 42600 52,96711 47479そ 売 買 個人 1名

15.327 32727 5329438 4776% 売 買 個人 1名

15.42 4 3,674CЮ 5Q96838 51.C遍 |% 売 買 個人 銘 S57に個人住宅移転(国庫補助事業)

15.47 1,722∞ 田 ,69038 52αり 売 買 個人 1名 武徳殿敷地
15410 ∞700 59,02738 52{()シ 売 買 個人 1名

1597 &Ю避 59,38771 53229% 売 買 個人 1名

1511.3 1%.OC 59,572.71 53〔Юシ 売 買 個人 1名

1511.19 198て£ 59,77071 535過ツ 売 買 個人 1名
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登記年月 日 筆 面積 (ポ) 累積 (r) 取得率 形態 旧所有者 備   考

昭和

2.5.16 198〔£ 5996871 5374% 寄付 個人 1名

21014 3 lQ28300 70,25171 62962 売払 国

4221 2 a153て進 7540471 は 58% 交換 国

4■014 2 5,864てЮ 81,2(途 .71 7283ン 売払 国

91228史跡指定 11邸 耐
10525 271.00 81,5〔p.71 7307シ 売 買 個人 1名

2811.12 1,84400 83,38371 7473% 寄付 上田護国神社
SMに店舗兼個人住宅移転(市単)

H4に店舗兼個人住宅移転(国庫補助事
業)

43.220 55800 83,941.71 7523/ 売買 個人 1名

43228 5 1,4B00 85,34971 76.49% 売 買 個人 銘 二の丸北虎口
44125 8264 め ,432価 ■ 56% 交換 長野県
451.12 13700 お ,お9∞ 766救 売 買 個人 1名

46722 23■00 お,&D" 76.89% 売 買 上田招魂社 市民会館敷地
4832 10 2,18D〔Ю 87,9&)35 78859て 売 買 上田交通 旧軌道敷(二の丸堀ケヤキ並木遊歩道)

51.824 1900 87,∞9135 8869イ 売 買 個人 1名

平成 31220 1,lЮ∞ 田 lЮ∞ 799ν 売買 個人 1名 市営プール

合 計 123 ∞ ,1793b ※当初から上田市が所有して
いた土地及び官有地等は含んでいない。なお、取得率は取

得した土地の累積面積が史跡指定面積(11邸 r)に占める割合を示す

以前に上田市が多くの土地を所有していたことは、その後の公有化及び追加指定の動きにも大きな影
響を与えたものと考えられます。
近年では、大規模な公有化はありませんが、史跡内に所在した店舗や個人住宅の移転を国庫補助事

業として進めた結果、現在、史跡内に住宅・店舗等は所在していません。

本丸東側旧景 (昭和 52年解体撤去・旧明倫堂)
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■

第 15表 年別の公有化率
年

登記の日による区分 寄付・売買等の完了日による区分
備   考

筆 面積 (ポ ) 累積(ポ ) 取得率 筆 面積 (ポ ) 累積(r) 取得率
大正lo年 5 35&〕CЮ a52)CЮ 321% 35&〕00 a58)(X3 3217

大正11年 0 a58)_CЮ 321% 388■∞ z46■ (X3 669骸

大正12年 14 a2o■oo 11,諮上∞ 1056% 9 4,320(Ⅸ〕 11,78■∝ 10Ⅸシ

大正14年
"

39,23981 51,02)81 457212 71 4Z606.71 59,〔8771 協 22シ T14■OmにЮ筆を|る人から買入
大正15年 13 a7499Ю 59,77071 53.56% 3 6[4∞ ∞ ,041.71 53817

昭和2年 4 lQ48■∞ 70,251.71 629シ 5 16,345てЮ 76,38671 毬 4(ν

日召和4年 11,01700 81,26871 72839 2 5,153.00 81,539.71 73.ση

日召和10年 271.00 81,539.71 る (y7ン 0 0 81,539.71 BCy7ン

日召禾日28年 1,844∞ 83,38371 747(ラ 2 a024てЮ 84,56371 7578ン

昭和41年 0 0 83,38371 74739 5田.∞ 85,121.71 762勁

昭和43年 6 1,Ⅸ過∞
“
,349.71 7649ン 1,48:∞ お,5m.71 7.Z55,

昭和44年 8264 85,43235 る [6シ 6 21964 86,74935 7774,

昭和石年 137てЮ 5,“9.35 る (Bン 0 0 〔X),749∞ 77749

昭和46年 23■∞ 85,&D35 ℃ 〔9ン 231.∞ 86,9Ю_∞ 7795ツ

昭和484 10 2,18)00 87,9Ю.35 7885, 10 2,18300 槻 1∞∞ 799り
日召和51年 19∝| 8ZI∝D:35 78{(p 19CЮ 鯰 lη

“
799ν

平成3午 1,lm∞ 鯰 ln35 7992デン 0 0 冤 ln35 799ν
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〈資料4〉 尼ヶ淵崖面崩落防止対策工事の経過

尼ヶ淵の崖面は千曲川の河岸段丘崖であり、上田城はこの自然地形を要害に利用 しています。こ

の尼ヶ淵から本丸を仰ぎ見る景観は、上田城跡の中でも絶好のものです。城跡付近の崖の比高差は7

～ 13mを測り、下層は軟らかい河床堆積物 (染屋層)、 上層は強固な火山泥流層 (上田泥流層)で
構成されています。この崖面は河川や風雨の浸食で次第に崩落が進み、築城以来数次にわたって護崖

石垣が構築されてきました。
整備基本計画では尼ヶ淵崖面の保護を重要な課題と位置付けており、中 。長期目標として崩落防止

対策工事を設定しています。平成9年度に西櫓下と周辺の崖面に強化材吹付工や暗渠排水工事を行い、
平成 12年度には市民会館周辺崖面の強化材吹付工、ジォファイバーエによる法面補強工事などを行
いました。また、平成 14か ら18年度にかけて南櫓下石垣の解体修復工事を実施しました。さらに近年、
市民会館南側崖面の崩落 (落石)や、南櫓西側崖上で雨水による浸食が目立つようになってきたこと
から、平成 22年度には景観保全を前提としたモルタル吹付工事 (化粧仕上げ)を実施しました。

〈工事の経過〉
平成9年度

平成 12年度
平成 14～ 18年度
平成 17年度

(西櫓～員田神社南側)強化剤吹付工
(西櫓南側)ロ ックボルトエ、鋼繊維補強モルタル (SFRM)吹付工、

厚層基材吹付工、暗渠排水工、クラック充填工

(市民会館南側)崖面への強化剤吹付工 。ジオファイバー補強工
(南櫓下)石垣解体修復工事
(二の丸南西部)崩落箇所の危険部位除去
(市民会館南側)崩落上の除去と植生シート敷設
(南櫓西側)崖面への雨水浸透抑制を目的とした暗渠排水工
(市民会館南側)ロ ックボルトエ、モルタル吹付工 (化粧仕上げ)

平成 22年度

〈各施工場所と内容〉
(1)二の丸西南部崖面
平成 16年 10月 の台風 23号による雨水浸透により、風化して脆 くなっていた崖面が崩落しました。
翌年度にバックホーを用いて崩落した崖面に残る危険部位を取り除きました。

(2)西櫓南側崖面
かねてから崩落やクラックの発生が著しく、近代以降、石積みを用いて崩落防止対策がされてきた

箇所です。平成 9年度に、崖面上部で雨水浸透を抑制するための遮水シートを用いた暗渠排水工を
実施し、併せて崖面上部には強化材の吹付工とクラック充填工、下部にはロックボルトを貫入し、鋼

繊維補強モルタル吹付後に盛土をして、植物種子を混ぜた厚層基材を吹き付ける工事を実施しました。

施工に伴い、排水路として西櫓西側斜面に集水枡を3箇所設置し、硬質塩ビ管を敷設して堀水の排
水路に接続しました。
強化剤は、岩石の風化を抑制するCH100と いう溶剤を使用しました。また、クラック充填は、目

地材として現地で採取した崩落土にセメントとCMC(増粘剤)、 水を混合してクラックに詰めた後、
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刊
「―

セメントにベントナイト (増粘剤)、 水を混合した注入剤をクラックに注入しました。
植生回復のために厚層基材に混合した種子は、ギョウギシバ (バ ミューダグラス)、 ナガハグサ (ケ

ンタッキーブルーグラス)、 ヤマハギ、コマツナギ等です。
なお、崖面下に設けられた石垣 (享保石垣)は解体修復等を行ったことはなく、良好な状態を保っ
ています。
(3)員田神社南側崖面
近世以降、石垣を用いて何度も崩落防止対策等がされてきましたが、平成 9年度に崖面が露出して
いる部分に強化剤の吹付工を行いました。
なお、この周辺の石垣は解体修復等を実施したことはなく、良好な状態を保っています。
(4)南櫓南側崖面
この場所は狭い範囲に石垣が長期間、複数回にわたって築造されており、崩落の危険と常に向かい

合いながら管理をしてきた箇所といえます。西櫓南側と同様に最下段には享保石垣があります。この
石垣は便宜的に「下段石垣」と仮称しました。さらにその上に幕末から明治時代にかけて4～ 5回に
わたって積まれた石垣があります。こちらを「中段石垣」と仮称しました。
平成 14～ 17年度にかけて石垣の解体修復工事を施工しました。まず、最下段の享保石垣東側部分
の解体修復工事 (158ゴ )に着手しました。この石垣は、崖面が享保 17(1732)年 に発生した千曲
川の洪水で大きな浸食を受けたため、翌年から護崖のための石垣築造に着手し、享保 21年に完成し
たものです。この工事では原則として伝統的工法で修復しましたが、裏込背面の盛土部分は現代的版
築層で築 くとともに、ジオテキスタイルエ法を用いて、地盤強化などの補強を行いました。なお、石
材は再利用に耐えうるもの以外は新補石材とし、石切場である太郎山の緑色凝灰岩入手が困難なため、
佐久石を購入して使用しました。
下段石垣の解体中に中段石垣の東側が大雨で崩壊したため、下段石垣のしゅん工後に、修復工事 (54
1lf)に着手しました。崩壊部分が近代以降に積み増したものであつたことや、崖面と南櫓台石垣の保
護が最優先と判断し、現代工法で修復を行いました。崖面にロックボルトを貫入し、モルタル吹付工
で安定させた後に、崩落した石材を用いて修復を行いました。また、石垣の基礎も下段石垣の天端上
にモルタル混合土を盛り、コンクリート基礎を設置して強度を高めました。なお、石垣中央の崖面露
出部分は、着色モルタルを貼 り付けることで原状の風合いに近づけました。
平成 22年度には、中段石垣脇の崖面が雨水の浸食が著しくなっていたため、雨水の浸透を抑制す
るために崖面上部に遮水シートを用いて暗渠排水工事を実施しました。西櫓下で施工した同工法の経
過が良好なことから採用したものです。
(5)市民会館南側崖面
西櫓下と同様にかねてから崩落やクラックの発生が著しく、近代以降石積みを用いて崩落防止対策
がされてきた箇所です。
まず平成 12年度に崖面上部に強化剤の吹付工とクラック充填工、下部には連続繊維複合補強土工

(以下、ジオファイバーエ)を実施しました。強化剤吹付工及びクラック充填工は西櫓下と同じ工法
で行いました。ジオファイバーエとは、崖面へのロックボルト貫入とモルタル吹付による地山補強土
工に、砂質土にポリエステル等の連続繊維、保水材、接合材、植物の生育基盤材を混合した連続繊維
補強土を積層し、表面に植物種子を混合した厚層基材を吹き付けるものです。西櫓下で実施した工法

-148-



とは連続繊維補強土を用いる点で異なります。なお、植生回復のために厚層基材に混合した種子は、
ギョウギシバ、ナガハグサ、ヨモギ、メドハギです。また、併せて崖面下の園路に土砂が流入しない

よう、擬木を用いて防護柵を設置しました。
平成 16年には台風 23号による雨水浸透により、崖面下部に堆積していた崩落土が滑落しました。

滑落土を除去する等の応急措置を実施し、翌年度に不安定な崩落土を除去し、植生シートを設置して
法面の安定化を図りました。
平成 22年度には崖面上部にモルタル吹付工 (化粧仕上げ)を実施しました。強化剤吹付工を実施
した区域の一部で、崖面に浸透した雨水等が冬季に凍み上がることなどでその効果が薄れ、落石等
が発生していることから施工したものです。計画当初はジオファイバーエを用いる方向で準備を進
めましたが、史跡上田城跡整備実施計画検討委員会での工法検討の結果、ジオファイバーエで施工
した場合には植物が繁茂し、上田泥流層が露出した崖面の風合いとは異なってしまうことから、関
係各機関とも協議を行い、表面を着色するモルタル吹付工を採用しました。まず、崖面にロックボ
ルトを貫入し、浸透水の排水措置を講じたうえでモルタル吹付工を実施しました。その後、顔料と
現地の崩落土を混合した化粧モルタルを作業員が施工面に貼付けて崖面の風合いを再現しました。
なお、この工法は南櫓下中段石垣の崖面露出部に施工したものと同様のもので、数年にわたり試行
錯誤を重ねて完成させた工法です。今後も経過をみながら未施工部分に採用したいと考えています。

(西櫓南側)暗渠排水工 (二の丸南西部)崩落箇所の危険部位除去

(市民会館南側)モルタル吹付工 (化粧仕上げ)
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〈資料5〉 指定文化財

第 16表 上田城跡に関連する指定文化財

指 定 名   称 種 別 所有者 指定 備   考

国 上田城跡 史跡 上田市ほか S91228
2 県 上田城櫓 (南櫓、北櫓、西櫓 ) 建造物 上田市 S3411.9

3 県 砥石城跡 (米山城を含む ) 史跡 私所有2名 S44515 真田昌幸時代の山城と居館
4 県 真田氏館跡 史跡 上田市ほか S42■023 真田幸隆、信綱、昌幸時代の居館
5 県 正保の信濃国絵図 絵画 上田市 S49111.14 藩主・仙石政俊の時に幕府に提出

6 巾 一九禄信濃国絵図 古文書 上田市 S44.5.9 藩主・仙石政明の時に幕府に提出

7 巾 天保信濃国絵図 古文書 上田市 S58.4.8 藩主・松平忠優の時に幕府に提出

8 市 上田藩主居館表門及び土塀。濠・土塁 建造物 長野県 S4459 真田信之以降の藩主居館
9 市 日向畑遺跡 史跡 上田市 S5041 真田幸隆より前の真田氏の墓と推定
10 巾 真田幸隆・昌幸夫妻の墓 史跡 長谷寺 S4741 宝筐印塔
11 市 真田信綱夫妻・昌輝の墓 史跡 信綱寺 S47.41 宝筐印塔

12 市 寒松院 (真 田昌幸室 )の墓 史跡 大輪寺 S4648 宝筐印塔
13 工巾 小松姫の墓 (真田信之室大蓮院の墓 ) 史跡 芳泉寺 S45.511 宝筐印塔

14 工巾 仙石家墓所 史跡 本陽寺 S5648 秀久夫人、忠俊の墓ほか
15 市 仙石家霊廟 史跡 芳泉寺 S5648 秀久、政俊の墓
6 市 真田氏本城跡 史跡 十林寺区ほか S4741 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城
7 市 松尾城跡 史跡 横沢区ほか S4741 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城
18 巾 天白城跡 史跡 赤井区ほか S474■ 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城

19 巾 横尾城跡・内小屋城跡 史跡 横尾区ほか S4741 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城
Ю 巾 根小屋城跡 史跡 曲尾区ほか S4741 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城
21 巾 洗馬城跡 史跡 個人ほか S4741 真田幸隆、信綱、昌幸時代の山城
2 市 真田氏文書 古文書 上田市ほか S59831 信綱。昌幸。信之文書
23 市 真田氏給人知行地検地帳 古文書 個人蔵 Hl132C 真田昌幸が実施した検地の帳面
Z 市 海野町柳沢家日記 (本陣日記 ) 古文書 個人蔵 S4459 延宝9年 (1“1)～明治6年 (373)
25 市 原町滝沢家日記 (問屋 日記 ) 古文書 個人蔵 S4459 寛文3午 (1“3)～明治2年 (1869)
お 市 上田藩村明細帳 古文書 個人蔵 S61.65 「宝永差出帳」 寛政3年の写し

27 巾 紺糸絨白熊毛当世具足 工芸品 上田市 S4459 松平忠周着用具足

28 巾 常田獅子 無形民俗
文化財

常田獅子
保存会 S43424 上田城築城の際に地固めの祝に演舞したと伝わる

29 市 房山獅子 無形民俗
文化財

房山獅子
保存会 S43424 上田城築城の際に地固めの祝に演舞したと伝わる

∞ 市 三ッ頭獅子 無形民俗
文化財

旧上原区三ッ
頭獅子保存会 S5451 お屋敷 (真 田氏館跡 )を作った際に踊つたと伝わる

3 市 能面狂言面 有形民俗
文化財 上田市 S4648 松平家1日蔵品
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上田市には国県市指定の文化財が289件あります (平成 24年 3月現在)。 このうち、上田城跡及
び歴代藩主に関わる指定文化財のみを第 16表に掲げました。これらは、上田城下と城を造る前の本
拠だった旧真田町に多く分布しています。

真田氏館跡 上田藩主居館表門

本陽寺仙石家墓所 (政俊の墓) 能面狂言面 (松平家旧蔵)

大輪寺寒松院の墓
※写真は全て『上田市誌』及び『真田町誌』から転載
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芳泉寺小松姫の墓



〈資料6〉 史跡内に所在する石碑・胸像

史跡内に所在する石碑・胸像は25基で、一番古いものは明治 23年 (1890)に 設置されたものです。
戦前のものには先人顕彰を目的としたものが多く、戦後になると歌碑なども見られるようになります。
かつて招魂社があった本丸上の台には、戊辰戦争上田藩従軍記念碑があります。また、上の台には

第 17表 石碑 口胸像等一覧

名   称 設置
場所 設置年月 日 設 置 者 内 容 等

史跡上田城跡本丸跡
碑

本丸
上の台 昭和 58年 10月

上田ライオン
ズクラブほか 史跡上田城跡本丸跡

2 上野集義堂碑 本丸
上の台 明治23年 8月 不 明 (象額 松平忠礼筆金子之恭書)上野

尚志『 信濃国小県郡年表』著者。

3 小島大治郎翁頌徳碑 二の丸
愛の鐘 明治32年 5月 遺徳顕頌会 (五島慶太 書)上田温泉電軌 の創設

者。

4 報恩碑一松堂内堀君 二の丸
西虎口 大正釣日月 不 明

(象額 三島毅 岡田起作 書)明治6年依
田村に生まれ、41歳で死亡した内堀先生
を追慕し建立。

5 三吉米熊先生胸像 二の丸
東虎口 大正5午2月 長野県立小

県蚕業高校
(中村直人 作)近代 日本の養蚕教育の
先駆者。胸像は2代 目。初代は全身像だっ
た。

6 新田義徳先生寿蔵碑 本丸
上の台 大正8年9月 不 明

(象額 松平忠正 筆 佐藤知敬 書)松平
忠周が上田に移るときの家臣。フランス語
に長けた。

7 故渡邊平和君殉職記念碑
二の丸
西虎口 大正 11年 11月 不 明

(横井時敬 書)大正8年7月 17日 、利根川
支流で児童を助けようとしておばれ、25歳
で他界した教師。

8 成田喜太郎先生彰徳碑
招魂社
西側 昭和 11年 11月 不 明

松平学校、上田街学校等の教員を務め
た。

9 小河滋次郎博士胸像 二の丸
愛の鐘 日召不日1昨

上田市方面
委員の代表

者

(三沢 寛 作)監獄制度の改良と方面委
員(民生委員)制度の創設者。胸像は2代
目(S25年 に再鋳造、Hll年に修復)。 昭
和15年に全国の方面委員から1円ずつ寄
付を募って建設した。

0 山極先生之碑① 二の丸
東虎 口 昭和 16年 5月 25日 上田郷友会

ほか
世界で初めて人口癌実験に成功した医学
博士。

11 贈従五位赤松小二郎君之碑
二の丸
愛の鐘 昭和 17年2月 上田史談会 (東郷平人郎 揮豪)幕末の洋式兵学者、

議会政治の先唱者。

12 浅井敬吾先生之碑
二の丸
愛の鐘 不明 (戦後) 不 明 戦時下の上田市長、長野県医師会長。

13 第二代上田市長勝俣栄吉郎翁像
二の丸
西虎口 昭和36年 11月 3日 上田市

体育協会

(内堀 功 作)文化、教育、厚生事業に尽
力した市長。上田城跡公園に体育施設や
徴古館を整備し、上田市史の編さんに尽
力^
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日清戦争戦勝記念碑がありましたが、太平洋戦争敗戦の折に破壊されて現在はありません (写真図版
16参照)。 二の丸の招魂社境内には、日露戦没者慰霊碑がありますが、かつては武者溜り (本丸東虎
口東側)にあったものを移設したものです。

名   称 設置
場所 設置年月 日 設 置 者 内 容 等

14 山極勝三郎胸像 ② 二の丸
東虎口 昭不口43午 7月 28日 長野県医師

/ヽ
(清水多嘉示 作)世界で初めて人口癌
実験に成功した医学博士。

15 山極先生誕生百年記念碑 ③
二の丸
東虎 口 昭和43年 7月 28日 長野県医師

/ヽ ′′

16 羽田武嗣郎先生之像 二の丸
西虎 口 昭和47年 4月 羽田武嗣郎

顕彰会
(竹内不忘 作 /銅版略伝 佐藤栄作 書)

新聞記者、衆議院議員。

17 戊辰役上田藩従軍記念碑
二の丸
西虎口 明治36年 4月 不 明 (松平忠正 書)

18 曰露戦没記念碑 招魂社
西側 明治42年3月 小県郡義勇

/ヽ

(乃木 希典 書)明治37年 2月 に始まり、8
年 10月 。小県郡から3,100余人、戦死者230
余名。

19 加舎白雄句碑 本丸
上の台 大正8年4月 13日 山頼社

(白 筆)「 部曇 必与 山子規 (碓氷峠に
て)」 ひなぐもりかならずよやまほととぎ
す 江戸後期の俳人。

Ю 金子呑風川柳碑 二の丸
西虎 口 昭和39年3月 8日 長野県川柳

団
(号 篭妻居呑風)真田父子を偲びて「城
一つ伸びゆく街灯を見つめ」川柳作家、上
田大文銭川柳社の代表。

21 六川水声句碑 本丸
上の台 昭和 29年 山頼社 「木免愛し雨夜もとほく来て哺ける」

22 板垣峰水句碑 招魂社
境内 平成 10年 10月 小県郡義勇

/ヽ
「凍傷者 カアヤンカアヤンと呼びて逝く」
シベリア抑留の戦友を偲んで建立。

器 花尊し (歌碑)
二の丸
東虎 口 昭和34年 6月 上田華道協

△アヽ
(川 村駄山 書)花供養 (4月 20日 頃)とし
て花碑まつりを行う。

24 天皇皇后行幸啓記念碑
二の丸
東虎 口 昭和3〔寿15月 13日 上田市 国土緑化植樹祭の際に記念植樹をした。

25 大阪城友好城郭提携記念碑
二の丸
東虎 口 平成21年 12月 28日 上田市

前年の友好城郭提携に関するもの。市民
会館移転後は、整備の支障とならない場
所に移転する。
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〈写真図版 16〉 史跡内に所在する石碑 口胸像

上野集義堂碑

戊辰戦役記念碑

日露戦没記念碑

新田義徳先生寿蔵碑

山極勝二郎胸像

大阪城友好城郭提携記念碑

＼~~

1‐ '| =
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故渡辺平和君殉職碑 六川水声句碑
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加舎白雄句碑

三吉米熊先生胸像

贈従五位赤松小三郎君之碑

花尊し (歌碑)

小河滋次郎博士胸像

羽田武嗣郎先生之像
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〈資料8〉

史跡上田城跡整備基本計画
〈平成2年度策定・縮刷版〉

-158-



■
，
“●■・ ―１ １．〓●■ギ庶■ヽ〓■●■■■■一■■●ヽ〓‘ふ一一

，
■■■■ザ
，
１■ヽ■ｒ●■■●■●１叫〓

■“‘一４■■
，
■̈織●●●■■〓●０●●■一■■■■■一一二●■一■や二■●■■算“凛‐ ■‐■宰゛

颯一Ｅ薫一“」
，
■一ギ■■■■

，
Ｉ一〓Ｆ一二■一“汁一　．ｉ■筆●一■〓「一●”■ヽ癬ヾｉ■一一■奉■一ヤ■鼈■●“駕一

尋■■華“〓１年■●ず１ ■‐０■一■●―●■●■二■７●１■■■■●■■ヽ一〓Ｐ
，

●■■■

一一●一一●●一一●一一　一一．―一―●●一　．一　一　　．　・―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃ一■一一ヽ一一一■一一

トニ■■春■一●■十■ユ■ム苺〓
，
■〓●■議一■■一ヽ感■

，
一■・ １． ‐■■壼犠●十■■●一■一ｔｒ一〓■―．

ご●■蒙二Ｔ
，
■一一■■ヽ●十一〓筆絆一■ｔ■■■∴∴慟〓■●●　．■‐．一■―．■●”一■年■■■ヽ■，一●

〓綴
，
一三ｉ■●■■‥ｌ ｌ．■■〓●Ｉ一整■〓〓■，薔■■■、■・■雪●■〓■ヽ■本績ｔ■

■一■“望■〓一・ 、‐■●一無僣●■■■「■一　一■●■■一●■一
，
一■一

，
■●●■一■●■ｔ， ｌ ｌｌ■■一■

，
二●■１１ヽ

■纂議一ヽ
，
・̈■一改お警一一一■■■●一軽■●■一督●ボ薔Ｉヽ〓■一姜■●競ｉｔＦ■■〓■■■●■ヾ

■‐‐‐ ‐ １●Ｉ一■憲一■■●■一■■態書̈‥１ １ １‐一■■■一■・■彗一愁一●・■●・■■一ｒ●■■●■■一
，こ■■■

■一■■一澪一■一●一●筆ま一●■●■一す■一褒■■ヽ書■●〓ヽ
，，
鋼●■●一■一■響一難壺一ヽ̈ヽヽり一■一●■

゛●〓■■環）Ｉ∴●〓一導一鰻‐ ―１１１‐ ‐●〓■●■■〓■ヽ〓景〓一■書■一●〓●■■一〓ば
，
■■一一一ヽ一■■●Ｉ

■
，，
■●一　，ＩＩ●一ヽ●一

，
■■■¨ヽ●一●■

，
■■●■●■

，
■ヽ一■●一■一■　′●Ｉ一■■

一一　　　　・　　・　　　　　　　　　　　　．■●ド■”■■サ■■一■．薔■■■警〓一〓■■Ｆ■
，
黎●■■

慕ｔｉ■■●Ｉ機率一藉沐“■■●●■■一ヽこ■■■一■●”■■ヽ一〓一
，
■●■■■”警一■ご二一●●■●

一せ●ｔ
，
■じ書

，
キ■●■ぶ●一

，
■■■１●■■■Ｉ■簿●ヽ■■ｌｔ

，，■
，
●■ヽ

■■ド・一熱■〓〓ヽ一ヽ̈一一■一一一●〓̈一ヽ■一一や一継■●■〓窯一ヽ■一４一■■一■一■■■
，
■

，
■一■■）一■一■ザ一ヽＬ■●

■■●●ｔ議事●蕪
，
電■Ｌｉｒ■●■●●●●■費Ｖ■■●■機

，
■一■ヽき〓ギ■一■、

一Ｌ〓一一．〓一一■■書■■ヽ一■●ｒ塵■■ヽ●■一ヽ■Ｆ
，
■●ヽぶ■

，
■ヽ●１，，■■■・一■“■一〓一　、■■一

■→■●ｒｉ■●●■ヾ‘●〓″●ｒ●曇●■＝■ｔｉ二ヽ越■■一一髯〓■●平■●■を●Ｔ
，
Ｉ■■■一ヽ■

１■―●■
，
１１‐ ‐●Ｔ

，
露ヽ■
，■■‐‐ ■●■ヽ■＝■れ・‥〓ｒヽ■懸■―、■■鑑．Ｆ〓■■■

●一一●●・　　　　　●・　　　一　　　・　　　　　　　一●●●●、ヽ、‐．■
，
■●ヽ一■一■■■一■̈一一●■■一ヽ十１ヽ

醤〓嵐■一憲●ヽ「ヽヽ■■
，
‐‐“す●〓一ヽ■ヽ■．■■■■‐■や■■■・■凛■ｔｒ漱一■．Ｉ■●■

攀一鍮一ど麟蝙

”̈一一４　一節一■　　ヽ鱗一　で一■　　〓準“事●

一　　　一一一　一一一．　　　　　　一　　　　一　　　　一一一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一
．
　　一一　・

・●■●●●・――●―●一　一　　一―●
■●一■一■̈一一■一一

-159-



一一●）

■一Ｆ一●●――ヽ

●●●●一■一１

一　一一〓一　　　　一一■一　　一　　一　一一　一

ＩＩ‐‐ １
，
Ｉ■■̈■

，
ユ■ヽｔｔ〓Ｌ轟■ｔｉ‥・ ‥ ‥ＩＳ響■

，
■一　●

・一
，
・一一一一一

，
一一諄一一一一〓一一〓一一一一一ヽ一一一”「一ヽ一“）一一一一一一一■一ヽ一・ヽ”一̈一一一一一一．　・ヽ一せ聖遺“・一　ｔ・ヽ一一

，

■̈■・一■一一ｔｉＪ一
，
■Ｌ■■一〓一一■■一〓＝一■一窯

，
●一■●Ｉ〓Ｉ一■・■‐■■Ｌ■●・■．

ギ■〓二■ヽ一
，，

■■一Ｌ橿〓一■ヽヽ■●■一■Ｓｉｉｔｒｔ，■ギ●■●ヽ壺ｉ●̈　̈一

．一〓】一■■■■一ｔ●ずヽ，■●ぶ一■ボ〓ヤぶ〓菫■　一一　　　薔■

」ｔ
，
■一●一■̈■■

，
■ギ■̈一　．　●．‐‐―‐―――‐‐―　　　　　　　―‐‐　―　―．　――

■〓〓〓ヽ計●さ一夢〓゛爆■班●〓鍼キ理■　一〓露一　ミ■

キヽ■十■■●■●ＩＩ‐窯〓苺●ゞユ一懲警■載〓．　禁一　　一■■

●・　●　．
．一　　　．　　　　　．　　．　．　苺̈飛一̈一〓■一　　一登ヽこ一　　
，
総一ザ

．

．
●●

．
●■Ｆ〓■一一■■■ヾ専“■１●■革■■　一■●■●＝

薫■・●議一■
，
■■Ｌ一彗〓轟Ｉ■

，
ヽ■一●■■

，
〓̈■一　一十凛・　「〓■

一　　　　　　　　　　　　燎■一ヽ■
，
一■・十●一ド〓■∵〓一　　一難　　　」

，
き

．　一．．　．．　　　　．■ヽ書ヽき凛■●護薔“　■景一　■■

・　　　　　　　や・ヽ轟議ｉｒ●一■■■■　　●秦一　一■瓢　■一・■一

．　　　一　　　　一一豪●霧Ｖ苺〓■■■〓一　卜ご‐　一■ヽ■〓ギ■

・　，十■
，
●

，
■一■ヽ一ヽ■〓̈厳■●〓ｔ一ヽ一■醸■■●姜ヽ織壼一三〓減ヽ〓●Ｌ一●■●‥〓

．
　　　　　　　　　■■■■■一無一率■■■一ボ●一１●Ｅ一一”一●■

，
■Ｌ■轟■一

一轟蓼●露
， １ ‥‥―‐一■■一■一■■一■■■■〓■■゛一■■■機●―■Ｉ●・ｔｔｔｌ‐■ヽＦ■
，
■■・　一

．■ヽ〓苺一■■Υ丼〓ヽ■■一ＩＩヽ〓

，■̈ヽ■■一■〓いを証一．■鱗ド■

．ヽ■●一ぎ一■〓Ｌ一一一
，
■一ヽ一ゞ静一■ｔ■●．■苺一■一―■―

●●一●●一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〓彗魔摯縞

鐵葉矮・繹難一鮮・さ顧鸞戦鍼議一試黎麟華鶉ヽ撼驚戴̈覇・華↓凛・質書撻■檬・難繊禁瘤講　義

．．．母●」紺．．

機驚・　　・醸磯　静驚一一　繭驚麟薔灘ベ

■■

――●ＩＩｔ

〓事■壌一‥

事導〓一■一〓一■●意彗■を
，
葺

，
こ〓ヽ１

■●　一―暴』． ●　　一一　　憮鸞・■゙

一̈“・」一■一一●一一
奪警懇鶴警

機驚議鷺一難黎機懸畿．

“毎摯警一滲鷲濃鸞載・

-160-

様一一罐
・●■■一●■●■■〓■一■●一

や
軍単ヤ〓機籍撻■濠一彗”撻や】感■整，蒸や

一■書■蓋ヽ■゛憾寺ゞ
，
ｔ一

，
■

，
ヽ〓■

壼‐ １■■●●一一〓一ヽ・■●■一〓彗■護●〓一

ヾ一■

●・　一●●■一●●●一■■■■●守

■●す■■こ１４４■●■絆薫Ｓ

一一●■一一●●●一一一

|ltl

，　一

峯●●
，
■

，
聟ヽ



総∵‥・１‥１１１・‥‥…ｌｉ‥、１…―……・………彎撹髯冬難難金■鸞一爾熟警●》〓覆甍・・賓攘

滋ｒｔ…ｉｌｌ，‥ｔｉ・１１・，・；…………‥ｌ・や■́ま壼・鵞一審饉奪懸一難懇鸞疇―警攀警羅

驚ず‥‥‥ＩＩ‥ｉ１１・・‥‥，………‐‥……………………‥饉一薦一鐵農鷲警畿鱗棗，麟一一饉響・畿

懲∵………ｌｉｌｌｌ・………，‥‥ｉ・‥‥‥ｉ………１９１１‐ヽ・゙ゝ競・い畿一驀　“‘窮一艦壁・篠
・錫一率尚一麟

鸞摯・‥…………‘………ｌｉｔｉ‥ｔｉｔｉ‥‥‥ｉ‥，１毬奎窒議簸・癬一醤饉囃協燿・確攣継畿れ．録

繊゙・‥……，‥ｉｌ‥ヽ‥‥‥…………………１・驚■薔・ば・ヽ…諄ふ・彗犠・難鶏纏母載一灘や^

震１…………………………………１１‥ＩＩ〜…‥‥，………〓曇緻』鑢難難饗畿機一奎覆一鸞機

゛響　１一，―‥ｌｙ１１，ヽヽ・ＩＩ〓〓ｔ
，
ｔｔヽヽｔｌｌ，，・１‥‘―‥‥‥，１１〓・，ｔ‥

響機サー…‥ｔｌｉ‥姜華ｉｔ‥‥ｔ‥ζＩ…

濃ｌ・‥…………………、―‥；……―‥――…・‥ＩＩ、――、三

‥‥―二■撃一策二〓̈

小雄

饉
1澪

|‐lt
ヽ一――‥――ヽ

中薇　―‥・■・，・ヽ‥‥・〓‥ヽ・‥，

熱‘―‥

勢　・，…
一〓‥‥――，‘●‥―１１●〓ｉｌ，‥

鸞れ埒

，１‥苺・１１１…―‥‥‥‥‥苺ζ麟一轟鑢縫９́

■ヤ〓〓■■

ｔサーヽ鸞糠義裁椰｛鉾

罐一灘醸一警簸一鑢，　　　　　簑．

・・●一一　　・・二―・一●●■Ｆ■一■一・一〓燿鸞饉華■●・■一燿‘″総

懸一鰺一“特輔櫃一鰺一銀只蒙

-161-

一■一

=88導

十豪

ｌａ
，
１年１１‥１…ｌｉｌ‥‥…‥‥……………‥…‥………………，・１艤一慧一離一鶴晟お

熱罐織鐵難．畿酸■壽鑢攣鴫レ瀞鑢篤鐵ム轟 ．■一■●●
，
‥‥〓一

1‐
1),．■

１，１‥―‥………１●ず‥‥‐ ‐‐ ‐ ‐‐ ‥‐■一―…・■一一■■↓●一■●●一■■１１■Ｆ一姜・難■患〓を一質“●



幸攣

一一●一〓

漑一鉤鑢轟・量一颯憮運一

-162-

，マ書ｒ

―準‥

一●■１●●●●■一■一一●一■■一●●一一■●一●一■一■　●■―■一■

．１ １１１１１■一●〓■一■・一一●●・■●一１〓一●一■●●■●●―

■■一〓１１●●ＩＩＩ一■一■●■１■一●一―

―●■■●一〓●〓■

ｆ麟〓髯驀
．せ，

■■●■ｌｉ■ｉ■■■■●―

■̈■●■ヽ

ｔ●１

■■一１ヽ■■

篤■●菫饉露一暴

諄驚畿鸞窯藁一鶯”

一　■き

一■ド讐一ヽ

藻麟一檬一機爾鷺■●総



||-1●
|:

.■
_.1

..議
=

ヽ峰●

●●●一■一■●一●●■

．　　一●一　●●一　一●●　　　　　・

・　・―　――　―一籠一護一鱗壼・ヽ一難鑢撻壽鷺一鸞一ヽ磯一一・一・

●●●　一●●●●一一一　　一●●一●一●一●●
■Ｆ■一　一一　一■■■■

■●―一一一■■■・

■■■一　一一■■

■議^ギ■泰――●●●●

ま一継燃一●■■■，

・　・■■■　一●　・・　・
¨●一¨．一――

一０■一一・ヽ一●・

一■■■■―●■「■■一■　　一

‐ｔ■
，
●‘棲■１１■―

●■●〓●極●―●・．．

；ヽ―■一

-163-

■一■■‐ヽ ―‐

●鶯■導一^〓．■

一●■１１■〓一

■〕●■「一　一養・響一〓

，導

■■三■■一■ｉ●一■―■■■　一一　，

，
■■一



・一●一・一一一・　一一一・・一一一一”４一一一ヽ―ヽ　一一一諄

一一・　一一一一̈一　　一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、̈一一一一一一一一一̈̈・・一
，
・一・一・　・一一・

・一　・・一・　　・一一　一　一一一一・一一̈一̈　̈”・一　一一一一一一　　一一一一一一一一一一一一一一　一一　一一　一一一一

〓一一■一■・・一一・一一̈一一」‘‐‐ ‐‐ ‐一・一一・一一一・一・一一一一一一一一一・一̈・・・〓一一・一・　一一一一一一〓一一一．一・　・　・・・　一‐　・　・・　　・

苺
，
一¨苺篠擁ヽ

一●●一■一●●―●一　一■一一

●●●●一■■●一

一卦　̈　響一響〓

●■■■一，ｔキ●・●■一■ｔｒ■一■■ギ一摯一一機〓
●事一〓■■

一一・・一一一●〓■・̈‐■

■■―‐　一一一一　■

，“
．摯

．■

．■●〓一　一●こ一二」一■ｉ一一一一〓■■一●■Ｌキ■●一

一●●１■―●一■・■一■■■●一．

警瞥静

―■■■〓

●一一．―■●■■１一

●■―ま■彗

―嗜

●■一　　　　一●―　一―●●●●　一一●●●●

一　一一●●一　一一　・〓一　　　　　一

一―一　一●一　　―●●〓―‥一―●一●一　・●●一●一●

一●●■一　一■■■●一■●一饗●●■．

〓―●●

-164-

¬

一ヽ綺０一．一̈一



，

■―

く】〓た

・　一一一　　　一　　　　　●　　　　　　　　　一一　　．一―一　・

●一　　　一　　・　　一●一●―●―・　一　　　・　　一●一一　●　　　　　　・

●一　一
，■姜〓●■尋
，
』■一■●曇一■一一纂澪■姜暑秦ヽ一ヽ■一護一譴■賢　　　　一

べ響報，檬一頸鱗難■
，
■棒ヽマ■や鎌一戯戦一ヽ●Ｓ一譲ざ〓一ヽ銀一難一゙雄一餞〓颯〓・ヽ〓ヽ〓

・ヽ事二■鑢でヽ・】ヾ■
，
Ｉ■督蝶ヽ撃∵緊、ス

，
量彎や一■潮霊尋将〓蒻越■Ｎ繊●

・　―・ヽ■■ｉや壽■一∵一遷・誕●痰釜奮毎〓ヾ難・嶺蛾一■鱗　　　・　　・

●一　　　　　　　　　　　　　　　蓼一響ヽ義尋磯響饉躍澤畿一驚苺

―軽・・

一　一一■■一　　一●■一

■一　一●●●一一■一一　●●一　一●●

-165-

罐
|

贅0
鷲

鏑
  

癬

―諄一■■■■．■

■●，こ一̈薔一一一一一”サ一ヽ一″

■一・ゞ●■
，
●●■●一

〓豫．・撻）一替嗜

．〓機濠

,|,,
=■

=

一雛膠餓鵞機一ド鱒ムミ



―資‥

，・●一■ｉ■一■一■■■一■●●■一■■一■一―■一〓●■一１１〓■■―■●■一一●１

●〓Ｉ●Ｉ一〓

■Ｉ一１■●■●・一■一〓●■●
，
一Ｉ一■―̈●ＩＩ一■■●■●■一一●■一■■■一三〓〓

■―●ＩＩ●一一ｉ■■一●一■一●〓●一１
， 一

，
―■■一一一■一一■．■●●Ｉ一一一■●一■■ゞ―■一■■一●●■●一■〓■■●１１■■●―

．―一〓一一〓■〓１■一１一ｒ一■■■一■一●●一　〓一■■一̈■●一●一一〓■一●一Ｉ■ｉ

．一，一一●一十■一●■一ヽ●‥十●一●〓●一一一一一一一一一ヽ●■一一●■一■一■一■一●一●一■一■・　．■■●一一・■一・■一Ｉ一

機・簸一“・蕩裁一警■墨＾ヽや●■三一漱〓●彙二魚〓■１■●ヽ●■■
，
ヽ゛一ヽ難■一工証一■

，
■ヽ■　　一・・　一　　　　一

一●■一一■●●　一一キ■総鱗鐵一●策■●難華鐵一購鮮一ヽ霞、・難尋ヽ一響一署一一銀書黎

．゙・一】ヽ・、′一■゙・■“゙．一黎一̈¨
，
■■苺^

〓崎■●^■ず一■一．書■ｔｉ■一一棗ホ■一・雷一濠■キ■彗す麟彗■島醸一ヾ
，
漱〓■〓

．゙■●■■荘一響ヽ書ヽ〓響■ヾ‘■摯キ

、゛■■ヽ驀イ■■■一
，
Ｓｉ■摯選〓”ぶ■

■．■奪ｔ｝●，‐ ■■ｉｔ●離一■鮮一べ■ヽヽヾ・４二ヽ革一一一嚇ｉ●●〓■Ｉ^●す．凛一・●ｔｔＦ●ヽ意

苺イ″護一■．．二■４一筆Ｉ一̈■ヽ器ヽ盤■■４撻薔珠燕ヽヽ警■〓〓囀寺■ヽ導■Ｉ■■■■●ご■●Ｉ

４■警ヽ群よ議■織Ｓ・ヽ苺讐一議熙ミ撻譲●ぶ譲豪くＶヽ一ヾ熙磯べ・濠●

一一●●一一一　・　・　・・　　一一一　　　一　・　一　一一　　一一　一一・ヽ一Ｌ鶯蕪母一こ鳳篤ヽ
，
一　　　　・

ｔ●■、́■壼●■―゛〓ボ■ヽヽ一■■ｔ一ギ●霞〓Ｓ■一■警■〓ｉヾギ響一■
，
■●苺

一一●●●一　・・　　　・―●一　　　　　　　　　　　　　　　羹苺畿・膊終●ユヽ

-166-

‥〓…

ｉ■●●●■一■■一一■●■一．■―●■■１・



４一

材■̈■●・

十■ｉ二■ぶ一■一ヽ■議■ヽ●■凛
，
率‥

．．̈●〓■●■●一̈一一●一一一一二一・　．ＩＩ・一一一一■一

一一●二“絆¨ヽ一ヽ書二一，■
，
■い．〓蓼■■や■一一●ヽい

，
■一世

■〓ヽ一　．一■二一〓一一■●一ヽｒ■ｒ
，

■〓一一一一一　´一一■■●一一摯●■¨
，

一一

．（一一一一一●―̈¨
，
一一一̈海「●ヽ・゙・

．鎌驀一・】ド●鶴疇

一一̈語ヽ一警一●ヽな畿一響一」．ｒ学一い̈キ一一．姜１‐ ‥１‐“̈■〓

――●●●―

●■‘”一一●
一　　　　　　　一一　一●一●●一●●一■●ぶ響一鑢驀鷲等巌》　一

憑．壼轟・難輝ぶ響檬・穣濠警鐵墨一畿・蓼議一鸞燿結■鸞鮫菫警驚一奪鐵一鸞鸞鷺驚艤〉一鐙黎苺●●●

●●一　一●●・《棗建鸞鑢●饉霧一．‐一議鑢饉一継鏑爾・一・一一轟一一置̈一一，麟一ゝ螂》鑽舞轟』輩醸

１■

●■―

-167-

ボ姜
，

（銀轟墨艤一麟繋●轟態■

|,ヽ“ ヽ

鷲撃爆



■―■ｌｔ■●●１●一一●■●■●〓●●一一■■■一一一■■●―■■■■■一●一一■■〓●一●

１１■■一〓■■一一■●■一〓■■●■―１１■一■・一■■●一一・・■■●

■■●●一●一■●一●ｒ■●■１１■一■一■●●

一■■■■■一●一．■■一■●■■●１一●■●一■

■■■―■●■一〓●一●●■―■●■一●〓一

〓苺●ヽ舞●●

‥ヽ■‐

‐〓■〓●．́一■一●一■●‥
，

一ｔ・〓）一Ｗ

■　．‐姜“■時一

藤一薩一摯
難膠錢．，輔

一い「場黎『鰯

●輌―幸
，
一―

・一̈一・一　　　一　一　一　　　一　　一一　　一　　　　　　．　一・　一一　　一　一一　一　　一　　一　　　．　一　　　　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　一　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　
．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

一■●●●一　一・　一一●■一　一

綾撃ヽく●●●一一　　　　饉瑳鷺鸞鑢罐癬羅

●１
，

-168-

薇一筆一〓■

IIII



●■■●■

．↓Ｉ●●■ヽ町一̈一

Ｆ■“■三ヽヨ■●藤Ｌ摯・漱泰■〓Ｉヽ■■
，
一）〓主キ■燕〓〓撃一ＩＩ〓蓮■キゞ

・　　一　　．　　一　　　一　　　　　．二■●●■■一一■豊ヽ一　　・

■■●一
，
ヽ…■■●や・‥‐ ‐ヽヽ薫一■〓ｉヽ■一登■■黎ヽ●■●■

，
ご一■

，
ユ一■”．■１●一ｒ年一ミ〓→

，
奪一

Ｓ一要〓●〓ド〓●一■）‥ １ １
，
■響ヽ■質〓妻■■ギ■●等■ヽ苺一〓苺ｉ織ゞ■●

．ヽ●■一一り■お〓■鶴一■

ヽ策ユ■Ｉ↓ヽ‐ 一■■■
，
きヽ一彗〓一れ磁一〓一嘗〓●■●■■一絆■■■一響姜●ヾミ〓警主

鶯準■―”ヽ■
，
衰一●す■一苺●

，
一■●■■ｔ撃糠ミヽ■♯苺■■●一一■■ゞＩ■●■ヽヽヽ

●〓〓∴熟●”二●■マキ〓一，■■・■■一二競■―●壼ぶ議■一・■■
，
■〓゛一ヽ●紺〓１‐ ‐ ―●〓十

鑢壽一̈選麟ヽギ■）

●　　　　一一　一●一　●●

．　　　．■」卜一

・１どｌｉ≫一■■一一ｉ■ｉヽ一■一一よ一■一一・一・゙護一針・一鸞輩・変．

．ヽ一一■■‐ ‐‐‐ ■■一一
‐ ‐‐ ‐‐ ‐ ■撻、一
，，
機ｔ，、は鷺筆・ｔ・糠嗽）ゃ議響懐讐響

．晏゙崎卜・■験゙．）一書響ｔ讐一鸞一疇薔彎■■場・ド゙̈畷爾■鵞一礎■蠣一督ｔヽ・■

・　・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．撼１・脅〓泰
，
甕一■

■●ご■島―露ヽ議ヽ登■毯■́〓織ミ奮覇寺・ｒ轟や球■裁裏浮一■檬尋辮質一●ヽ世一一難一̈疲

ふ鶴̈摯一一、一一一一十ぃＬｔ
．．．
懇　．

．
．。‘、
．．
¨

．
、二、二

．
＾
．
織豪
．書、．
，．難轟、準議薔“）．、、。贅”
，
”

．４̈一一一摯一̈．
癬・鶴・鋒

，
　ハ簗

壕繊

-169-

‘ヽ●―臀ヽ―



・・●〓

●　　　一一　一―　　一●●●　　一・　

・　　　　　　　　　　一　　　　一　　一

●一　一●●●■一　　　　　　●一　一●・　　　●一　．

＋中■きヽ翼十督一糠一｝一職籍一゙書贅←■摯一慨撻一穏一■堅一彗一警菫〓春慾一■４ミ一撃一難一一　．

一　一一一一．●●一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黎響一鑢網ユ磯

‥髯

．■―一１一
，
■一●一■一■一■¨■一一●■一〓●■■●―■●〓■

■■■１●一―●一■一■●●一■一一●一■．●〓一■■一一●■一一一●■一一一一■■・■■―〓一Ｉ一■■

●●●１１●一●一一■●一■一■一■．■一●■一■一●■一■一■■一■■一■
，
一■一●●■ヽ‐ １１１１一̈●一一

「■一■●■Ｆｌ一一●■〓‥●■一一一■一●〓●一●●一●一■一■■■●■一■一■■●■１■―‘ ―…― …

ＩＩｌ●１●一一■■●■■●■一一■■●●〓一̈■一一一一●一■●■●
，
■●■●■●■ｌ ｔｌｌ ‥一

■●●■●■一■■一一●●一●一■■■１●■一■―一●■一●●●一●■■一一■■一一Ｉ■一■一〓〓一

．■一一‥ １１１‐■■●一■●一一一■■一一■一―…１１‐●・■■一一■■―一●一■■■一一●■■一■一■一●一　一

●一一■一■■―●■一●Ｉ■■
，
■一●■

，
■〓■一■●■●■・

，
■■一一一
，
一■●・■■■■一●

一■ｔ
，，
一一ヽ■摯●■■一摯

-170-

.¬

:



―ヽ¨′

蛾鐵駿議，懸麟鸞幸〈菫．鷲養輩▼糠機姜ｒれ一一̈讐警鐵響電簸´準警“鍾一機〓プ鼈線一一ぎ・

鍮響藤卜●爾蝶讐聾躊警磯．お罐

警澪〕嶺ゃ揚撼鸞彗・鐵一饉鸞轟“棗”「●《繭鐵一曇響難畿一鸞林爆一撃華一覇驚機種聾′城韓・

，響〓‘ヤ警・簸・罐一警艤・鴛一撃鬱一響，鷲濯鍾藤一曇感一難一鐵・換一錢１一構圏議驚鵠

鷺饉饉′繁鸞機み鷺鸞燃瞳畿一長．》一・痺鸞∵滲一甕艤』鷲・，総議難鐵饉鷲濃■警簿鐸・

Ｆ炒響護）・籍饉響機鰺一響奪鋳鸞―電鑢一警一握・ヾ畿一聟髯べ豊４・

す萎澤^摯一鑢一壌鐵場鑢一饉Ｆ鮮織）ｏ鸞議〕・

４緩越熊鸞磯一摯議ヽ１鶴艤゙・鸞橿鐵鑢́曇ン薇鳶聾城棗鸞鸞鰺蒻籠難鐵・斌場嘱癬鸞覆・

・　　　　　　　　　　　　　　．鉾鰈貯螺機難難

Ｆ議苺一饉議一轟おヽ́一機・凄・饉鐵畿冬饉脅幸慧鍾轟罐鐵・ヤ堪ォ慾″́讐矮摯壁露機一饉鷲養↓・

・　　　　　　　　　　　　　　　　　鰺゙■・）争警】一艤・経難鸞，．蓼鸞́議

‘鸞轟鷺囃一艤鸞摯感鞭黎一・「一鸞糠・ｔ「鑢鷲一燿醸一麟纏一曖・ｔ罐一舞饉鸞鸞一疇≪鬱糠艤苺ご

・　　　　　　　　　　　　　　　　。燿壕藝誓鸞響饗碁》壽饉一

警鸞懸磯難螢巻い彗難一針一鵞一難難豪機鷺艤会彗。鶴囀′議智議・震難糠鷲驀畿糠難〓響，

ゃ懸蛾藝繊撃鶴職惨一機
，一軒゛鰯摯一鐵嚇黎燎一無機梅鸞鸞・麟く・構・

が〉機鑢

総一響一灘像鵞羅・霊鷺〓饉嗜”量一鷺鐵”崚‘．秦護競番ｒＦ膠・一野譲鸞簗筆檸強鞠鸞鰺一甕撃ｏ

鷺警Ｆ薫鸞一一鸞・餞

漱簿轟》■糠

警撼鍵曇・驚一畿一嬌
，
｛摯磯鸞瞥難驚・機一簑一澤覇鰺嗜一豊鑢一鷲隷督爾一卜鸞鶴義畿．餞磯饉一縁蛾時鷲，

．壽檬警様球磯越轟一覇一繋曇・み一菫聾

難響一摯雲ξ癬撻ザ一態菫一轟一艤一懲一麟撃豪鑢薫雛毒●獅一驀ス墨豪鷺一蒻畿量マ饗饉畿一書爾書轟

鑢Ｆ゙や畿議饉難豪ヽ事゛鑑機鶴鶴鐵イ議弯掛建豪量鷲慧檬繊，議鎧鍼警鑢髯一蒻ン・華，

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．壽轟曇鐵一鶴鰺｝糠球艤一鐵

鐵′舒゛黎蹴雛糠畿撃磯畿磯緩一鰺一難磯鱚・畿・麟囀罐壌甍一鶉泰鐵響疇ヽ等藝驀赫鴛ヽ譲・

■矮・豪お・鳥藩一響ヽミ・難ｔ鸞零母難Ｓ一鸞鰺

餞機鑢嘉罐鷲鶴．鑽｝艤響磯鷲響ン繊艤捕・響慧・麟滅一聾磯鵠鑢撥鎖鸞鷲一憔．鷺．機ゃ鰺藍・機攀，

食躊轟・警・麟機艤艤墨一麟鐵鸞一麟豊職響鸞

響量一醸鷺遭′鸞鸞錢畿懸鐵鸞議・奉軽欝瞳ｒ鸞一一鑽望．響養鸞一懸一．鸞一懸・難驚麟滅難織鮭・卜鱗・

一■●・‐一●●・・―■●■　・―●・●一●・●〓畿麟爾犠・・・

■●●　●■■●―●●―●・一一■●―一・　　一一一〓・・一

．■一一一　　　　　　　　　　　　　ｔ鰺壕・檬畿鑢変ヽ蹴・・饉響゛累奪隷

。鶴燿や議製疇菫書鸞・饉一・一難舗攘爾一摯震鷺墨一一嬌■織一警一懸繊一鍵壁一難一彗議一鑽一醸懸・鑢緩

（聾難難鮮難難灘・警驚鐵ヽ畿欝難鱗・鷲鑢一饉錢難彗・覆ヽ鷺議事鶯^爾警饉》

・　・■　　・・●●●●●―　・●・　・■一●響絆養̈・螺一一暑一鸞一一一豊鑽鍍〓饉〓●

■●●■●・　　・一一　　―一　一■■　　．．１●●●●一一　　　一

ヽ〓■

一―■

〓一■

鰺^藤瞥■鸞薇

鷲一嶽撻一覇一挙｛鸞一髯・警∵艤爾一奪欝・黎機磯爾畿一購配懇‘輩鷲轟雛犠一攣畿ヽヽ書鑢緩・畿一鰺

懇′等総聴い一難弯一灘一鬱一鷲督一覇熊．覇織‘撻懇韓，警ド議苺・饉癬一雛薯‥痰』‥■鐵響

＋ヽ総機ヽ覇鑽警響轟

き等難壕零螢一撻態Ｆ儘姜鐵一鸞鸞鐵醸一轡雄■卜機華唸蒸鑑一饉饉一爾響轟一覇●総磯〕鯵ふ

》轟一麟撻嶋轟一難筆‥鶴軍拳鰻畿鍾．縦意磯畿黎量一鸞蓼Ｔド轡嬌鍵艤一麟・欝震磯鸞嗜”ヤ撻

．蛉繊』灘鸞ド濠苺警ぷ響，簸鷺一藤躊掟一

・゙穏鱗ヽ１ヽ●戴戦一饗鸞一き鶴・一撼苺轟饉一畿一警・一一■〓■ヽ蛉・・畿．譲一覇一織繊一畿難一鸞一警一鷺〓一鸞轡一一　　　．

・

一一■一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纏一一ｍ一鸞導毯懇み鰺

鳥

-171-

鑢颯鏃鸞鐙ｍ・鸞黎饗



一．■
，

・薔筆・〓マ・́〓瀬一響嬌一‐‐

，
〓■●　　　・一　ヽ

薔“ヽヽ撻■
，
一■ 一　一●一一一　ヽ

一一鰯態一一一機一一̈”̈　一・　．

■●‥

苺
一●然

，
■

， キ■■●ヽ．■●■ヽヽ護●●■議

●　一一●・●●一一一一総一一球Ｆゃ

鶏―

一一　一一一　一一．　一一　一一一一一一一一　一一一・一一　　　　一・‐　　　　・　　　　　一・　一一・　一・　　　　　一一一　　　　　　　　　　　一　　一一一　一一一　　一　　一一　　　一　　　　　　　　一

・　　・　　一●一●一〓二一●一■●●●●―‥　一●　一■一一■ｉ■　・　　一一―●

●●●●●●一一●・　・一■一■一　　一―一　一■一　●●●●■一●

■一．■１１■●―■――■●　１１一．．　．〓―■■――一　．●一■■．　・　一　一■―

１一●一●■■■●●●一一●―一　一■●　一　一●■●一一一●一●●

一●一〓一―●一Ｉ■―●■一一

●　一●■●●■●■一■―一●■■一一●一一一■一■１●●一■■一■―■■一■■●●一　・

一―●一・■●■●●■■■■一●―　一●●　一●●●一―●■■■・■■一●―■　・●■

―●■一●―●■●●■■●■■■一〓一　―一　――●１●一■●――・

ヽ〓●■

-172-

「
・■∵―



・蕉―

-173-



，
“ヽ
―

・轟
ヽ
〓

-174-

¬



¬

‥
■
肇
一，

●=|=|■t

―穐
―

-175-



・■Ｌｌ

●■●１〓●■一■●一●一一■■■・■●一一■●１
，
一■ｔ●■■一■■●■●¨●

一●一一一■■■“一■ｉｌ．●■一一〓■一■――■■■一■●●■ＩＩ■―一■■１●ＩＩ●一

・■●■．■Ｉ， ……―‐‐ ‐一●■■一〓■●■■●■１１■・
，
■一●一一■●３■●■■一■■■■●

一一■一・一一一一一一●●一一̈　一■一　一■一〓一一一●■一一■●■●一　―　●．̈■一一一一ｒ一●●̈■一一一）●■一一　・一一■一　　　　　　　　一

●・　　　―・・．―一■●ギ●一一■一■■̈■■一■一●一〓■■●ｔ■一■一〓■■
．―●●●一一―●一

一■●●Ｆ■■一　‐二■●■●一●一■●■●■●■●■　一一■●●一●一■■〓●■■ｉＬ〓■■諄■■■・■一●

一　・一　一　一一一一●　．一ヽ一■●〓■一一ｒ●一■一ｒ　一一一　一．●ヽ　・・一●一一一一一一一
，
■一一一●一一一ヽ一一一ｒい一̈一

，
一一■̈一̈　　　　　　　　　　・

・一〓■●Ｌ■■■――●〓■一Ｌ■
，
■■１●一一―■ヽｒ一■一ｒ●■一・■

，，
■一１■孝●一　　一

一　　　　　●―一―一・■■■■■■一■●■■１●　ヽ一　一●一　一

―■●●■１●１１●■一一■■■一一●〓‥■̈一一
，
●―■■一■■●一■■̈■―一一一●ＩＩｒ　　・　●―

―■――ＩＦＩ■１１１１１‐■１１■●■一■一・■■●■■●二一一ＩＩ●１●■一■一１お一〓

●――〓≡●●ｔＩ一一●・一●■■●一一■●●●―．■●●■■■Ｔ

，

Ｉ●一■■一■■●ＩＩ ＩＩＩ‐

一一■■●■●・■■・一〓■一一　．―■一●●　・，一・●●・―■一■●・■●ｒ一〓■一■●■■一■
，
●

，
●一〓ヽ■一

■一●一●一一●一一〓●二■一一一●〓・―一●●
．■

五塔，

一でヽ‥ヽ１●一栞漁Ｉ一

-176-

.燃||■
Ⅲ・
′t'・ ″・

ヽ“
(

l

，―

，
■

―――，け” ―ヽ一じ

―”諄



l

■一■●〓〓一工一一漱＾
，
二１●■・

●■■一●一■■ｒ●■

．（ヽ・一一ヽ一器ヤ十〓∵

一■■
，
一一一■一一一●―

，
一●■―

４響Ｆ鳥苺

警鐵一艤総議一謬繭一（導

轟漱彗・̈・豪

‥霧・・

・一　―●一●一●一●―●●●●　　・．　　　一●―

一・一　・　・一■一●●一―●一　　一●●●

〓■〓■〓い●■●■

驚■Ｌ〓驚■
，

■●〓，●Ｉｔ●

●●督■■―■

若一●●■■●―

“゛議●織■一■

―●〓０羊●簑

・■■●〓―

一一　．一●一１

（一贅●■・　一●一

- 177-

‥「↓

鑽菫董・
，

ヽ苺●一̈驚¨

年■警〓̈■́■■

一●一■■■ｒ●●一一一一一・̈■一̈一一一一■一■一■一３一〓，●〓一　・〓●



1

●．‥●、

・
，

．．　一●．一一〓一一ヽ́●●●

●一■一　一１１１１一　一‥―‥。̈　　ぃ　　，．　．́　　
．
　　”　　」　　　燻摯̈纂難』

〈「”蝉・〓鷲糠艤艤ゞ一醸義式畿】鷺

●譲―

■・鮮・〓―

一　　一―●●■■一一■●●―■一　一一一一●一■●一●●一　一一

■一―、１１●メ●１●

●１一●

●●、●・■

，
　・　一　・・　一一■一一寒総ヽ壼

，
■―

●■一́

´
,

●●一一■一●■■●■■一

ｉ華〜

一■●
，
■●〓●・

●●●●
，
■

，

-178-

薔襟鍮一議●黎

■一一〓■ヽ

=|.1
ヽ
.

摯一泰一彙



‥■攣‥

．■■秦〓■一墨魯や

漱■彗一菫，■ヽ書一゙■
、゙熟守難Ｓ一■澤ヾ●■），漱ヽ，一̈●一●ヽ●・・

・■一●■一●●●

一●・一●■一●●

■■●ＩＩ

一一●●●一　一

＾攀

●・　　一●１１一一■■１一■■■一

肇

』無鐵醸．》

-179-

■●一一●●●一一一●一一

■ｒ一．■

０１Ю‘
，
議Ｌ‥

綺
，
一ヽ

ヽ幸ヽ

整■ヽ三

一　　　　・●呻ヽＬ〓■‥●■■十五１●■●‥■―露■一な
，
■Ｓ一●一Ｉギ一■■

二∴■■″●ずヽ壼一一壼■■さ●〓盤●Ｔ〓が一・ミ一一ヽギ■■●十■
，
キ警ヽ菫キ■■”̈■Ｉ■

■一遷卜●‥´∴¨

■■●■一蓬懸〓鷺

〓鸞…

一―■一●一・■一■一一■■■一■一̈十■■■卜一ド一Ｆ
，
一一一一一一一■●■―．■



¬

韓Ｆ´

鑢機鐵艤一義ハ藤籍

）撻濃》

■一●●■一一一●一●■●―■
・■■●一

一●■一■■一●●●■●

●―・　一一　・・―■●―●　・一■●■一■■

■●●●■・・●一●一●一●●●●―一　●^―一　一　●■一〓―●一●一■■一一菫鮮

●―●●■■一　一―一一■一・一・〓―・●●■●■―一１１１・一●―

一一　　　　　一　　　　．　　
・　　一　一一　　一　　．一一一　　一・一一・一　　一・・一・一　・．・　　・　．
．
一一．　　一一一　　一・一　一一　一一　・一　一
．
一　　　一　　　　　　・一　　　　　一　　　　　　　　　・　　　‐．　　　　　　・　　　　　　　一一・　　　　．　　　　．　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　・　．．一　　　一　　　　　　．　　　　　　‐　　　　　一一　一一一　　　　・一　　　　一一・一一　　　　　　　　　　　一　　　　一一　一．　　　　　　　　　　一一一一一・　　．一一

一●●―●一一■一　・―●―　．一●●一一■一―●●●１‥・　　　　　　　・

●■１〓

（壁轟一ヾ―

●― 、

‥宰

，

―■■一一一一一・●一
．一●
．　■１●■一一１■１●

一一・一一一一一一　　　　　　　　・　一一　・　　　　一　　　　　　　一一・　　　　　　一一一　　一　一一　　　　　　一
，
一一一　　　一一　　　一・　̈・・　　　　　．̈

一〓●一―●〓一一●―●●●〓■■一・■■一　・●■・■●■■一■■一１１■●‥●―

■一■●●一一一〓

一〓一■―■●

ヽ高〓一■Ｆ‐ ‥驚

●●一■■一●■■■一●●一・■■■一●●●■―・

-180-

11i::::

一一　　燿壕憾、

■
. ■一預「「

■一■一●●●■

檬́繊壽

熙一

ｔ驚・

■■̈静・●

灘餞一哉癬轟縫醸，

●●●
一■一

１１１一



一̈“〓〓凝菫〓

―奪―

■●を証

八一ヽ議懸鐵―艤一〉灘鱗麟警鏡》鸞鸞警養燿轟ヽ讐無轟ヽ難

●―●●一●一　一一■■
，
一一●一一■一●〓●
，ｒ●■一〓〓■■一●●●一一一●一■■●■

●■●一―●一一一●●一〓麗一畿率●鷲》鱚醸機ふ一弩）畿瞳一機懸嵯轟ゝ踏鶴讐摯鱒

一■―●一　　　．

〓●―・　　一■■●■式　̈一

・■●ｔ

‘機構慈一綺

′鵞鎧｛患辱・擁様甍薇
、●κ・黎

響゙ン爆

う畿饉）――

―‐驚
，
―

ヽ■
●〓―●や〓●―

一‘‐‐一一い．．

● , 
‐

-181-

:  :  ||

:|  |   :   |

　̈　　　　”　　　　　一　　　　　”．」　　　
・　̈　　　　・　一　　　　　　一　　　　　，一

摯Ｆ摯漱豫質奪熾鬱一・^一糠卜藝∵鷺崚壽響ぶ薔畿畿一鸞驚，

、零・棧

”ｔ●ギ議■ごヽＬ‘秦・゙●■ごヽ一きヽ事１ヽ１１
，
・挙菫”避一ｔ・聰・，じ

，
■・̈Ｌ̈一一熾一一簿苺一騰

鷲
．
灘、鐵懺、鐵・津鸞難，檬鱗繊■ヽ罐践ヽ囃ト鶯́饉一′

ｒ苺一■響菫一

、輝機警籐罐爆鸞議一畿鷺一ヽ・囃一磯穣畿一̈囀・苺一鸞一鷺一鷺ギヽ一撃饉鸞壕攣一摯一Ｓ総

一
，
議〓

１■■■「一●



■
|

鐵爾一檬難

一鷲難麟ヤ

―簸≡

一一　　一一　●●■●　一―一　　一●　．一

一■●■一〓一●一一●●一●■■●●■●●一●一一●●一　一　一●一●

●一■■●１■一●〓■
，
一■一●・一〓―‥――二

一■一一一一●一●●一●一一●●一●●

一●■―●　一〓■●●■■・一■一‥
．１●―〓

１●■一■―１１●●一●■一■一一〓■１●・―

●――●一■■■●●キキ
，

ィト

椰鑢機、一一ヽ〓ギｔ●一０一
■●一　一●一―一一一●．

ヽヽ議〓―ヽ

一■一―・一一一●■

―■ヽ―

一●一●一●●■●●■一一一一一一■三●■一●一一■一●一■一■一■

〓、―　・

」
，
■二―■■■■一■■

一　一―■一■■―一●●・●・■〓一一（機

-182-

一潮一旨書や．摯一翼轟

、ｉ〉

.奪
|||

．一・一ヽ一　一一̈一ヽ一　す　・一●「一〓

っ
．秦
，
０一掛●

、．摯一■
●〓議

〓“■〓■●●“娑”“”華澪摯″■

１●■■一■■〓一三一■■■■一■―‥一■一一一一一一一■一一一一一一　．　●^一●■●一■一

一一一̈●●一一●■一一一■●一一
，

一一●ヽ■一一一 ■〓一■一■・二ｔ
，
１■一ヽ■一■●■一■■●■■ヽ〓壼

森
,|,



¬

，

一黎―

一驀一Ｌふ‥，いれヽ黎

■●
，

，機・４）^■“一■●，一■●●

●■●―　一●一●一■■■

一■一一■●・　一●●●一

マ゙譲撻

■漱澪―

●
，
●■

，
菫■

‖
"|●

=継
::

‐■|■
■
|.1‐-183-

．い稽〕〓■れ■ヽ疑中

麟嚢●難一】一奢■■
，
■

●■■「・い響●Ｆ一苺警■篤●ヽ●静ヽ賓．

一‘■“機、

一ヽ．■議ヽ■ミ

轟畿一督

■ざ■一̈竃〓一ド■奪

マ爵Ｖ■鷺鷺一熾一轟

．一ヽ繁幸黎鶯壼・■
薫́域機

，
●

，
■一



鼠驚隷〓爆‘痰苺鷲●播●〓躍窺鐵
，

，，
―

一　一

●

一・
　

・
　　　　　　

一

-184-

撻■■●〓■・・ ．

掌
，
■〓‐，

Ｌ一̈・一■■●一̈■
，
一

〓■言三ｔヽ霧一

一↓．■マ●一一Ｆ・

一■●哺〓■

■〓■ヽ十

＾■■■‐ヽ ‥
．

゛掟凛

■やデ絲

い́ヽ

鐵彎蟻鑢一叡一一勒軋一一一一一鐵．



一摯―

〓●●―●一一　・〓

‐．‐一一●．．‥．‐一」一証．一
，
‘ヽす一〓彗ざす一一結ド難

，
一一　・●　．． ‐――．．―祠一雛誓

，
一畿一饗一鋏賤》一骰．離

様

・一・■●■．　■〓一●●●

４●―すヌ雛

-183-

．゙゛“ヽキ一豪一一■ヽ”贅呻

■一驚■露“●ｔ螂一　¨轟■ヽ』〓暮一
，，

■ぶ‥∵゛ヽ■■

纏菫ふ…いヽヽ豪，電鑽鑢導・

でヽ藤・漆

苺ヾ機

震薫響檬

一量．■一゙一

．●■●漱■■̈）ぶ館薗゛〓

‘一■警や一ぶ一諄モ■
警́

，
鷲橿

電



藤鑓一難罐爾機

１霧―

■一‥●■■■・　　・　　一

・一●■■■一
■三１●１

‘〓ヽ

黎ｔ饉一
:

■一鋭″

-185- 一一̈̈一一一一機一■月一〉

錮・苺一苺篠

藝苺難素｝賊一蒙置難難難澪
■■

， 梓〓ド彗

〓苺警饉一

麟彗難

゛争驀・桑鸞暮
●―■

，
一一■・

一゛■一■機一
峰務■

苺燿”

lt■|
1鸞
‐

鸞

〓一”鷲一↓一一““一“

・
イ ,'

議隧“

―躊“



「―‥

■―．

一―
〓．．　‐　・

．　．　　“（一「・ヽ〓．一

●議〓

、^一一椰一̈■ヽ■̈一　́●

●■●ｔ

ｔ●■■１

●●・■●

一一●●　‐一■ヽ

●一●■●

一　　　　　一・一一一　　　・一　一　・　　
・
　一　一　　　　　一　一　一　　　　　・　　　　　一一・　　　　　一．　　　一　　　　　　　・　一　　　　　・
‐
一

●●●●●■１●●

・■―＾ヽ■‘ヽ
，
ｔ，

，
■‘

′一・●´．●―　●．

ヽヽ‐
，

一驚■■

一●一●●ヽ●・●

―●〓●

一一

一

一一一・一　・一一一一一　　一　　一一　一一　一一一　一
〓一一一一一一

苺鷲ヽ■●

．．―■●●■一

・露■
，，
●´

ヽ■●●〓■・

・１黎綺．１

-186-

薔繊議秦ヨ覆″摯抵一一“１●●■
，
●蒙■摯質■一一繊一畢ｒ軍〓”）

●　　一■●一　　　　一―一　　・　　　一

４一”凛●■一螢一議薔一．〓一

″，・ ‥１１〓●■一・‥●

ギ■■■■■

量聾゛

、ゞ■レ議響解警讐一撻

・
|ン・

，
，
，■●賛〓

Ｉ■■・〓■●●ｉ■
，
■Ｌ■■

■̈■ｒ一■一一■一Ｆ一

■警一●∵ご戦一ぶ十■

一蘇一書一■Ｖ七十，■一一墨二十　一●

●●●●●一一●一一●●一一一・●１・、一一●一■一■薄‘■●護■●■Ｓ一〓一

ギ●■■・■■■●一―〓ヽ
，
■事一■Ｌ“〓■

，
■―■●■■■■７１

・　　・・・一一一・一・・一・一一一　一一・一ｔ
，
一Ｔ一ャ一一一一一巌一一

，
一Ｒ

，
轟ｔ一一一一二一

，
・一一一・・・・・・・・・・・・

一一ヽ一ボ・　．〓一，■ヽ．一一一一̈一〓■一一〓■一一̈一一一一一一●■一ヽ一一ヽ一一‐一一一一■一ヽ一一一凝一一一■ｒ一一一ヽ一鷲一ぶ“■・，

一薄藤¨．策Ｌ■↓巌
，
．〓

警苺撻「鐵｝燎

〓，ヽ金鸞鰺一ふ薔） 一一■■■．

一一●一■●■・
薇
lt i

■
.

■鷲篠■

〓ま〓
一■一一　一一一一■■一一■■■一　　一

一鶴一一・●一●一■●一●■一

摯繊

譲|1撃

語

●
:

菫撼

書繁

鷲〓
躊■ずヽ■

苺■ド
，，
苺

一●ｔ●■●■
，

一●●一●・■〓一

‐　一́（一―一・“一

卜．〓■ぶ■嬌

■覇〓苺

驚“鷲姜撼

麟鱗一
凝■懸●

糠纂

，
１■■

驚
``|‐

●

■●，・●

■■一

一一●〓
・一一●●〓■



‘‘●４１

●■̈、

=ド

《貯 ‐継
催
難
警
I“ ‐… 贅

嘉
餞

》 多
鬱
譲
鸞

■■■ｔ
，
■●
●一　●●―●●●一　●

●■一●一―一■●●一■４‐●
．　●
， ■１●●●●

轟‘■■■●●一●■●一

｛綸綺護資
，
―，

↓´■一´，■■　
，
■一

■摯疇―

レ
~

〓‘●●●●

―■■“́●
，
■¨

‥一鷲〓ヽま■・

■１^薔議●●

〓・●一●●一■■一　・

一
７‘

（Ｘ）
一

，■●
，
■ヤ争‘■

一ぜ■警一■́‘７
ゃ静

〓撃鍵〓

ェ■
，
■一〕■̈●場

“慕一椰
一麟鐵一●一尋

，
議壕織凝】“一鱗

“一〓■一藤〓害●ぶ一謝露̈一■■¨

ヾ鷲́甍゛

■〓ド〓〓響

■●■一ヽ．ヽ■■．́

゛溶

一菫■●職一警‐

プ一かヽ

■■●

癬ず十中■●“や黎静

“■「●”一“一””

一機一構■
，一議霊崚

ヽ”●一■ヽ体
‥苺●機構饉

権一壽総肇鷲鐵■艤嶽‘響議篠盤つ^》議寒轟灘一み簗

■一ヽ̈蒻錫一終螂

一■簑議撻青髯織愴■事・

■■●一ヽ゛掟■一〓ヽ
‐
 

竃

●〓
,■

一〕●̈一）一
，
ぶ一



二一
，
■一や■ザ

，
一●二一鷲囃一一摯｝彙●ヽ↓薫服驚置●イ議ュ一０■

，
遍●｝■一■

．繰囀一事ぶ

撻叢露

‥Ａ一鴇̈一ヽ・

■■●■〓●■
，
”

●●一■一　一■一

■１●一一■●一一一一■●一■一●一●１●　一●一●一―

一ＩＩ一■一■一
苺．

Ｃ・‘

摯〓議■●

ヽ・”・一一●■

”．“蛛̈・―　一■

●薇嬌

，
■ヽ―‘‘■

一・ ，手鷲鶴ヽ一̈―

■■〓一一■

●●●・

・●一構”一・１

-188-

キ”・始■一一．，露゛ルキ鬱婆■

●〓―●菫●

．●一―　一●

―●′
， ■●．こお一３一華“■■●■■●一

，

一●一●一二一●一■一一　―

・‐ ‥■一一〓お‡磯一意一・一一■●麟〓
，
■ヽ■な棗難ヤ雌一

や撃一鐘■建■

輩諄〓彙藩苺鸞議
，

■一一一■一■■■■一一■一●一

凄■■華憔一■

獲澪■攀ヽ

●菫．●織‘

雛４懸一孝．彎一■

●滋畿・鐙一畿鸞■■難軽

Ｆ．》゛

●■●一■一一●一■■●一―●

・●一軒針■議薔〓■〓４●一露

・■一●・●一一一一一一■一ヾ一”一継義一キ一き・壼一“響織キ・―一■■「↓■一撻」ヽ■越一

恐・・隷〓・・キ摯・●■黄難キ一■キ紅軒
，

議キ■ヽ縦難義一
，
一●●■〓織計策・■

一●●一・一　　・一〓ヽ・ヽヽ策●難■鱗苺●
，
●〓●一

，
経〓策一■●■●●●　　一●

一●●　・■●●●一●●
．
●■●一●一●●●一
．
●●●●
．
一醸
．≡一軒一黎一
．
●●　　
． ・■

，
■苺〓ヽ■ぎ・難〓キ織譲譲■●→摯車二ざＳｔ雄一囃露書

，
一ヽ警螢一響〓

ｔ
，
留摯難襲ぼ・‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐感一ミ■・懸一彗一■ミ一特一〓一い●難嚇・一一キ一奮鮮一‘葉

，
ｔ・一蟻難，難摯・〓

ド■●帯■麟彗一嚇醸一縦一ｔＳ鷲．′■

機゙

．^沖■●き轟〓謗華響一饉■“書‘■〓督



。製⊃悩⊃将駆ｐｌい択里図一∬購菜賦壼筆―て８１３※

棧響一艤鐵奪将

會機》工ぷド癬

メ．．箸■崚
，
〓■

菫麟〓〓“■●．

肇■〓
わ議●ヽ

・　．い一・“．一”ヽ一　．　́一

・〓‘嬌■■●

■４１■■―罐．

■軽，・
・■一一●一一●一●■●●■一■一――一―●

一●●●一●一■■●■　●一　一

●■●
，
―■〓窓や●■●・１〓―

．●■一一〓■一■●

●一一■一一■一■

議●苺●一‘

●「議

１
．●〓―ヽ・“■―

ヽ¨一一．

鷲■●●Ｉ

一ヽ〓一■●

-189-

麟鐵一響一櫂蔭´

…ヽ。鰺

一〓一■●■一

，
餞．

●■
，

椰輩●ｔ

，
颯●一

●“■■摯議●■

練す‘

一筆●
■一

鷺●
■一●●●一　一●〓●一

一〓

一卜鳶鸞



¬

■――

■
，
一〓●●〓

¨●■一―●

〓薔一●織●

●●●●

一■●●　　一■■●
一　　　　　　　　　一　　　　一一　　　　　．　　　　　　・　一　・一一一
一　・・　　　　　　　　　　・・　　　　　一
一一　　．一一　一一

■〓●機．―
‥慾〓

一一●〓″■一
，
●．●一■●　・●

一一■●●●――一　　　一

一一ｔ■手′■■

一一●―　一●

―●　　●●●●　一一

●―一・　　一　一一

―　一一―■●●

●一一●ｔｌ一■―●

一■■一■●一一一●一■

ヽ，謹■‘●■■

●■●●集

二■番．憲
，

●ｉ●

，
ヤ

r■
‐ | .‐

  
黎

.:_ |    .    . .    |

一●・

無鰺轟難糠餃祠薇一

●■■■

絋藝鸞驚‡驚一櫻鍼雛．・一一一一紅一一

:灘
:111鑽

,

-190-

攣棗量
rl撻
==■

・・

#Eお
‐
|・ ●I

一一■〓■■■〓一■一

、■■■卜●警一Ｉ■●ド●■■■■ｒ●〓●ｉ・―‐ ‥■一〓

〓〓■一ｒ．〓

筆蹂素撃■Ｊ鑢熱疇ヽ■躍蒻軍苺―■）―

●一　　●●●●一　一●一●一

■■一●
薔〓鸞

絆〓
査‘機

，

穣―‘´
，

一一率拳素

鷲窮



ラ・■一・

‥鷺‥

誉議〓書ｉ掟一■
―●一■〓一●■一一一■●一

●一一一一一●一一一■
華〓●●ｔ

●七掻一苺摯鸞摯

，
議・・

■〓―一●■
，
●〓

″―， ｔ●一　　■

■一一●●●一一・●●

鸞｛粂鰈畿一難一難・銀・蒙一響鑢麟鼈畿機Ｍゃ機

〓〓●１●．

．高お午

●●■■．

-191-

麟

，
鸞事・鸞鷺嚢緩警議・鷺議難繋篤鐵〓緩議

〓】■
，
■̈´誉武驚■”一ｒ」■報「鷺一赦■一【４蔵書豪一̈■雪襟｝“一一

鑢

警一ず‘糠一一

・継糠一鰺綴一警鐵一爆一

．，■．・ ‥ ―

〓ｔ■■■

■二″歳一驚

一■一●■一一●■●

一嚢鑢

‘畿●驚一

一●．．

一■■薔豪

一一■一一■一●■●

・一一一●一一一一●●●●一　一●●―二■■一■
，
■■●一一一一●一　　一・　一●●●・　―●●

織螢．ヽ圭一ヽ■一壽一■燿も一奎一職
，，
■■凛〓苺■一■鷺蟹一〓薔事）

様滲ｔｒ露寺一圏●軍０■―譲絆．Ｓ爆〓苺寝〓，議豪警■■一　　　　　鷲鑽番響ハ墨一一

一●●一一一一■一鷲擦一■一一●●

海一鷲誉

一守“■■●■ヽ一ぶヽ■一■●十ヽ■●■一“■●■‐ヽ ，■・■

一一　一一一一■一●一■一●一●一一●一●一■　・一●一一一一■■●　一一●一●一一一一●一一　一一一■一●●一一●●爾一ヽ一キ■ヽ姦

一●●■●〓ヽヤ■■■や■●■コ■一■■■■罵■

織轟筆幸■

■●一一■■●一“一
，
■■■‘ …‐ 、

鷲鰺
〕鰺

ｒド‐ ‐ １●・■一●鷺●一■一■゛●ヽ十１一　●■‥ ‐‐●
，
一●一ヽ■■■

=■ t■
ヽ
■

一
，
■一■■一ヾ”●一一一●一一●■一薇十‐ １１〓‐〓ド““一ヽ〓織̈̈一　　一一

一一●●　一　一●一●一　一一一●一一●一一一●●●一一●●一一■●ｒ̈●軍一磁■鸞■■■　・

蜂・・・

■０一ヽ機“＾

鸞

■■●●●議摯■

■輩〓菫

鷲一魏一摯●“■
一一■



¬
i

１ ■■
，

一●Ｉ●■一ヽ■

一　ｉｔ゛一■一颯選瞭“Ｌヽ●燎■●■●Ｉ

，
１●ヽ姜ヽ■■■■

´ヽヽ■
，
■”一

一一一Ｓ
，
一「ょド

凛‘
，
●撤

，
一ヽ

‥■■
，，
■●書た０・埒奮

，
゛一粗■　‐一‥●■●■二議―やヽ‥■■■‥らヽ―■

一鸞糠一警譲ベ ●　一●●●■―●■一一

・簿

，

■棒鍼一ｔ

●，■■一

・・　　　　・　　―一ヾぶ■

一■一■一一■一〓一

難
，
撻

一一〓一〓三一

ゃｉ爾菫機●

報鷺綴鸞覇爵ま鱚．ハ総

・「・ヽ・　　一・
―一一，

』●

４●■―■一〓・●

驚
，
‥
，

鍼一―

・籠

，
・

-192-

→薔■【１●桜―

やヽ畿・̈

一‥■一一●■■■一一一一摯一一●お
，
絆）■一一■一ゞ一一一・一一̈ヽ一̈い
，
一
，
∵

Ｉ一■■■帯〓■壕■

一■●一■一■一■一■●■一一
，
■●■■一̈一■

■●■■ｒ●■

●
，
諄ダ́や一や一ビヤ

書雛一燿，

■・贅一ヽ「一マ一摯“一■ヽ一露濠一一ドｒ薔



●●■●●一●　●一一一●■

‥畿‥

●〓
・一‐　　一〓〓１‘ｒ

，，‥●・―‥・―■■●■〓‥●．〓雛

〓
，
議―蒻禁・・・構苺馘■‘筆

，
難鑢　　　　・　・　　―

．　¨
，
●¨

Ｉ鬱・・

・て、一●“●■・．

●●●●●●―●ｒｉ

一■一■一●一■■

や・̈■́

●●●鷲薔一■
，
■

●ｆ
， 〓■華■

●一一●一一■■一

攣鞭難鱚艤醸鶉一．『

-193-

■一̈
一″一“

■●　〓●■・― 一　一　　．・・　　　
・　・　一　　・一　　　　　　・　　　・一　　　一一一　一一一　一一　一　一・一

―一■一■・―〓―一■一●●●●

一●■●一●●●●■●一

・摯●一

ｔ●〓

、′●ヽヽ一撼
，――

鑢０一嬌ｔ●〓

ヽ一‥〓１
，
ｔ

■譲 ‐i:■x

罐
:

.藁
■
、

藤
、

`||き

,苺 ‐
難驚´驚豪み●〓凛

■苺“〓●ｔ
，
タ

●一議■
，
■＾“●

〓苺■
一豫”

“や、

．ユ一・ヽ

■ヽ ・
f

.豪
|:

,,′
||■

|



′場難

〕゙費ど一

豪■■一曜●Ｆ“ヽ　・
，
一醸

一一●●●

・●●●■■　・　．●一一●一●一●一●■■■一一●一

■■●一

■●―●一■一一●■●一

一●一一●■一一●●一一

一一一一・一　一一一一・一　　一一一一　　一一一一一　　
・　　　　　　　一　　一一一一一　一一一一

・攀一麟響鸞囃継^．
一●■一●●

，議■〓

-194-

―一丼―

一Ｉｔ〓●・ ‥‥一笙二■「一■一一

■｝ａ■●露・響十一■●●一一一一一■一一一一〓
，
一一一一一一一・■●■一写一一　．・■一一

●■Ｌ●

Ｉ一一一■●■

一響働一“一一■醸■一ヽ

‐ １ １●ｌｉ…１１■■‐ヽ ‐ ‐ｒ●Ｉｌ・

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　．Ｓ．■■一鑑一督■■ヽ一慕・奪゛

督静〓苺響黛〓■織ゴニ■‐■畿ｔ●■■■●Ｓｔ■ｉｔｒ驚■●■一▼●　ヽ

・磯一鷺諄一電鱗一鱗糠議

）一饉一癬０驀　
，

．　　　・警躍■
，
■一幸一譲籠一■■●響一●ギ■彗ｒ鷲・摂

・　　　　　　　　壼ヽ↓麟構一麟

●きミ、■ヽ■■●〓驚■■彗一謝キ一鷲霊一織羹●■一一〓寺ギ̈●

、鰺響督様一嗜一“

就糠，轟一恭燿

嗜）′ポ貯職

●．　一●　■■■

壼【〓■●読協〓・

菫ｉｔ■経ヽ■驚壺一■●ヽ■●ξｌ

書ｔｔ
，
ｔ●゛■■●１

●●〓■響一峯職一“ヽ

一■一■一■一●●〓〓
艤鰺ＲＩゝ籍一磯一畿離鑢

輩

41;

薇撃

・通一艤一鸞蒙

一●■■●一

ヽ響乗ヽ■ふ
瘤

，
驚

十麟一＝
鵞

一■一ｉＳ一鐵一囀轟・一一磯一鐵

一一　一　　　　　一一　一一一　　一・　　・・　一一　一一一　　一一　一一　一一　一　　　一一一　　　一・　　一　一　　　一　一

、鍮 機壽　̈“■継一響一■籍ヽ一

・●■●一

´褻一機

・■一一一一●一一
■■■●一●■一



¬
|

‘筆‥

‐■
■`

|‐
■` 

|`ヽ

ｉ驚―

●■●１１華―■■摯
，ヽ●‘■●〓―■〓‥■―ｌｔ．■〓１１

ヽ

- 195-

檬`番

いず識べ■一■幸ヾ¨．●ヾ１■ヽ”

.1、、
||

|‐
|‐|:‐|ヽ ___
‐・

1■

:rl=‐
.

■
■
:′

t″
'‐
.

|'..(:‐
‐

・
_'11
_‐.:

ギ

一■・

一漆一́一

痣
ヽ■髯

鷲撼
籐苺
■

彗

・一●●一一■一●■一■■一●一■一■一・一一●一一一■一●一●●―●一

一一■一●一●●一一一■一●―〓一一・●一一■●●●一・●■一●■一■●一■■●一■●一

・一●一●●一一一一●一●〓一●●一　　・・二●一●一■一●●一一■一■一〓●一

■一■●一●■■一●●■●　　　一一　　　　　　　　　・

．●―・一一■一■一■●■一●■●一●一一●一●■一●●●一一一一●一●●　一■一一●一●一●●―

●●　・●―一―●●一■●一■事ヽ■■一●■■一■一一轟彎苺籍１●―

・　　　　・一　　・●　　　一獣潔■務■麟一奎一麟＝

潔一難苺鐵
，

・●雛将・や一一難一議す露一策一欝製■諄凝●類黎“

一　　一●●一■一●一一　一●一●一・●●一●一一・一一一慾一鱗一量籠
，
一■麟■

，
．●●●

一■一●●■）■遺搬一軽議一■総一総一彗一ぷ●一●一■ぶ■■■●●●●●

一　　一■一一一一一一■一●一●●●一一一一一一●一●一■■■一Ｆ■●彗盤一●狩Ｌ織

・■彙ｒ響・ヽ■摯・慰一華一灘一鮭姜Ｖ軒●雲■・・華〓蟻一ヽ
，
・一■・難一雄ｊ一鮮

，
一一・・■■

一一一一一一一●一　　　　　　　　　　　漂職一総）■■鰺

一●一一●一●●一■―一●●●　一●一●●一一●一一●一一一●一●●●●●一■●●　●●

一　　・・　・一一●・一●一●一一一一一一一一一ヽ一ヽ■一戯一蟻
，，

■ｉ一一一●“♯●・　一　　一

煮窯ぶ一鸞一鱗ｔｉ毬一キ一姜゛・替一
，
苺一■難■・ヽ一●■●な〓〓■●計螢・事・彗

霞』■∬簿ヽ苺ッ■●一■鏃■一縦■一議難〓一澪べ■■一磯鷲．゙“黎■や■

」寧懇■〓警讐一縦會■̈■■一■菫■Ｓ一■摯〓黎驚ｉｔ一ヽ■一■一螢●ヽ嬌）ギ●゛■一　，

一■一●●
，
サ豪一■●一対■一鷲一青鶯簾■一■一キ燃一一■■■ヽ一●■４一一　　　・

機
，
態事書苺鶯・一おヽ■簾一澪叢一Ｓ一嬌■鷺遷鱗一ぶ゛一菫薫菫ヽ一●●●●　・

一一●一●　一一●一●●ヾ薇一一■一鑑讐漑一華一瀬゛繊螢●一難織一び一●　　　一一　一

ｔざヽｒド●落潔〓織〓鶯書
，
彗●〓■鮮一檬●キーー〓‥ヽ‥●●■

議簸簿一お一籍〓ヽ■憲一一滲一一■響■）マ・ｒ●〓ド〓ヽ

・　　一一●●一●一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ｔ・やｔｒ■

〓議一■簿〓―●〓一

や■“ギー菫議一一〓摯■―〓ヽ一職■霧

，
■■■●‘菫嬌●

，
ヽ■嬌■黎●

，

一■●・●一一●　一■一●●■

鍼`

，
―‘織

■●議‘

―●　一・．〓

磯輌疇●

■
，
●



■轟室■■籍禁●１■一■■■●一

一盤一議●■■ｔ
，
■燎養〓一

・‘
，
■●

●■■
■■ヽ議落ず■●■〓■一豊一Ｉ壼ヽ議．一〓■機一繊一苺

摯奉■゛ヽ彗響゛ヽや■卜ご¨ヽ■１■や■かヽ賛〓黎ギ織燎一■撃●書一■■●戯一慧

・一●一一一‐一●●●一一一■●一一・一一・一一●
．・一―
．．一●一●一一一一一一‐一．
．
■

．」・ヽ一．　．．　　
．
●　
．
　・

僣穂鷲↓゙幸苺辞撻感・鸞・欄峙〓〓
，
講ミ■■■蜜驚簸Ｓ●ド■●゛ゞ一ヽ一■■■●　　　　―●●　・

・　　　　一　　一●　一　一一　一●一　一●一　　一　　　一　　・

・　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　鐵蒻一ヽ^鷺欝一■い

●　．．一“一ヽ

■
，
―

●●一一一〓●●　　　一一●■●一一●一一■●●一●一一一●●

―〓■■■●―

率墨‘■

，総ヽやヽ卜・霊Ｉ』螂解一ヽ一　、■

Ｓｔ〓■一

，麓…

-196-

〓ヽ■〓●■■■■■一●一　．〓一　一■■■■．″一■一●■・　●〓

‘登毅鷲〓■‘■苺章■一二■●■ｔ■■
，
．

．綸〓唸．

Ｉ一
，
■ギ■■

■■■―ヽ

．一一・一一一一

―
，
●―

，
■■●■■一●●●一■１〓一●

/



¬
l

―■●●

會議警■櫂'|ヽ

ヾｔ〓
覇鷲

・　・　　　　　　　一　　．　　・　　　一　　　　　　一　　　　■■一Ｉ●一■■

“ヽ一‐一一・一．・一一・一一一一　一一．　・一・・．一一　一一一一一一一一一一一一・一一「．．一．．
．一一一・一̈̈一一̈一一一一一・一一　・̈・一・・一一̈一・一一一・一̈̈一・̈一一ヽ・・　^一一　̈一一一ヽ一一一̈一一一̈一一́一一̈・̈一̈一・一
，
　．一ヽ・

一■一一■●■―，
．‐‐ ―‥―一■一●●■一●一■・　一一一一●■一一■■一●一■●■■●●■一一■

，
一一■■一■一　一　・一

一一■一●
，
■●一●■一■一一ヽ　〓一―一一●・●一一一■■●■■●●■一〓一■■■■１‐　．ヽ■〓■一●

●一一■一■一●一一●■一一〓〓■一■■一ｉ一　．一一■●●一〓■　●■■・■一●■■一●一”一●■〓一一・■●

機■●４年

３■”‘

い一鷲●●ｒ●・

，一●

彗・“】■一ヽ丼一警幸ヽキー“■ヽり驚■●ｒヽ■

一檸一”悔●ヽい一．ヽ■一一

〓一●‐●．，■■

・・■●■１●

■議嬌．●●●一

一　一●●　―一●●●一　一●●一一●一●●●■●一　一●一●一●●一●――

一　一・　■●■一一・・・●●●　・・　　・●●●●難一難軒鱗一難一
．
一■軒■一
．

-197-

―■
，
１

澪中
，，
〓十一■１′ｌ．彗■〓孵摯華■

壼議一灘・露歯一■●■・撃
．書■■織■一Ｆ

，
―■■

■・●一●一　一一●●●●一■●一■

ヽ撮電養書麟解・Ｉ懸―■筆い凛

凛一Ｉ■一一〓

織姦■●〓■一
，
■

●　・　●・一一一一∴一‘●■一

〓●■■●■●■゛■靡
||1蟷瘍

巌罐肇摩蟻椰

=・
ギ
i■ ‐■
●ヽ
■

●一●一■一・　●●■●一●一●■一●一一■●一■

′０

1湾一一一■一●一●一■●●■一●

‘一ヽギヽ●〓ヽ・，一摯ヽ一

●‡滲・‘装●〓■●■

夕一■■一一



●●一●■一一●●一
，
一〓

，
１・

一一一　　一一　　・一　
・　　一・　　　一一一　　
・
　一　　一一　一　一・　　　一　一　
・
　　　一　　　　　　　　　一一　
一

，鸞・‥

一一●■一●

●一一一●一●●

●●　一■

●●　一一

一●一　一■

．
　　　　　　　

．　　　一　　　　　一　
一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　一　　　　　　　　一
　一　　　　　一　　　
一　　．

難ヽ鑢鸞』鶴・鶴墨一鷺鸞事１菫換卜蟻鐵み・報
一●■●●●

一■●ｌｒ●一

●■一■●

ｉエト
，

―■■　・●‐●■一●　一●一●―

●■

●〓●●〓■＾

一●一●■■一一

一■■一一■●●

一一　一一
．
・一・　　一一　・一　一一一　・一‐一一

一一■■●●　．●

■●．　　―●●

一■１１■●●
●〓

，
や

-198-

ｏ●彗護■●

・一ヽ一ヽ一
，
■〓■

繊●ｔＬｌ■１■一

●一●
，

一●一一一一

.“.==

”●Ｆヽ

．一一．一ヽ〓●〓〓　〓ヽ

饉
|

‐藩
■

■
111‐■一　●●●一

い督檬一゙

■●一■■一一■一●■■●

苺

‐



●やヽ―

一一一■一一■一■一■

一一一■■一一一一●一一一一

―摯苺

―翼‥
■一●一●一■一一一一

肇議驚
，
■

一一″一４一一　一

‘一̈■一苺
，

藩
=榛

|

-199-

¬

●
，
・“

●●●一　一●●●●●一一●●　・　　　・

ｔ■熱電←苺■麟饉黎■●〓ヽ■ξ一一奪サー
‐
,‐
 11,●

■
||||ヽ

.:...:,=

■●ｔ一踏督一覇●一

”一”〓一摯



■・・―一一一二一●〓●〓一一̈―●■・

一〓」ヽ一●〓ヽ一．一一一一■・■
，
一

●１１１●■■■ギ一一‐ １１‐●〓■１１

寺静一蹴ＳＩ■

■ｔｌ

す●一Ｉ■ｔ”●標責”＋́■

一豪・●・ｔｉ壽一．
，

，Ｖ・

，
一■

，
一●〓

●一●■
，
■１■

‐”―、１１●■■゛■手壼■一

●　一　一●一一　一―　　一●一　一●●

一一醸撻壌■等一ヽヽ灘篭■，
，
ヽ卜●養一〈

，
―

●薔妻

●ヽ黎■

●一●〓
，
¨■―一′

，
■１■●一〓キ■

Ｆ●●ヽ

一●―一一●●一■■●●キ■一一、一●一〓

一■■一一

ｔや（

嬌

．■●Ｉ●・
，

おヽ■■ｔ，

●〓‘■●”●■
，，
■

金お‘■キ一■■苺摯・

-200-

●■ｉ■●■

■棟ギ専

ｒ●一〓●一■一■一●●■●■■・―●●■一ＩＩ〓

●一●一・■一一■■一一一●一・・一■■一一■■■一一■■●一●一■一

、■輩薔

一一●●〓一●■■●■一■〓■

●　一■■

′『●】
，

■一事を機̈■■●ボ薇賓●篭・苺■一■■ヽ■一一一■

嶽整●醸ヽ・一難鑽額″驚一菫一■一

淋■二一

1春
‐|1秦

ャ“゛藤

■●■―■

〓■●■■●■一一■ヽ事
，
■一一

●■一
，
■■●●ゞ■■〓“■∵一■ルヽ一一‥‥．●■　．一●〓

，
■―・一■一｝■■ド■一す●■

一●―■●■
，
Ｉ〓ミ一一■■〓〓一●■■●〓■一●■１１●■●

一薇導●彗案■■苺筆豪一七一饉一鐵一譲

一｝二ヽ終一ヽ■一



゛ヽ■輩鮮
，
ル壼織響熾甕春錮ぶ，■縁蛉鞭蓼藤̈遷“鬱数響欝苺端越

， ■懸，崚滅蓼藤０■鵞響警■滅一′ヽ歯経轟■響く●”む蟹（，喩■驚議　・

簑議ｅ鱒鋳鐵額懸゛多疫簿鐵参

．゙ヽ摯鞭秦灘穫囃｝
，
攀鐵゛警賞警鑢Ｓ一杯将轟（■／量感臀薫０っ　，

０゙織癬

郡雛鐘響やや蛾〕ヽ歯螺輩慧軍鐵懸■一畿蛾辮ヽ鱗灘ぐ尊呼′静贅鰺押憑鍵顧

漁．贅癬響．朦黎蠍や鰺督轟́幹神持驚癬霊薇一鮮鴛球‥ＣＣ潔゛摯一騒鸞螂

率■壽奨醸幸蓄醤‘∴“今丼摯翠苺ホー”午■０く拭尋■義意遠′螢識　・

。い織や篠苺畿̈盤糠さ■饗議

露一や■種憲■機゛，電ヤニ職晨薔吉掟く葉路燃憚癬磯識）籍燃鷺薄Ｓ一響寝鱗　‘

餞艤摯い聴鰯爆ヾ緊警様―卜鐵●

峰業奪鋳

き乗掟警奮麟ぷ●鸞鰺

霊傷総全穣もヽヽ磯饗鸞叢還ぱ↑弩いい要ゝ・〓κヽヽや鰹．ぐ籍Ｓな　ヽ

ずい務響
，
小

響■゛鐵寺餞鐵一一鋼綺轟，ヽ村義贅．調ヽ鮒一イ●ヽ螂壽峰密響緩霧ｏド檬爾哺

Ｑ“欝，い彎瀞ｔホ霧凛彗難ｅ■ｏ畿鮮｝お夕撻綴゛総卜贅聴ヽＲｅ琴

，
´^　．むＶ驀懸〓炒糠嚢
，
欝譲ギやＩＦ織櫻響中
，
スト饗〉卜磯さべ静　＾

響磯麟黎Ｓ響難ぶ織鉢壕蓼ば養磯醸゛黎醸露●

。吟
，
き難苺Ｋやヽ卜が鍵〓竃Ｆヽ拭‘‘譲奪驚機驚藤せＣ

校（糞盤優■構拭■■‥農書難撻）餐会苺素ぼ狩（簿導）聡′黎騨遷翁）　・

摯疇■撃鑽静贅警蒻ヽ薬磯鱗滅）お薄゛奪瞬奎暴４鐵調懸↑壼　・

攀畿機載菫鰹喩蜜響鐵滲蓼○

響海導懸

ｆ｝ヽ摯や響獲一麟懸挙Ｓボ一藁ф繊辞灘ぽ〓́鸞薇蛉榛錢黎一恭寃一一欝誉転

懺）「一■霊華群導争鸞ミミ番‘‐警“義彎「蜜′鋼務〜Ｓ懸じヽ１ヽ不ヽ　・

醸畿苺麟灘麟鎌鸞群秦棒離艤・檬覇章‘優０

“終卜苺簸機
，
や磯轟轟壼奮織終′ッ″鑽ヽヽや．嬢継織蕊゛密”螺露鮮

書ヽ１いヽ”′
，
贅颯十鐘秦翼ヽ磁喜Ｆ議や書特壺■雫磯欄患苺髯ｅ織

Ｓヽ】■議案りヽ総お聯●■基輩通．
，，
いや坤゛■事薫警難轟薇ご（囃響）機　，

曜警奪饉黎搬儀蟻糠爾０

．輝卜機や豪奪騨ま瀑露靖お

゛ヽ・′い恭・】綽でヽ爾熊ヾ゛な露驚藤薫建聟欝蓼】も鞭畿倉■鐵ン緊を●量“

Ｅ^一ヽヽ静鍍糠゛゛■譜贅癬〓■′■薔■

や黎繊”姜鸞震Ｓ聾呻一紫〓，
，
４鷲び０卜０簿懸′苺灘、で慶■鰺鑽終ぶ響瑯摯ポ警ヽ

―ジ纂ヽヽやヽ■繊恭磯′意薄‥゛小″公（議覆■●薇摯懸）鐵褻灘議る́や掟摯ドお
，ヽ

掟ｏｔ́ヾい華苺露ヽヽ■ヽ●′^一鑢ャ（撻薄卜ゞ）零冬゛鷲９露繁総警‘‘鶯態選

ヽ‥議ゝ”３議」〈▼

一一■●一〓

´・●一●一・一一■●一一〓́一一

■■″■■

●一一
，●●■●一●

■●　　一一■一●

■■■・一い一一〓●．・一●●●●■――●■―■■．

〓〓〓
1苺
:,・

-201-

ｉ露‥

_,■■
.

や.場
一一半模ま^



●〓●Ｉ

■●●■■

-202-

=

．・
，
一一一二ヽ一̈一●一一一一一一一
，
一一一―一一一一一一十一〓〓●一一一̈一一一″●一■一一一おヽ一一ｒ一●．●一●４一　ＩＦ一一一

・一一一一一一一一一一一一一一一一一一■〓一一二・一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ヽ一一一一〓〓一一一一

・・・●Ｔ一一一一一・〓一〓■ｒ一一・・一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一，一〓一二一一一一″一・一一一一一ヽ・　・

彗酵静一持一〓）争ふ●１■摯■←■牟．ｔ葉鸞．一

一鞭一灘奎一撃蓬一｝一〓崚懇一一轟一鐵一一鶴

凛
||||●

一■■一●■●
，，

嬌
|■

〓臨黎■



■
，，
菫摯率

●●ヽ”■

■澪篠雄

■―〓κ■苺■
，，，
●幸

■＾●ふ―■■４ｔ〓〓、１１
，
■ヽ

■●●●●　一■●・●―一　一　・

■■●■●●

■―、〓●■〓■●●

一・．
．．凝●１織４■■苺‘

・́■一．　・̈

饉一●一■一―

〓一■■■

-203-

‘一鷺〓

警■懸一彙諄′苺〓１■●‐ １ １■筆■●．Ｉ●や路

い゙■●■、卜■●・●燎一ヽヽ一■■‥

■
，
燎一■

，
一

，
≡４・議一■｝′■●一■■ム一ヽ・ヽ■一彗がヽ■摯●■轟７一Ｉ一■・露菫理一タ

一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）サ■一Ｆ
．一■，１１燕ｔ〓■ふ‘摯“　．
，
¨

‘″■ヽ●■■一‘機一〓揮一■■■■．一１
，
■●一■■

，
■ヽお

，
電一〓一■ヽす一́‘一一■　・卜■一キ

■■キ】一撃■篤●饉■寺●．■●●答擦露

蕩颯やヽ〓が一壺ヽ

●〓■Ｉ言●■■■■●■・́ 〓‐■■ｔｉ一■■■■ヽ●■
，
■●

黎一藤
，
チ

毒■摯摯ｔ五■絆〓〓一Ｌ●■―■■
，
〓●■ヽ■●１■１●

争■・■一●¨̈撼
，
■０夕一．■一デ掛■苺

・́ｔ〓ユ一一一一■二“Ｆ一一

．一ぽ〓〓一二●一一
，
一ヽ一将一■一一織一・́■

，
十

，
．ｔ■〕●“一′●↓〓■ニキ轟車

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．４

華■ぶ韓キ■鮮苺ｐ域霊ヽ春ヽ請求■Ｓ機一婆一螢一滲・奮縮一撻褻■．■．〓）一移ぬ■一∵拌●‐

ぶ―
，

●“
，
摯ヽヽ来一一

滲鷲〓苺議確橘●〓
，
■

，

一ｉ二■■■

，‐ ‐ ‥ ‥●■一■一一■■ｔ
，
奪一

●■一●一一●一●●●一一●■―■●●一●一一●一■●●一一●―一■●一●一●一●

一―一■―●一●一●一一■●一一一・一●●・■一●一一　　　　　饉一響畿一鷲畿燃鐵・Ａ一終

難■務躍●や

メ‘を０■■

‥鶴，

一ｉ●■一●■一●■一一一■一■一●一●一■一■一■●一一一●一一●一一●一ｉ一■●■一●●一〓―

”・■■

■　■豪薔．

●●●●―一一一　一●一．一●●■一●一一一●一●●一■●一●●―

・　・一■一●●一●●一一一・●■・一一一■■一一饉一懸■一^一■■
，，
■・■

滅一幾機肇朦一●薔腱一督一一ド
，
“笙“一す■摯一さヽ一■構一■■十二■ミ■“■一十

，
一

，
■一

“籠静越難一Ｊ蓼■ド●〓霧書一灘華量■■ギ議露∵■●■髯●ヽ翌苺

一　一●■一・一・一一一一●●一　　　　　　鷲爾幸ゞ督鑽■・聾一鸞譲．一鱗螺意．ｆ嚢■凛



・ヽ事―

護苺‘

．一●一■●彙、●ｒ●一一
，
■　．■■

，
■●■■颯■●Ｉ一一■〓

，
■〓●ヽ■■・　‐●■一ヽ“■■■●■

・
'■

,す・
■● ‐

■■〓一・ ● １■織■●普粽●二■筆一

一華姜〓■■●

-204-

〓一鷲■̈麓

〓一一̈〓■■一“一一一一　，一一　一●■一一，一一ヽ一ｔ一一■

―壺■１１１１■■１■■■■一二ｉ■■
，
■〓一

1摯
|

:‐
||

・●豊鸞■ヽ

感鷲協一警一機一棒・鶴一群一

〓■幾■〓―■“一
，

薔驚〓



¬

鰺一畿一勒一祓一毅鐵一難一麒一一嶽一一鐵鰊一一鑢一一

●■摯―

-205-

ヽ轟一
鴛

≫
ヽ●一

≪
=♂ ゝ
ŕ転
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『仙石氏史料集』上田市立博物館 昭和 59年 (1984)

『松平氏史料集』上田市立博物館 昭和 60年 (1985)

『郷土の歴史 上田城』上田市立博物館 昭和 63年 (1988)

『写真に見る上田市 70年の歩み』上田市立博物館 平成元年 (1988)

『郷上の歴史 上田城下町』上田市立博物館 平成 2年 (1990)

『写真に見る戦前 。戦中の農村』上田市立博物館 平成 15年 (2003)

『花月文庫分類目録』改訂版 上田市立図書館 平成 15年 (2003)

『大日本全国名所一覧』 イタリア公使秘蔵の明治写真帖 マリサ・ディ・ルッソ 石黒敬章 平成 13年 (2001)

『明治の日本』宮内庁書陵部所蔵写真 武部敏夫・中村一紀 平成 12年 (2000)

『信濃宝鑑』上 株式会社歴史図書社 昭和 49年 (1974)

『上田市の統計』平成 21年版 上田市 平成 23年 (2011)

-216-



(市町村誌)

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『上田市誌』

『真田町誌』

自然編 (1)上田の地質 と土壌 上田市 。上田市誌刊行会 平成 14年 (2002)

自然編 (2)上田の気象と川と湖 上田市・上田市誌刊行会 平成 11年 (1999)

自然編 (3)上田の動物 と植物 上田市 。上田市誌刊行会 平成 13年 (2001)

歴史編 (6)真田氏と上田城 上田市 。上田市誌刊行会 平成 14年 (2002)

歴史編 (7)城下町上田 上田市 。上田市誌刊行会 平成 14年 (2002)

文化財編 上田市の文化財 上田市 。上田市誌刊行会 平成 11年 (1999)

人物編 明日をひらいた上田の人びと 上田市 。上田市誌刊行会 平成 15年 (2003)

別巻 (2)図でみる街や村のうつりかわり 上田市 。上田市誌刊行会 平成 11年 (1999)

別巻 (3)上田市の年表 付 索引 上田市 。上田市誌刊行会 平成 16年 (2004)

歴史編上 真田町・真田町誌刊行会 平成 9年 (1997)
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